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第
一
章　

財
団
法
人
立
教
学
院
の
設
立

第
一
節　

超
教
派
調
査
団
と
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

一　

遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
キ
リ
ス
ト
教
中
学
校
の
分
析
と
提
言

二
〇
世
紀
も
四
半
世
紀
を
経
過
し
た
こ
ろ
、
日
本
の
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
危
機
が
訪
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌

に
よ
る
経
済
危
機
、
一
九
三
一
年
の
満
洲
事
変
、
一
九
三
二
年
の
第
一
次
上
海
事
変
な
ど
、
国
際
政
治
危
機
に
世
界
が
面
し
て
い
た

と
き
で
あ
っ
た
。
一
九
三
二
年
、
在
日
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
教
育
と
伝
道
に
関
す
る
二
つ
の
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
に
よ
る
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
つ
い
て
で
あ
り（

（
（

、
も
う
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
超
教
派
機
関
の
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
に
よ
る
東
洋
伝
道
に
つ
い
て
の
報
告
書 RE-TH

IN
KIN

G
 M

ISSIO
N

S （
以
下
、

『
伝
道
再
考
』）（

（
（

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
報
告
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
海
外
伝
道
機
関
お
よ
び
日
本
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
深
刻
な

影
響
を
与
え
た
。
以
下
で
は
、
立
教
学
院
（
立
教
中
学
校
、
立
教
大
学
）
が
い
か
に
こ
の
危
機
的
状
況
に
対
応
し
た
か
を
み
て
い
く
。

一
九
二
八
年
の
国
際
宣
教
協
議
会
エ
ル
サ
レ
ム
大
会
で
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に
お
け
る
教
育
の
目
的
と
実
態
を
調
査
す
べ
き
と
決

議
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
一
九
二
九
年
に
国
際
宣
教
協
議
会
議
長
J
・
R
・
モ
ッ
ト
（John Raleigh M

ott

）
が
来
日
し
た
。
調

査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
教
育
調
査
委
員
が
指
名
さ
れ
、
日
本
基
督
教
連
盟
と
「
基
督
教
々
育
同
盟
会
」
が
日
本
側
の
窓
口

と
な
っ
た
。

一
九
三
〇
年
夏
に
は
ア
メ
リ
カ
で
米
英
委
員
に
よ
る
日
本
視
察
調
査
の
実
施
が
決
ま
り
、
一
九
三
一
年
に
ア
メ
リ
カ
側
委
員
四
人
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と
日
本
人
委
員
八
人
が
推
挙
さ
れ
た（

（
（

。
ア
メ
リ
カ
側
委
員
は
一
九
三
一
年
一
〇
月
に
来
日
、
日
本
側
委
員
と
共
同
で
三
か
月
に
わ
た

り
、
視
察
、
研
究
、
討
論
、
合
議
を
行
な
い
、
一
九
三
二
年
に
英
文
報
告
書
を
提
出
し
た（

（
（

。
こ
の
報
告
書
は
同
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ

で
出
版
さ
れ
、
同
年
七
月
に
は
そ
の
邦
訳
『
日
本
の
基
督
教
々
育
に
就
い
て
』
が
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
。

報
告
書
の
現
状
分
析
は
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
が
、
巻
末
の
「
推
奨
案
」
で
は
、
日
本
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
存
在
意
義

と
存
続
を
認
め
、
日
本
の
神
学
校
と
高
等
教
育
機
関
の
統
廃
合
（
連
合
）
と
、
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
男
子
「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
大

学
の
設
立
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
こ
の
構
想
は
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
関
係
者
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
主
事
J
・
W
・
ウ
ッ
ド
（John W

ilson W
ood

）
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団

の
計
画
が
提
案
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
こ
の
調
査
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
た（

（
（

。
そ
れ
は
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
育
へ

の
敵
対
方
針
が
、
一
九
二
一
～
二
二
年
の
遣
華
国
際
教
育
調
査
団
の
影
響
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た（

（
（

。

中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
八
年
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
の
年
次
報
告
が
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

五
年
前
（
一
九
二
三
年
）
か
ら
中
国
政
府
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
統
制
を
強
化
し
始
め
、
困
難
な
状
況
に
見
舞
わ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
国
内
乱
と
財
政
難
に
と
も
な
う
公
立
学
校
の
閉
鎖
や
不
備
な
ど
か
ら
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
へ

の
入
学
者
が
殺
到
し
た
た
め
、
こ
の
現
象
を
妬
ん
だ
地
方
当
局
が
い
わ
ゆ
る
国
民
運
動
の
波
に
乗
り
、
私
立
学
校
を
文
部
当
局

の
指
導
監
視
下
に
置
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
孫
文
の
三
民
主
義
を
定
期
的
に
教
え
る
規
則
を
強
要
す
る
私

立
学
校
規
定
（
国
民
政
府
教
育
行
政
委
員
会
、
一
九
二
六
年
）
を
発
令
し
、
国
民
政
府
統
制
下
の
地
方
当
局
へ
学
校
登
録
を
申

請
す
る
よ
う
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
強
制
し
続
け
て
い
る（

（
（

。

一
九
三
〇
年
以
降
も
南
京
の
国
民
政
府
は
、
外
国
人
校
長
を
認
め
な
い
と
い
っ
た
、
反
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
も
と
づ
く
私
立
学
校

政
策
を
強
硬
に
展
開
し
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
上
海
伝
道
教
区
主
教
F
・
R
・
グ
レ
イ
ヴ
ズ
（Frederick Rogers G

raves

）
は
、

一
九
三
〇
年
に
そ
の
窮
状
を
次
の
よ
う
に
本
国
へ
報
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
政
府
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
お
よ
び
大
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学
を
登
録
す
る
と
、
政
府
機
関
の
学
校
に
な
る
た
め
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
管
轄
権
を
喪
失
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
と
し
て
国
民
党

の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
学
校
内
で
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
は
禁
止
さ
れ
、
政
府
が
任
命
す
る
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
教
員
の
給
与
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う（

（
（

。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
は
同
年
、
次
の
二
条
件
を
基
盤
原
則
と
し
て
伝
え
、
現
地
の
判
断
を
尊
重
し
た（

（
（

。

①�

中
国
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
で
あ
る
べ
き
で
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に

支
持
す
る
こ
と
。

②
学
校
の
方
針
は
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
複
数
の
諸
主
教
と
そ
の
常
置
委
員
会
で
決
定
す
る
こ
と
。

現
地
の
グ
レ
イ
ヴ
ズ
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
諸
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
、
一
九
三
六
年
の
時
点
で
も
中
国
政
府
に
学

校
登
録
し
て
い
な
か
っ
た
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
経
営
の
上
海
聖
約
翰
大
学
（St. John’s U

niversity, Shanghai

）
は
、
そ

の
後
も
国
民
党
非
公
認
の
唯
一
の
大
学
と
し
て
最
後
ま
で
抵
抗
し
た（

（1
（

。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
の
一
九
二
八
年
度
年
次
報
告
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
敵
対
的
な
中
国
の
教
育
事
業
に
つ
い

て
、
日
本
の
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
（
一
八
九
九
年
公
布
）
問
題
と
類
似
し
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伝
道
部
主
事

J
・
W
・
ウ
ッ
ド
は
、「
現
時
点
で
」
日
本
の
文
部
省
は
訓
令
第
一
二
号
を
柔
軟
に
運
用
し
て
お
り
、
中
国
当
局
と
は
対
照
的
に
キ

リ
ス
ト
教
に
好
意
的
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
が
日
本
へ
の
教
育
調
査
団
の
派
遣
に
よ
っ
て
、
中
国
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教

に
敵
対
的
な
方
向
に
転
じ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
東
北
伝
道
教
区
主
教
（
日
本
聖
公
会
東
北
地
方
部
主

教
）
N
・
S
・
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
（N

orm
an Spencer Binsted

）
も
、
そ
の
懸
念
を
ウ
ッ
ド
宛
書
簡
で
表
明
し
て
い
た（

（1
（

。

ウ
ッ
ド
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、「
健
全
な
感
性
」
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
聖
公
会
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
ヘ
ン
リ
ー
・
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ッ
カ
ー
（H

enry St. G
eorge Tucker

）
を
モ
ッ
ト

に
推
薦
し
て
い
た
。
し
か
し
、
タ
ッ
カ
ー
は
調
査
員
と
な
る
こ
と
を
断
っ
た
た
め
、
モ
ッ
ト
は
タ
ッ
カ
ー
が
住
む
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
ま
で
赴
い
て
説
得
を
試
み
た
。
説
得
に
際
し
て
は
、
調
査
団
の
訪
日
予
定
を
延
期
し
、
一
九
三
〇
～
三
一
年
の
秋
・
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冬
に
実
施
す
る
日
程
を
提
案
し
た
が
、
タ
ッ
カ
ー
は
翻
意
し
な
か
っ
た
。
調
査
団
の
訪
日
日
程
は
そ
の
後
さ
ら
に
一
年
間
も
延
び
た

が
、
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
側
委
員
の
選
考
が
い
か
に
難
航
し
た
か
を
示
唆
し
て
い
る
。

ウ
ッ
ド
は
、
タ
ッ
カ
ー
の
不
参
加
に
対
す
る
意
志
が
固
い
こ
と
、
国
際
教
育
調
査
団
の
日
本
派
遣
そ
れ
自
体
が
望
ま
し
く
な
い
こ

と
を
、
タ
ッ
カ
ー
の
訪
日
を
望
ん
で
い
た
C
・
S
・
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
（C

harles Shriver Reifsnider

）
や
N
・
S
・
ビ
ン
ス

テ
ッ
ド
ら
在
日
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
主
教
た
ち
に
伝
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
現
地
の
日
本
関
係
者
も
ア
メ
リ
カ
母
教
会
も
、
タ
ッ
カ
ー

が
参
加
し
な
い
国
際
教
育
調
査
団
に
は
懐
疑
的
だ
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
書
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
「
推
奨
案
」
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
中
学
校
の
項
が
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
学
校
数
を
増
加
さ
せ
ず
、
現
存
の
学
校
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
と
く
に
強
く
訴
え
る
表
現
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
本
体
の
報
告
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
中
学
校
に
対
す
る
厳
し
い
現
状
解
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
中
学
校
は
官
立
学
校
と
の
競
争
に
直
面
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
「
優
秀
」
で
は
な
い
学
力
水
準
の
向
上

が
急
務
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
劣
等
な
基
督
教
主
義
中
学
校
は
も
は
や
日
本
に
存
立
を
続
け
得
ら
れ
な
い
時
期
が
確
実
に
到
来

し
た
」
と
の
認
識
を
示
し
た（

（1
（

。
生
徒
定
数
に
つ
い
て
は
、
七
五
〇
人
を
超
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
各
校
代
表
者
の
判
断
は
一
致
し
て

い
る
が
、
現
実
に
一
〇
〇
〇
人
を
か
な
り
超
過
し
て
い
る
学
校
が
あ
る
の
は
、
経
済
的
に
授
業
料
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
だ
と
分
析

し
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、
先
進
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
実
験
室
、
図
書
館
、
実
習
場
の
整
備
を
進
め
る
べ
き
と
指
摘
す
る
一
方
、
聖
書

以
外
の
学
科
教
師
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
割
合
が
半
数
以
下
に
す
ぎ
ず（

（1
（

、
キ
リ
ス
ト
教
感
化
に
も
っ
と
も
効
果
的
な
寄
宿
舎
の
空
室

化
や
廃
止
を
慨
嘆
し
て
い
た（

（1
（

。
さ
ら
に
、
財
政
難
の
大
き
な
原
因
と
し
て
、
日
本
人
後
援
者
や
校
友
の
寄
付
に
よ
る
経
済
的
援
助
が

ほ
と
ん
ど
な
い
中
学
校
が
多
い
こ
と
を
あ
げ
、
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
補
助
金
の
増
額
を
期
待
で
き
な
い
な
か
、
恒
久
的
な
基
金

を
積
み
立
て
る
必
要
性
を
説
い
た
。

そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
中
学
校
の
現
状
解
析
の
最
後
で
は
、
中
等
教
育
か
ら
の
撤
退
が
示
唆
さ
れ
た（

（1
（

。
そ
の
背
景
に
は（

（1
（

、
ア
メ

リ
カ
の
中
等
教
育
で
公
立
学
校
が
台
頭
し
た
結
果
、
教
会
が
中
等
教
育
の
分
野
か
ら
駆
逐
さ
れ
、
高
等
教
育
に
注
力
す
る
こ
と
を
余
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儀
な
く
さ
れ
た
状
況
が
日
本
で
も
起
こ
り
得
る
と
の
危
機
感
が
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
う
し
た
事
態
に
備
え
て
、
教
会
は
断
固
と
し
て
高
等
教

育
の
分
野
に
立
て
こ
も
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
堅
固
な
地
位
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
提
言
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の

キ
リ
ス
ト
教
主
義
中
学
校
の
存
続
は
不
透
明
な
情
勢
に
あ
り
、
男
子
キ
リ
ス
ト
教
主
義
専
門
学
校
の
延
命
は
中
学
校
の
犠
牲
の
も
と

に
成
り
立
つ
と
い
う
可
能
性
さ
え
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（2
（

。

二　

外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
中
学
校
の
分
析
と
勧
告

一
九
三
〇
年
一
月
一
七
日
、
J
・
D
・
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
（John D

avison Rockefeller Jr.

）
の
提
唱
に
よ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
・
北
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
の
信
徒
群
に
よ
る
海
外
伝
道
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
会
合
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
が
発
端
と

な
り
、
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
超
教
派
の
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
事
業
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
北
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
、
組
合
教
会
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
、
長
老
教
会
、

聖
公
会
、
改
革
教
会
、
合
同
長
老
教
会
の
七
教
派
が
協
力
し
、
各
派
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
人
（
計
三
五
人
）
の
信
徒
が
参
加
し
た
。
外

国
伝
道
信
徒
調
査
団
は
、
公
式
に
諸
教
派
の
外
国
伝
道
機
関
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
独
立
の
予
算
を
持
っ
て
い
た
。

初
動
研
究
の
基
礎
と
な
る
事
実
確
認
作
業
は
、
社
会
・
宗
教
研
究
所
主
事
ゲ
イ
レ
ン
・
M
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（G

alen M
. Fisher. 

元
日
本
Y‌

M‌

C‌

A
主
事
）
を
総
監
督
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
後
半
に
調
査
研
究
ス
タ
ッ
フ
を
イ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
（
現
・
ミ
ャ
ン

マ
ー
）、
中
国
、
日
本
の
東
洋
任
地
に
国
別
に
派
遣
し
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
二
次
研
究
の
た
め
に
一
五
人
で
構
成
さ
れ
る

評
価
委
員
会
を
設
置
し
、
一
九
三
一
年
九
月
に
事
実
確
認
作
業
の
報
告
を
同
委
員
会
へ
提
出
し
た
。
評
価
委
員
会
で
は
、
伝
道
と
土

着
の
教
会
、
初
等
・
中
等
教
育
、
高
等
教
育
、
文
書
、
医
療
事
業
、
農
業
・
地
方
生
活
、
産
業
発
展
、
女
性
の
権
益
、
管
理
・
組
織

の
各
小
委
員
会
を
傘
下
に
置
き
、
一
九
三
二
年
に
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
集
約
し
た
報
告
書
『
伝
道
再
考
』
を
発
表
し
た（

（2
（

。
そ
の
内

容
は
、
ア
ジ
ア
伝
道
の
再
考
を
求
め
た
も
の
で
、
一
九
三
三
年
に
は
日
本
の
関
係
部
分
の
み
を
訳
出
し
た
全
体
の
三
分
の
一
の
抄
訳

『
伝
道
方
針
の
再
吟
味
』
が
刊
行
さ
れ
た（

（2
（

。
し
か
し
、
そ
の
邦
文
語
調
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
も
た
ら
し
た
ほ
ど
の
衝
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撃（
（2
（

が
伝
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

当
初
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
へ
の
懐
疑
的
反
応
と
は
対
照
的
に
、
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
調
査
研
究

に
対
し
て
は
協
力
的
で
あ
っ
た
。
全
国
協
議
会
伝
道
部
主
事
ウ
ッ
ド
は
、
在
日
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
諸
主
教
宛
書
簡
で
、
全
国
協
議
会

も
伝
道
部
も
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
派
遣
の
計
画
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
当
教
会
信
徒
の
参
加
を
望
む
と
決
議
し
た
こ
と
を

伝
え
、
現
地
側
に
調
査
団
へ
の
協
力
を
要
請
し
た（

（2
（

。
ま
た
、
今
回
の
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
い
問
題
と
し
て
、
土
着
化
の
成
否
、
現

地
で
の
伝
道
成
果
、
現
地
の
諸
問
題
に
見
合
う
再
変
革
の
進
度
、
諸
派
協
働
の
具
体
案
を
あ
げ
て
い
た
。

ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
こ
う
し
た
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
ね
ら
い
を
知
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
混
乱
し
て
い
る
と
ウ
ッ
ド
に

返
信
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
運
動
は
、
新
し
い
動
機
、
協
調
、
研
究
方
法
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
モ
ッ
ト
が
会
議
を
招
集
し
た
五
年
前
か
ら
始
ま

り
、
一
九
二
八
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
大
会
で
実
施
が
決
議
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ

し
、
戦
後
も
不
名
誉
で
あ
っ
た
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
の
影
響
力
が
失
わ
れ
、
非
キ
リ

ス
ト
教
圏
の
東
洋
へ
の
伝
道
に
疑
問
が
生
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
比
較
宗
教
研
究
の
分
野
か
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
も
非
キ
リ

ス
ト
教
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
の
指
針
が
導
か
れ
、
こ
う
し
た
思
潮
が
学
生
ば
か
り
で
な
く
、
宣
教
師
に
さ
え
影
響
を
与
え
た
結
果
、
伝

道
熱
は
急
速
に
衰
弱
し
て
い
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
国
際
教
育
調
査
団
も
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
も
、
査
定
と
評
価
を
通
し
て
伝
道
事
業
の
内
幕
を
暴
こ
う
と
す
る
感
情

の
例
証
で
あ
る（

（2
（

。
た
だ
し
、
当
初
ウ
ッ
ド
は
、「
同
情
的
で
、
建
設
的
で
、
知
性
的
な
研
究
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
歓
迎
す
る
」
と

い
う
調
査
団
派
遣
前
の
事
前
評
価
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
裁
主
教
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ウ
ォ
ル
フ
・
ペ
リ
ー
（Jam

es D
ew

olf Perry

）

に
伝
え
て
い
た（

（2
（

。
ま
た
、
訪
日
し
た
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
に
対
し
て
は
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
伝
道
協
議
会
と
伝
道
部

の
決
議
が
示
す
よ
う
に
、
報
告
書
『
伝
道
再
考
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
は
一
定
の
理
解
と
協
力
姿
勢
が
あ
っ
た
の
で
あ
る（

（2
（

。

と
こ
ろ
が
、
一
九
三
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
報
告
書
『
伝
道
再
考
』
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
東
洋
伝
道
事
業
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に
対
し
て
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
寄
金
の
減
少
に
連
動
し
て
、
全
伝
道
地
が
究
極
的
な
諸
問

題
（problem

s of utm
ost gravity

）
に
直
面
す
る
な
か
、
伝
道
機
関
は
分
岐
点
に
あ
り
、
重
大
な
決
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る（

（2
（

。
つ

ま
り
、
①
外
国
伝
道
は
そ
の
任
務
を
終
え
た
の
で
は
な
い
か
、
②
ア
ジ
ア
伝
道
は
こ
れ
以
上
持
続
さ
れ
る
べ
き
か
、
③
も
し
持
続
す

べ
き
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
変
革
を
す
る
の
か
、
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
る（

（2
（

。

さ
ら
に
、『
伝
道
再
考
』
で
は
、
二
〇
世
紀
の
国
際
情
勢
の
変
化
が
世
界
伝
道
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

宗
教
体
系
に
お
け
る
象
徴
表
現
や
科
学
的
真
理
へ
の
適
応
に
よ
る
神
学
的
視
野
の
変
化
、
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
人
類
共
有
の
現
象

や
価
値
観
の
発
見
に
も
と
づ
く
世
界
文
化
の
登
場
、
東
洋
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
な
ど
に
よ
り
、
か
つ
て
は
利
点
で

あ
っ
た
西
洋
文
化
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
が
不
利
益
の
代
表
に
な
っ
た
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
世

紀
に
主
流
で
あ
っ
た
西
洋
か
ら
の
一
方
的
な
教
会
入
植
は
一
時
的
機
能
で
し
か
な
く
、
二
〇
世
紀
は
東
洋
の
伝
統
文
化
を
尊
重
す
る

奉
仕
や
資
質
が
永
続
的
機
能
と
な
る
時
代
で
あ
る
と
主
張
し
た（

（3
（

。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
諸
宗
教
は
、
他
宗
教
の
信
仰

を
尊
重
し
、
互
い
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
た
の
で
あ
る（

（3
（

。

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
東
ア
ジ
ア
の
他
宗
教
は
否
定
す
べ
き
異
教
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
一
般
化
し
て
い
た
。
報

告
書
『
伝
道
再
考
』
は
、
こ
う
し
た
宣
教
師
の
確
信
に
も
と
づ
く
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
的
価
値
観
を
批
判
し
、
変
革
が
困
難
で

あ
る
な
ら
、
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
宣
教
師
に
東
洋
か
ら
の
撤
退
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
の
海
外
伝

道
に
と
っ
て
、「
回
復
不
可
能
」（

（3
（

な
ほ
ど
の
衝
撃
と
動
揺
を
与
え
る
警
告
的
な
指
針
で
あ
っ
た
。

長
老
教
会
や
ル
タ
ー
派
教
会
な
ど
は
『
伝
道
再
考
』
を
激
し
く
批
判
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
は
、
同
書
第
五
章
「
伝
道
と

教
会
」
の
「
教
会
の
性
格
お
よ
び
伝
道
の
動
機
に
お
け
る
非
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
異
論
が
出
た
以
外
、
教

会
へ
の
挑
戦
と
し
て
お
お
む
ね
柔
軟
に
受
け
と
め
ら
れ
た
。
東
洋
伝
道
諸
主
教
、
母
教
会
の
特
別
検
討
委
員
会
議
長
タ
ッ
カ
ー
、
伝

道
部
主
事
ウ
ッ
ド
、
伝
道
機
関
誌
『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
の
編
集
者
ら
は
、
誌
上
で
厳
し
い
批
判
を
展
開
す

る
こ
と
も
な
く（

（3
（

、
客
観
的
に
賛
否
の
内
容
を
区
別
し
、
改
善
点
を
集
約
す
る
と
い
っ
た
対
応
を
と
っ
た（

（3
（

。
な
お
、
在
日
半
世
紀
を
超
す
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ア
メ
リ
カ
聖
公
会
北
東
京
伝
道
教
区
主
教
（
日
本
聖
公
会
北
東
京
地
方
部
主
教
）
ジ
ョ
ン
・
マ
キ
ム
（John M

cK
im

）
は
感
情
的

に
反
駁
し
た
。

『
伝
道
再
考
』
は
、
基
本
的
に
日
本
の
教
育
調
査
デ
ー
タ
と
現
状
分
析
を
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
に
依
存
し
つ
つ
、
日
本
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
勧
告
を
お
こ
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
六
章
「
初
等
・
中
等
教
育
」
の
項
で
は
、

イ
ン
ド
と
ビ
ル
マ
（
一
九
二
六
～
二
七
年
）、
中
国
（
一
九
三
〇
～
三
一
年
）、
日
本
（
一
九
三
一
年
）
の
中
学
校
・
高
校
に
お
け
る

ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
割
合
は
全
体
の
約
九
％
、
学
生
数
で
八
・
五
％
を
占
め
、
各
国
の
中
等
教
育
に
数
以
上
の
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
極
東
で
の
国
民
教
育
の
発
展
に
よ
り
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
相
対
的

な
重
要
性
は
減
少
し
て
い
る
と
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た（

（3
（

。

『
伝
道
再
考
』
に
よ
る
と
、
日
本
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
教
育
の
第
一
の
源
泉
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
経
営
者
は
経
済
支
援
の
不
足
を
本
質
的
問
題
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
学
校
へ
の
こ
れ
以
上

の
支
出
を
や
め
る
と
同
時
に
、
各
派
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
慎
重
な
撤
退
を
求
め
る
と
し
、
女
学
校
な
ど
優
れ
た
い
く
つ
か
の
学
校
へ
の

経
営
参
加
は
継
続
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
、
具
体
的
に
次
の
二
点
を
勧
告
し
た
。

①�

ミ
ッ
シ
ョ
ン
基
金
を
必
要
と
し
て
い
る
中
学
校
で
あ
っ
て
も
、
補
助
金
の
減
額
と
最
終
的
停
止
を
実
施
し
、
基
金
か
ら
の
支
援

を
継
続
し
て
い
る
間
に
、
と
く
に
男
子
校
は
女
学
校
よ
り
早
く
自
給
自
立
経
営
の
準
備
を
行
な
う
べ
き
こ
と
。

②�

遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
書
で
提
示
さ
れ
た
諸
派
学
校
の
統
廃
合
に
よ
る
学
校
合
同
再
編
案
を
支
持
し
、
そ
の
高
尚
な
目

的
を
実
現
す
る
た
め
に
閉
鎖
の
必
要
な
学
校
は
閉
鎖
す
る
こ
と
。
ま
た
、
日
本
人
に
学
校
の
管
理
と
責
任
を
移
譲
す
る
ま
で
、

各
派
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
こ
の
動
向
に
責
任
を
持
つ
こ
と（

（3
（

。

そ
し
て
、
極
東
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
全
般
へ
の
勧
告
と
し
て
、
次
の
四
点
を
指
摘
し
た
。

①
学
校
の
目
的
の
第
一
を
伝
道
で
な
く
、
教
育
と
す
る
こ
と
。

②
非
キ
リ
ス
ト
者
の
生
徒
は
、
キ
リ
ス
ト
教
礼
拝
や
聖
書
の
授
業
へ
の
出
席
を
強
要
さ
れ
な
い
こ
と
。
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③
学
校
の
宗
教
教
育
と
礼
拝
は
、
学
校
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を
持
つ
資
格
の
あ
る
専
門
家
の
指
導
に
よ
る
こ
と
。

④
海
外
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
合
同
組
織
と
し
て
、
諸
派
は
共
同
で
専
門
機
関
を
ア
メ
リ
カ
に
設
立
す
る
こ
と（

（3
（

。

『
伝
道
再
考
』
の
第
七
章
「
高
等
教
育
」
の
項
で
は
、
日
本
の
男
子
高
等
教
育
機
関
と
し
て
、
立
教
学
院
、
明
治
学
院
、
青
山
学

院
、
関
東
学
院
、
東
北
学
院
、
同
志
社
、
関
西
学
院
、
西
南
学
院
の
八
校
が
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
五
校
は
専
門
学
校
令
に

も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
主
義
専
門
学
校
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ュ
ニ
ア
・
カ
レ
ッ
ジ
に
近
い
高
等
教
育
機
関
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
同
志
社
、
立
教
、
関
西
学
院
の
三
校
は
大
学
令
に
も
と
づ
く
大
学
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
校
レ
ベ
ル
の
女
学
校
は
二
三
校
あ

り
、
ジ
ュ
ニ
ア
・
カ
レ
ッ
ジ
と
呼
べ
る
女
子
大
学
は
神
戸
女
学
院
と
東
京
女
子
大
学
の
二
校
が
あ
っ
た
。

日
本
の
男
子
高
等
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
、
幼
稚
園
か
ら
帝
国
大
学
ま
で
完
備
し
た
教
育
体
系
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は

価
値
あ
る
存
在
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
高
等
教
育
も
、
新
し
い
試
み
に
挑
戦
し
な
い
限
り
、
存
続
す
る
理
由
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ

う
し
た
貢
献
は
も
は
や
期
待
で
き
な
い
と
い
う
厳
し
い
評
価
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
大
学
を
含
む
ミ
ッ
シ
ョ
ン
高
等
教
育
機
関
の

問
題
と
し
て
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
経
営
資
源
の
不
足
に
起
因
す
る
偏
狭
な
教
育
内
容
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
宗
教
教

育
の
現
状
が
因
習
的
で
つ
ま
ら
な
く
、
宗
教
的
目
的
の
成
就
よ
り
も
普
通
教
育
が
勝
っ
て
い
る
こ
と
、
②
官
立
大
学
に
優
秀
な
学

者
、
科
学
者
、
教
員
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
学
生
の
国
立
大
学
へ
の
進
学
志
向
が
強
く
、
キ
リ
ス
ト
教
大
学
は
教
員
の
資
質
が
問

わ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。

遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
は
、
日
本
に
お
け
る
既
存
の
高
等
教
育
機
関
を
基
盤
と
し
た
男
子
「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
大
学
構

想
（
後
述
）
を
推
奨
し
て
い
た
が
、『
伝
道
再
考
』
で
は
、
こ
の
構
想
を
支
持
し
な
い
旨
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

①�

「
連
立
」
大
学
を
構
成
す
る
高
等
教
育
機
関
が
、
学
生
を
大
学
に
供
給
す
る
前
に
再
組
織
・
強
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

②�

第
一
級
の
日
本
人
学
者
と
科
学
者
か
ら
な
る
キ
リ
ス
ト
者
の
教
授
団
を
独
占
的
に
組
織
す
る
こ
と
は
、
現
状
況
下
で
は
近
い
将
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来
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
。

③�

世
界
の
他
地
域
で
の
よ
り
緊
急
な
教
育
需
要
を
考
慮
す
れ
ば
、
健
全
な
財
政
基
盤
の
た
め
に
大
学
が
要
す
る
巨
額
の
寄
付
を
、

「
現
時
点
で
」
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
者
が
日
本
に
投
じ
る
と
は
思
え
な
い
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
、
単
独
で
も
連
立
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
大
学
設
立
の
機
は
熟
し
て
い
な
い
と
勧
告
し
た
の
で
あ
る（

（3
（

。
こ
れ
は
、
立
教

大
学
な
ど
既
存
の
大
学
に
対
す
る
現
状
批
判
で
も
あ
っ
た
。
首
都
東
京
で
唯
一
の
大
学
令
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
大
学
（
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
立
教
大
学
は
、『
伝
道
再
考
』
の
分
析
に
よ
り
危
機
感
を
募
ら
せ
、
第
二
節
第
二
項
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う

に
、
立
教
学
院
拡
張
計
画
を
策
定
し
て
い
く
の
で
あ
る（

（3
（

。

三　

諸
派
連
合
（
男
子
）
キ
リ
ス
ト
教
大
学
構
想
の
再
活
性
化

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
が
推
奨
す
る
諸
派
連
合
（
男
子
）
キ
リ
ス
ト
教
大
学
の
構
想
に
対
し
て
、
消
極
的

な
姿
勢
を
と
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
主
事
ウ
ッ
ド
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
在
日

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
北
東
京
伝
道
補
佐
主
教
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
か
ら
指
示
を
求
め
ら
れ（

（4
（

、
一
五
年
前
の
諸
派
連
合
（
男
子
）
キ
リ
ス

ト
教
大
学
構
想
の
よ
う
な
大
き
な
計
画
に
は
熱
意
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
と
答
え
て
い
た（

（4
（

（
第
二
編
第
二
章
第
一
節
第
二
項
参
照
）。

ま
た
、
在
日
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
東
北
伝
道
教
区
主
教
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
に
対
し
て
、
既
存
の
諸
機
関
が
連
合
ま
た
は
連
立
す
る
可
能
性

を
検
討
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
ウ
ッ
ド
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
立
場
か
ら
、
連
合
の
遂
行
が
困
難

か
つ
実
際
的
で
な
い
と
の
考
え
を
参
加
者
に
説
明
し
た
こ
と
を
伝
え
た（

（4
（

。

ウ
ッ
ド
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
教
育
情
勢
の
混
乱
を
招
い
た
要
因
と
し
て
、
中
国
へ
の
国
際
教
育
調
査
団
の
派
遣
に
疑
い

の
目
を
向
け
て
い
た
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
文
華
大
学
（Boone C

ollege

）
を
中
核
に
し
た
武
昌
の
諸
派
ミ
ッ
シ
ョ
ン

連
立
大
学
（
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
、
ア
メ
リ
カ
改
革
教
会
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
ウ
ェ
ス
レ
ア
ン
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
、
ニ
ュ
ー
ヘ
イ

ヴ
ン
・
イ
エ
ー
ル
海
外
伝
道
協
会
）
で
あ
る
華
中
大
学
（C

entral C
hina C

ollege
）
が
遣
華
国
際
教
育
調
査
団
の
勧
告
で
成
立
し
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た（
（4
（

こ
と
へ
の
不
満
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（4
（

。
上
海
で
は
、
そ
れ
以
前
も
そ
れ
以
後
も
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
上
海
聖
約
翰
大
学
が
中

国
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
最
大
勢
力
を
単
独
で
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

（4
（

。

一
九
〇
九
～
一
五
年
の
日
本
に
お
け
る
諸
派
連
合
（
男
子
）
キ
リ
ス
ト
教
大
学
第
一
次
設
立
運
動
に
お
い
て
、
立
教
大
学
は
当
初

か
ら
積
極
的
に
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
〇
九
年
七
月
一
四
日
、
明
治
学
院
、
青
山
学
院
、
関
東
学
院
、
立
教
学
院
の
代
表

者
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
大
学
設
立
に
関
す
る
会
合
を
持
っ
た
が
、
立
教
学
院
の
タ
ッ
カ
ー
と
元
田
作
之
進
は
欠
席
し
た（

（4
（

。
立
教
は
、

そ
の
二
年
前
の
一
九
〇
七
年
に
専
門
学
校
令
に
よ
る
立
教
学
院
立
教
大
学
を
設
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

五
〇
人
以
上
が
参
集
し
た
一
九
一
二
年
の
基
督
教
大
学
形
成
委
員
会
に
も
、
元
田
は
欠
席
し
た（

（4
（

。
た
だ
し
、
一
九
一
三
年
四
月
の

第
一
回
全
国
基
督
教
協
議
会
に
提
出
さ
れ
た
「
日
本
に
お
け
る
中
央
キ
リ
ス
ト
教
大
学
の
必
要
に
関
す
る
意
見
書
」
の
作
成
メ
ン

バ
ー
に
は
元
田
の
名
が
あ
っ
た（

（4
（

。
ま
た
、
一
九
一
四
年
一
月
の
基
督
教
大
学
形
成
委
員
会
で
は
、
明
治
学
院
、
聖
学
院
、
東
京
学
院

（
関
東
学
院
）
が
高
等
部
の
組
織
合
同
に
賛
成
し
、
青
山
学
院
と
立
教
学
院
が
既
存
の
高
等
部
を
温
存
し
た
「
連
合
」
に
賛
成
し
て

い
た（

（4
（

。
こ
れ
は
、
立
教
学
院
首
脳
部
内
で
も
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
元
田
に
代
表
さ
れ
る
日
本
人
関
係
者
の
間
に
微
妙
な
見
解
の
相

違
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
一
八
年
の
大
学
令
に
も
と
づ
き
、
一
九
二
二
年
に
立
教
は
同
志
社
に
続
い
て
大
学
を
単
独
で
設
立
し
た
。
ア
メ
リ

カ
聖
公
会
全
国
伝
道
協
議
会
伝
道
部
主
事
ウ
ッ
ド
は
、
一
九
三
一
年
に
推
挙
さ
れ
た
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
日
本
人
側
委
員
の
な

か
に
、
立
教
大
学
学
長
の
杉
浦
貞
二
郎
の
名
が
あ
る
こ
と
に
驚
き
、
そ
の
経
緯
を
立
教
学
院
総
長
兼
理
事
の
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に

尋
ね
て
い
る（

（5
（

。

国
際
教
育
調
査
団
が
訪
日
中
の
一
九
三
一
年
一
一
月
、
杉
浦
は
基
督
教
々
育
同
盟
総
会
で
、
医
・
法
・
理
工
部
門
の
大
学
教
育
を

完
備
さ
せ
る
こ
と
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
一
貫
し
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
、
キ
リ
ス
ト
者
の
教
育
者
養
成
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
督
教
々
育
同
盟
理
事
長
の
田
川
大
吉
郎
は
、「
立
教
で
は
個
人
的
意
見
で
は

あ
っ
た
が
、
も
し
合
同
大
学
が
出
来
れ
ば
立
教
も
そ
の
一
要
素
と
な
ろ
う
」
と
展
望
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

（5
（

。
田
川
の
発
言
か
ら
は
、
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第
一
次
（
男
子
）
連
合
キ
リ
ス
ト
教
大
学
設
立
運
動
時
代
の
元
田
作
之
進
の
よ
う
に
、
第
二
次
運
動
時
代
に
お
い
て
も
立
教
の
日
本

人
首
脳
は
、「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
大
学
設
立
構
想
に
共
感
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
は
、
ア
メ
リ

カ
の
母
教
会
が
望
ま
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
に
な
る
と
、
第
二
次
（
男
子
）「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
大
学
設
立
運
動
は
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
の
上
部
機
関

と
し
て
協
同
の
大
学
院
ま
た
は
研
究
所
を
設
立
す
る
案
と
、
単
科
大
学
を
設
立
す
る
案
の
二
案
に
路
線
変
更
さ
れ
、
一
九
三
八
年
に

は
前
者
の
案
を
推
進
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
に
影
響
を
与
え
な
い
キ
リ
ス
ト
教
学
術

研
究
所
案
に
集
約
さ
れ
た
が
、
結
局
、
そ
れ
も
実
現
し
な
か
っ
た（

（5
（

。
そ
し
て
、
日
本
社
会
の
戦
時
体
制
化
が
進
む
な
か
、
一
九
三
九

年
に
第
二
次
連
立
大
学
設
立
運
動
は
終
結
し
た
の
で
あ
る
。

四　

世
界
大
恐
慌
前
後
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
財
政
状
況

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
の
各
年
度
予
算
は
、
三
年
ご
と
に
開
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
が
次
期
三
年
間
の
各
年
度
概

算
要
求
に
つ
い
て
審
議
し
了
承
し
た
額
を
基
本
と
し
、
財
政
難
の
折
に
は
や
む
な
く
減
額
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
減
額
さ

れ
た
年
度
予
算
も
諸
教
区
か
ら
の
約
束
寄
金
が
期
待
額
に
達
し
な
い
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
九
年
度
の
み
寄
金
が
満
額

に
達
し
た（

（5
（

。
し
か
も
、
毎
年
度
の
伝
道
資
金
は
こ
の
諸
教
区
寄
金
額
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
り
、
伝
道
事
業
は
教
区
の
寄
金
効
率
に
依
存

す
る
財
政
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
一
九
二
六
～
三
〇
年
の
全
国
協
議
会
の
収
入
額
は
三
九
〇
万
ド
ル
で
、
そ
の
う
ち
伝
道
事
業
費
は

二
七
〇
～
二
八
〇
万
ド
ル
前
後
と
全
体
の（

（5
（

約
七
割
を
占
め
て
い
た
。

そ
の
後
、
全
国
協
議
会
の
収
入
額
は
、
一
九
三
一
年
度
の
三
四
〇
万
ド
ル
か
ら
、
一
九
三
八
年
度
に
は
二
二
〇
万
ド
ル
前
後
ま
で

減
少
し
た
。
一
方
、
一
九
三
一
年
度
に
二
七
〇
万
ド
ル
で
あ
っ
た
伝
道
費
は
、
一
九
三
三
年
度
に
二
〇
〇
万
ド
ル
前
後
、
一
九
三
八

年
度
に
は
一
七
〇
万
ド
ル
前
後
へ
と
約
三
分
の
二
の
規
模
に
縮
小
し
た
。
こ
の
間
、
収
入
額
全
体
に
占
め
る
伝
道
費
の
比
率
は
約
八

割
か
ら
一
〇
割
に
達
し
、
収
入
額
の
ほ
と
ん
ど
が
伝
道
費
に
当
て
ら
れ
て
い
た
（
図
3
―

1
）（

（5
（

。
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全
国
協
議
会
の
経

常
収
支
を
み
る
と
、

一
九
三
一
年
度
に
二

五
万
ド
ル
の
欠
損
金

を
出
し
て
以
降
、
一

九
三
六
年
度
を
除
く

一
九
三
八
年
度
ま
で

赤
字
で
あ
っ
た
。
と

く
に
、
一
九
三
三
年

度
は
六
六
万
ド
ル
、

一
九
三
四
年
度
も
四

三
万
ド
ル
の
不
足
額

を
出
し
て
い
た
（
図

3
―

2
）。
こ
の
う
ち
、

一
九
三
五
～
三
八
年

度
に
は
伝
道
事
業
へ

の
遺
贈
額
か
ら
不
足

分
を
補
填
し
、
一
〇
〇
ド
ル
単
位
の
最
終
残
余
額
の
決
算
に
調
整
し
た
が
、
一
九
三
三
・
三
四
年
度
は
遺
贈
額
か
ら
補
填
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
五
三
万
ド
ル
、
三
二
万
ド
ル
と
い
う
大
幅
な
赤
字
決
算
と
な
っ
た（

（5
（

。

全
国
協
議
会
は
、
一
九
二
八
年
度
に
一
九
二
五
年
度
か
ら
の
総
債
務
額
約
一
五
三
万
ド
ル
を
清
算
し
た
が（

（5
（

、
一
九
二
九
年
の
世
界

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

全国協議会収支残高・負債額

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

図3-2　全国協議会収支残高・負債額
（単位：千USドル）

出典：表3-2をもとに作成。
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図3-1　全国協議会収入と伝道支出額
（単位：千USドル）

出典：表3-1をもとに作成。
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恐
慌
の
影
響
で
再
び
財
政
が
悪
化
し
、
一
九
三
一
年
度
か
ら
著
し
い
収
入
の
減
少
と
経
常
収
支
の
欠
損
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

一
九
三
三
年
度
に
五
三
万
ド
ル
の
赤
字
決
算
に
陥
る
と（

（5
（

、
翌
一
九
三
四
年
度
の
累
積
負
債
額
は
八
五
万
ド
ル
に
達
し（

（5
（

、
一
九
三
八
年
度

に
も
総
額
七
四
万
ド
ル
の
債
務
を
抱
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
一
九
三
三
年
度
か
ら
深
刻
な
財
政
難
に
襲
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

五　

一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
海
外
伝
道
事
業

一
九
三
三
年
度
の
全
国
協
議
会
年
次
伝
道
報
告
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
諸
教
会
へ
の
寄
金
額
は
、
一
九
二
七
年
に
ア
メ

リ
カ
の
主
要
二
五
教
派
の
う
ち
首
位
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
三
年
に
は
二
位
と
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
二
七
年
に
七
位
で
あ
っ
た
ア

メ
リ
カ
聖
公
会
の
伝
道
事
業
へ
の
寄
贈
額
は
、
一
九
三
三
年
に
は
一
三
位
へ
と
順
位
を
下
げ
た
。
そ
し
て
、
一
九
二
一
年
度
と

一
九
三
三
年
度
の
全
国
協
議
会
へ
の
未
指
定
寄
付
が
ほ
ぼ
同
額
（
二
・
五
％
減
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
三
三
年
度
の
伝
道

事
業
寄
金
は
一
九
二
一
年
度
比
で
約
一
五
七
万
ド
ル
も
減
少
（
五
三
％
減
）
し
た（

（6
（

。

伝
道
事
業
費
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
国
内
伝
道
と
外
国
伝
道
（
海
外
領
土
を
含
む
）（

（6
（

の
支
出
額
の
比
率
は
、
国
内
が
三
分
の
一
、
外
国

が
三
分
の
二
の
割
合
で
終
始
一
定
し
て
い
た
。
こ
れ
を
実
額
で
み
る
と
外
国
伝
道
へ
の
支
出
は
、
一
九
二
九
年
度
の
一
七
〇
万
ド
ル

か
ら
、
一
九
三
二
年
度
に
一
四
八
万
ド
ル
へ
、
一
九
三
五
年
度
以
降
は
一
一
〇
万
ド
ル
に
ま
で
減
少
し
た
（
図
3
―

3
）（

（6
（

。
と
り
わ
け
、

一
九
三
八
年
度
の
外
国
伝
道
支
出
額
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
本
部
の
通
信
費
・
旅
費
・
事
務
員
手
当
な
ど
諸
経
費
を
除
く
）
は
実
質

九
六
万
三
三
七
二
ド
ル
と
一
〇
〇
万
ド
ル
を
下
回
る
水
準
と
な
っ
た（

（6
（

。

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
伝
道
（
ブ
ラ
ジ
ル
、
キ
ュ
ー
バ
、
メ
キ
シ
コ
、
ハ
イ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
）
へ
の
支
出
は
外
国
伝
道
全
体

の
一
五
％
を
占
め
、
海
外
領
土
伝
道
（
ア
ラ
ス
カ
、
ホ
ノ
ル
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
パ
ナ
マ
運
河
領
域
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
）
は
二
〇
％

前
後
か
ら
三
〇
％
の
間
で
推
移
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
二
六
～
二
八
年
度
に
外
国
伝
道
全
体
の
六
〇
％
台
後
半
を
占
め
た
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
伝
道
（
中
国
、
日
本
、
リ
ベ
リ
ア
）
は
、
一
九
二
九
～
三
一
年
度
に
五
五
％
前
後
と
な
り
、
一
九
三
二
～
三
八
年
度
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に
は
五
〇
％
前
後
へ

と
低
下
し
た
。
こ
の

う
ち
、
一
九
三
三
年

度
、
一
九
三
四
年
度
、

一
九
三
八
年
度
に
は

五
〇
％
を
切
っ
て
い

た
（
図
3
―

4
）。

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
伝
道
へ
の
支
出
額

は
、
一
九
二
六
・
二

七
年
度
に
一
〇
〇
万

ド
ル
以
上
を
記
録
し

て
い
た
が
、
一
九
三

八
年
度
に
は
約
五
三

万
ド
ル
に
ま
で
減
少

し
、
一
九
三
三
年
以

降
は
減
額
対
象
の
伝

道
地
と
さ
れ
た
（
図
3
―

4
）。
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
ア
フ
リ
カ
（
リ
ベ
リ
ア
）
へ
の
支
出
額
の
比
率
が
八
～
九
％
で
、
中
国
・
日

本
は
九
割
以
上
で
あ
っ
た
（
図
3
―

5
）。
つ
ま
り
、
支
出
費
減
額
の
影
響
を
も
っ
と
も
被
っ
た
の
が
、
中
国
・
日
本
と
い
う
ア
メ
リ

カ
聖
公
会
の
二
大
海
外
伝
道
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
・
日
本
へ
の
支
出
額
は
、
一
九
二
六
年
度
の
九
七
万
ド
ル
程
度
か
ら
、
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図3-4　外国伝道支出額領域別内訳
（単位：千USドル）

出典：表3-4をもとに作成。
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図3-3　外国・国内伝道支出額比較
（単位：千USドル）

出典：表3-3をもとに作成。
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一
九
三
八
年
度
に
は

四
八
万
ド
ル
へ
と
半

減
し
て
い
た
。

中
国
・
日
本
へ
の

支
出
額
の
比
率
は
ほ

ぼ
拮
抗
し
て
い
る
も

の
の
、
中
国
が
約
四

割
で
日
本
が
約
五
割

だ
っ
た
一
九
三
〇
～

三
二
年
度
を
除
き
、

中
国
へ
の
支
出
額
が

若
干
上
回
っ
て
い
た
。

こ
の
間
、
日
本
へ
の

支
出
額
は
、
一
九
二

六
～
三
一
年
度
の
四

〇
万
ド
ル
台
か
ら
、

一
九
三
二
年
度
に
三

〇
万
ド
ル
台
、
一
九
三
三
～
三
八
年
度
に
は
二
〇
万
ド
ル
台
へ
と
大
幅
な
減
少
を
示
し
た
。

中
国
に
は
安
慶
、
漢
口
、
上
海
と
三
つ
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
上
海
聖
約
翰
大
学
を
擁
す
る
上
海
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
最
大
で

あ
る
。
一
方
、
日
本
に
は
京
都
、
北
東
京
、
東
北
と
三
つ
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
こ
の
ほ
か
、
東
京
と
大
阪
は
日
本
人
独
立
教
区
で
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図3-6　中国・日本・アフリカ各ステーション支出額比較
（単位：千USドル）

出典：表3-5をもとに作成。
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図3-5　中国・日本・アフリカ伝道支出額国別比較
（単位：千USドル）

出典：表3-5をもとに作成。
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あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
教
区
内
の
未
自
給
教
会
に
少
額
を
支
出
）
が
あ
り
、
立
教
大
学
を
擁
す
る
北
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
最
大
で

あ
る
。
上
海
へ
の
支
出
額
は
、
一
九
三
〇
～
三
三
年
度
は
一
九
万
ド
ル
か
ら
一
七
万
ド
ル
へ
と
減
少
し
、
一
九
三
八
年
度
に
は
約

一
三
万
ド
ル
に
減
少
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
東
京
へ
の
支
出
額
は
、
一
九
三
〇
～
三
二
年
度
は
二
五
万
か
ら
二
一
万
ド
ル
へ
と

減
少
し
、
一
九
三
三
・
三
四
年
度
に
は
一
四
万
ド
ル
へ
と
激
減
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
六
～
三
八
年
度
に
は
一
一
万
ド
ル
に
ま
で

減
少
、
一
九
三
三
年
度
以
降
は
上
海
を
下
回
っ
て
い
た
（
図
3
―

6
）。
一
九
三
三
年
度
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
深
刻
な
財
政
状

況
が
直
撃
し
た
の
は
、
立
教
大
学
が
帰
属
す
る
北
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
あ
る（

（6
（

。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
主
事
ウ
ッ
ド
は
、
一
九
三
二
年
二
月
の
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
宛
書
簡
で
、
ア
メ
リ
カ
聖
公

会
の
財
政
難
と
伝
道
資
金
難
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
三
一
年
度
支
払
い
分
の
諸
教
区
寄
金
は
二
〇
万
ド
ル
の
不

足
で
、
一
九
三
二
年
度
の
諸
教
区
約
束
寄
金
は
予
定
額
よ
り
も
計
九
〇
万
ド
ル
減
少
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
三
二
年
度
は
総
計

一
一
〇
万
ド
ル
の
債
務
に
直
面
す
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
策
と
し
て
、
一
九
三
二
年
度
か
ら
伝
道
本
部
お
よ
び

国
内
・
海
外
の
全
伝
道
地
の
宣
教
師
と
現
地
ス
タ
ッ
フ
全
員
の
給
与
一
〇
％
削
減（

（6
（

、
ほ
と
ん
ど
の
諸
経
費
二
〇
％
削
減（

（6
（

が
実
施
さ
れ
た（

（6
（

。

こ
の
給
与
と
諸
経
費
の
削
減
は
、
現
地
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
財
政
を
直
撃
し
た
。
一
九
三
三
年
一
月
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
東
京

の
食
品
・
生
活
用
品
の
価
格
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
そ
れ
を
凌
駕
し
て
い
る
統
計
を
示
し
、
給
与
削
減
が
物
価
高
の
東
京
で
生
活
す
る

自
分
た
ち
に
い
か
に
打
撃
が
あ
る
か
を
訴
え
た
。『
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ド
ヴ
ァ
タ
イ
ザ
ー
』
誌
一
九
三
三
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
内

外
価
格
差
の
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
三
二
年
の
物
価
指
数
（
一
九
一
四
年
を
一
〇
〇
と
す
る
指
数
）
は
、
ロ
ン
ド
ン
が
七
〇
～
八
〇

台
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
九
〇
台
、
東
京
が
一
二
〇
～
一
四
〇
台
で
あ
っ
た（

（6
（

。

一
九
三
八
年
一
月
に
な
っ
て
も
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
給
与
一
〇
％
減
額
を
廃
止
す
る
か
、
現
地
ス
タ
ッ
フ
の
給
与
だ
け
を
復

元
し
、
宣
教
師
は
非
常
措
置
と
し
て
世
俗
の
仕
事
に
よ
り
収
入
を
増
や
す
こ
と
を
認
め
る
か
、
と
い
う
二
者
択
一
の
案
を
全
国
協
議

会
に
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

（6
（

。
け
れ
ど
も
、
給
与
額
の
回
復
が
不
可
能
な
状
況
の
た
め
、
ウ
ッ
ド
が
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に

対
し
て
、
宣
教
師
が
事
業
外
の
仕
事
に
従
事
し
て
生
活
費
を
補
充
す
る
こ
と
を
内
密
に
認
め
る
と
伝
え
た
の
は
一
九
三
八
年
五
月
の
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書
簡
に
お
い
て
で
あ
っ
た（

（7
（

。
そ
し
て
、
一
九
三
八
年
一
二
月
に
全
国
協
議
会
は
、
日
本
の
ス
タ
ッ
フ
全
員
に
緊
急
助
成
と
し
て
給
与

の
三
％
分
、
ま
た
は
総
計
約
五
一
〇
〇
ド
ル
を
早
急
に
供
与
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
一
九
三
八
年
度
分
の
み

と
い
う
限
定
条
件
の
つ
い
た
措
置
で
あ
っ
た
。
宣
教
師
の
任
務
以
外
の
仕
事
に
つ
い
て
も
、
こ
の
と
き
よ
う
や
く
公
式
に
認
可
さ
れ

た（
（7
（

。そ
の
後
、
一
九
三
九
年
九
月
に
も
在
日
ア
メ
リ
カ
人
主
教
三
人
の
連
名
で
、
宣
教
師
と
日
本
人
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
五
％
の
緊
急

助
成
金
を
求
め
て
お
り
、
一
九
四
〇
年
一
月
に
は
改
め
て
給
与
の
復
元
を
要
求
し
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
財
政

は
改
善
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
窮
迫
の
度
を
増
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（7
（

。

中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
へ
の
影
響
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
一
九
三
三
年
二
月
の
全
国
協
議
会
で
は
、
遣
華
宣
教
師
へ
の
給
与
支
払
い
を
米

貨
か
ら
中
国
通
貨
に
変
更
し
た
が
、
中
国
の
諸
主
教
や
ス
タ
ッ
フ
か
ら
猛
反
対
を
受
け
た
た
め
、
全
国
協
議
会
伝
道
部
が
一
九
三
四

年
一
月
か
ら
米
貨
に
戻
す
こ
と
を
勧
告
し
た
。
こ
の
と
き
、
中
国
の
諸
主
教
が
「
宣
教
師
た
ち
は
さ
ら
な
る
給
与
削
減
が
必
要
な
ら

受
け
入
れ
る
」
と
表
明
し
た
こ
と
か
ら
、
全
国
協
議
会
は
諸
主
教
に
現
行
の
給
与
一
〇
％
削
減
に
加
え
て
、
さ
ら
に
一
〇
％
削
減
の

措
置
を
宣
教
師
が
認
め
る
か
ど
う
か
尋
ね
て
い
る（

（7
（

。

上
海
伝
道
教
区
主
教
F
・
R
・
グ
レ
イ
ヴ
ズ
は
、
一
九
三
四
年
度
予
算
か
ら
一
万
ド
ル
が
削
減
さ
れ
た
こ
と
で
、
事
業
の
継
続
が

困
難
に
な
っ
て
い
る
と
上
海
伝
道
教
区
の
窮
状
を
訴
え
た（

（7
（

。
ま
た
、
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
中
国
か
ら
の
銀
流
出
の
影
響
で
、
上

海
の
二
つ
の
病
院
建
築
基
金
用
の
定
期
預
金
を
保
管
す
る
ア
メ
リ
カ
系
銀
行
が
一
九
三
五
年
に
閉
鎖
さ
れ（

（7
（

、
四
〇
万
ド
ル
も
の
損
害

が
生
じ
て
い
た（

（7
（

。
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
財
政
難
も
深
刻
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
一
年
夏
、
中
国
中
央
部
が
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
漢
口
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
大
き
な
被
害
が
発
生
し
た
。
こ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
全
国
協
議
会
は
救
済
声
明
を
発
表
し（

（7
（

、
同
年
秋
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
中
国
洪
水
基
金
と
し
て
未
指
定
遺
贈
か
ら
一
万

ド
ル
の
支
援
を
決
議
し
た（

（7
（

。
第
一
次
上
海
事
変
が
勃
発
し
た
の
は
、
そ
の
半
年
後
の
一
九
三
二
年
一
月
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
に
は
内
乱
や
飢
饉
、
洪
水
、
日
本
軍
の
侵
攻
な
ど
に
よ
る
中
国
の
惨
状
が
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
信
徒
に
も
伝
え
ら
れ
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た（
（7
（

。
一
九
三
七
年
七
月
に
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
、
上
海
聖
約
翰
大
学
と
諸
学
校
・
諸
教
会
は
夏
季
閉
鎖
と
な
り
、
同
年
九
月
に
は

諸
教
区
の
子
連
れ
既
婚
女
性
は
中
国
か
ら
即
刻
撤
退
す
る
こ
と
、
上
海
を
離
れ
て
い
る
上
海
教
区
所
属
の
宣
教
師
は
上
海
に
戻
ら
な

い
こ
と
が
指
令
さ
れ
た（

（8
（

。

一
九
三
七
年
の
上
海
爆
撃
の
戦
禍
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
機
関
誌
で
即
座
に
報
じ
ら
れ
た（

（8
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
全
国
協
議
会

は
三
〇
万
ド
ル
以
上
の
中
国
緊
急
基
金
を
決
め
て
い
る（

（8
（

。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
戦
火
の
も
と
で
諸
事
業
を
展
開
す
る
中
国
現
地
か
ら
の

報
告
が
特
集
さ
れ（

（8
（

、
そ
の
後
の
経
過
も
逐
一
報
道
さ
れ
て
い
っ
た
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
は
、
武
昌（

（8
（

、
南
京（

（8
（

、
上
海（

（8
（

で
難
民
の
収
容
施
設
と
化
し
た
。
中
国
医
療
連
盟
主
事
の
中
国
人
医
師
は
、
軍

立
・
公
立
病
院
が
撤
退
す
る
な
か
、
唯
一
ミ
ッ
シ
ョ
ン
病
院
の
み
が
危
険
を
顧
み
ず
、
現
地
に
と
ど
ま
っ
て
医
療
事
業
を
続
行
す
る

と
い
う
自
己
犠
牲
と
献
身
を
絶
賛
し
て
い
た（

（8
（

。

宣
教
師
は
、
戦
場
と
な
っ
た
日
常
に
お
い
て
、
中
国
国
民
を
救
う
こ
の
と
き
こ
そ
伝
道
の
好
機
と
と
ら
え
、
中
国
残
留
を
続
け
た（

（8
（

。

日
本
占
領
下
の
漢
口
の
収
容
所
で
外
部
と
の
接
触
を
遮
断
さ
れ
な
が
ら
、
中
国
難
民
と
と
も
に
生
活
す
る
宣
教
師
さ
え
い
た
の
で
あ

る（
（8
（

。占
領
下
の
中
国
に
残
留
し
て
い
た
約
六
〇
人
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
遣
華
宣
教
師
が
ア
メ
リ
カ
に
帰
還
し
た
の
は
、
一
九
四
二
年
の

夏
で
あ
っ
た（

（9
（

。
し
か
し
、
翌
一
九
四
三
年
に
な
る
と
、
漢
口
伝
道
主
教
A
・
A
・
ジ
ル
マ
ン
（A

. A
. G

ilm
an

）
と
元
在
日
・
在
華

宣
教
師
W
・
P
・
モ
ー
ス
（W

alter P. M
orse

）
は
、
難
民
救
済
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
別
ル
ー
ト
で
非
占
領
下
の
中
国
に
戻
り
、
占

領
地
へ
の
潜
入
も
う
か
が
っ
て
い
た（

（9
（

。
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表3-1　全国協議会収入費と伝道支出額
（単位：USドル）

年度 全国協議会収入費 伝道支出額
1926 3,929,821.44 2,822,668.19
1927 3,872,729.03 2,816,018.84
1928 3,986,033.77 2,697,664.64
1929 3,867,544.53 2,778,571.70
1930 3,890,779.81 2,847,233.20
1931 3,442,178.02 2,726,097.30
1932 3,050,330.50 2,434,204.00
1933 2,087,048.01 2,084,914.00
1934 2,220,009.10 1,987,456.00
1935 2,191,504.70 1,730,159.00
1936 2,258,329.56 1,734,087.00
1937 2,130,126.35 1,678,514.00
1938 2,093,416.83 1,783,240.80

出典：�N.C. REPORT, 1931, pp. 210, 218. Ibid., 1934, pp. 
198, 207. Ibid., 1937, pp. 212, 223. Ibid., 1938, pp. 
179, 189.

表3-2　全国協議会収支残高・負債額
（単位：USドル）

年度 全国協議会収支残高・負債額
1926 62,989.51
1927 130,926.53
1928 147,923.91
1929 183,284.30
1930 114,917.28
1931 -252,855.02
1932 -216,553.32
1933 -665,913.24
1934 -429,427.91
1935 -57,046.90
1936 -17,929.80
1937 -65,330.00
1938 -98,681.07

出典：�N. C. REPORT, 1931, p. 210. Ibid., 1934, pp. 198, 
212. Ibid., 1938, p. 179.

表3-3　外国・国内伝道支出額比較
（単位：USドル）

年度 外国伝道 国内伝道
1926 1,590,633.00 891,543.00
1927 1,555,703.00 894,513.00
1928 1,463,789.00 870,245.00
1929 1,768,976.00 1,009,595.00
1930 1,733,053.00 1,114,179.00
1931 1,712,502.00 1,013,594.00
1932 1,483,116.00 951,088.00
1933 1,325,305.00 759,609.00
1934 1,312,995.00 674,461.00
1935 1,166,156.00 564,003.00
1936 1,167,440.00 566,647.00
1937 1,122,862.00 555,652.00
1938 1,076,737.00 546,927.00

出典：�N. C. REPORT, 1928, pp. 200-201, 203. 
Ibid., 1931, pp. 215-216. Ibid., 1934, pp. 
202- 203. Ibid., 1937, pp. 218-219. Ibid., 
1938, pp. 183-185.

表3-4　外国伝道支出額領域別内訳
（単位：USドル）

年度 アジア・アフリカ 海外領土 ラテンアメリカ
1926 1,081,098.19 298,080.00 211,455.60
1927 1,028,099.55 310,470.33 217,133.81
1928 932,616.02 311,780.98 219,403.27
1929 1,006,066.67 335,284.25 215,075.15
1930 978,840.00 352,720.24 224,644.77
1931 944,460.98 359,469.65 222,877.34
1932 772,685.39 356,695.18 201,899.90
1933 648,824.82 338,885.89 185,129.36
1934 648,352.95 318,195.26 189,921.96
1935 599,310.23 335,284.25 172,007.22
1936 613,263.81 352,720.24 165,184.95
1937 562,588.82 359,469.15 162,123.72
1938 527,486.00 273,175.17 162,711.45

出典：�N. C. REPORT, 1928, p. 200. Ibid., 1931, p. 215. Ibid., 1934, 
p. 203. Ibid., 1937, p. 219. Ibid., 1938, p. 184.
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表3-5　中国・日本・アフリカ各ステーション支出額比較
（単位：USドル）

年度 中国 安慶 漢口 上海
1926 565,514.00 105,578.26 220,924.15 239,012.14
1927 523,085.00 96,451.99 207,555.87 219,079.49
1928 435,372.00 88,051.15 162,030.84 185,291.33
1929 463,677.00 97,982.11 168,868.34 196,827.15
1930 401,929.00 68,622.78 142,377.22 190,930.06
1931 370,397.00 57,826.26 125,196.05 187,375.01
1932 326,669.00 48,509.00 110,064.00 168,096.00
1933 335,009.00 50,320.00 114,625.00 170,064.50
1934 327,580.00 54,185.18 119,461.61 153,934.52
1935 321,963.00 51,841.31 115,637.89 154,485.80
1936 346,538.00 45,107.55 111,765.97 144,559.00
1937 299,630.00 46,839.00 104,580.40 148,211.38
1938 258,503.00 41,112.00 86,505.00 130,886.00
年度 日本 京都 北東京・東北 北東京 東北 東京 大阪
1926 406,058.00 122,832.08 277,346.64 3,920.00 1,960.00
1927 415,228.00 130,337.29 279,373.94 3,799.44 1,719.00
1928 416,335.00 131,653.55 280,182.62 3,000.00 1,500.00
1929 450,369.00 146,686.24 298,383.19 3,300.00 2,000.00
1930 484,079.00 163,986.41 248,451.16 65,842.07 3,550.00 2,250.00
1931 489,713.00 164,423.05 254,548.10 64,942.86 3,550.00 2,250.00
1932 373,030.00 109,785.34 210,369.59 49,844.00 1,679.38 1,353.66
1933 262,688.00 78,452.63 145,612.14 35,998.86 1,653.42 973.27
1934 271,555.00 78,594.98 149,394.49 41,531.40 1,334.48 702.10
1935 239,059.00 77,361.76 126,172.56 34,149.93 805.37 572.28
1936 228,069.00 78,072.42 115,634.09 32,693.82 1,091.00 579.54
1937 225,615.00 74,257.21 115,310.00 32,853.83 1,895.00 1,300.00
1938 226,397.00 73,534.04 117,003.54 32,665.72 1,895.00 1,300.00

年度 リベリア
（アフリカ）

1926 90,805.46 
1927 89,802.53 
1928 80,906.53 
1929 92,019.64 
1930 92,830.00 
1931 84,349.65 
1932 72,984.42 
1933 51,125.00 
1934 49,214.19 
1935 38,282.83 
1936 34,473.12 
1937 35,342.00 
1938 38,085.00 
出典：表3-4と同じ。
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第
二
節　

財
団
法
人
立
教
学
院
の
設
立
と
立
教
学
院
拡
張
計
画

一　

財
団
法
人
立
教
学
院
の
設
立
経
緯

一
九
二
〇
年
、
聖
路
加
国
際
病
院
附
属
高
等
看
護
婦
学
校
が
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
七
年
一
一
月
二
二
日
に
専
門
学
校
令

に
も
と
づ
き
、
聖
路
加
国
際
病
院
か
ら
独
立
し
た
法
人
組
織
と
し
て
、
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
財
団
が
、

同
日
に
聖
路
加
国
際
病
院
附
属
高
等
看
護
婦
学
校
を
改
組
し
て
認
可
さ
れ
た
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
を
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
は
、
文
部
省
が
認
可
し
た
日
本
で
唯
一
の
看
護
の
専
門
学
校
で
あ
っ
た
。
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
設

立
時
、
全
国
に
は
二
四
校
の
女
子
専
門
学
校
が
あ
っ
た
が
、
看
護
の
専
門
学
校
は
ま
だ
一
校
も
認
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
九
四
五
年

ま
で
、
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
以
外
の
看
護
専
門
学
校
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

聖
路
加
女
子
専
門
学
校
の
運
営
を
担
う
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
の
理
事
は
、
C
・
S
・
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
（
理
事
長
）、

ジ
ョ
ン
・
マ
キ
ム
、
ノ
ー
マ
ン
・
S
・
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
、
シ
ャ
ー
リ
ー
・
Ｈ
・
ニ
コ
ル
ス
、
ル
ド
ル
フ
・
B
・
ト
イ
ス
ラ
ー
の
五
人

で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
ト
イ
ス
ラ
ー
以
外
の
四
人
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
派
遣
の
主
教
た
ち
で
あ
り
（
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
は
翌
年
の

一
九
二
八
年
に
主
教
と
な
る
）、
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
遣
日
宣
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
。

学
園
経
常
費
に
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら
の
寄
付
金
が
組
み
込
ま
れ
た
。
認
可
前
年
の
一
九
二
六
年
に
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
か
ら
毎
年
一
万
ド
ル
（
二
万
円
）
を
五
年
間
寄
付
す
る
旨
の
申
し
出
を
受
け
て
い
た（

（9
（

。

ト
イ
ス
ラ
ー
は
一
九
二
六
年
一
一
月
の
書
簡
で
、
文
部
省
か
ら
現
在
の
看
護
学
校
を
学
校
（School

）
か
ら
カ
レ
ッ
ジ

（C
ollege

）
に
す
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
す
る
た
め
の
最
後
の
詰
め
の
作
業
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る
と
言
及
し（

（9
（

、
二
七

年
一
月
の
書
簡
で
は
計
画
は
前
進
し
て
い
る
と
述
べ（

（9
（

、
同
年
六
月
末
の
書
簡
で
は
文
部
省
に
申
請
す
る
書
類
は
整
っ
て
い
る
と
報
告

し
て
い
た（

（9
（

。
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と
こ
ろ
で
ト
イ
ス
ラ
ー
は
、
一
九
二
七
年
一
月
二
七
日
の
書
簡
に
お
い
て
、
も
し
専
門
学
校
の
た
め
の
財
団
法
人
が
必
要
で
あ
る

な
ら
ば
聖
公
会
教
育
財
団
と
の
関
連
性
を
指
摘
し（

（9
（

、
同
年
二
月
一
一
日
に
は
、
マ
キ
ム
が
聖
公
会
教
育
財
団
理
事
長
の
立
場
に
あ
る

か
ら
看
護
専
門
学
校
は
聖
公
会
教
育
財
団
に
登
録
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
言
及
し
て
い
た（

（9
（

。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

一
九
二
七
年
一
一
月
に
認
可
さ
れ
た
聖
路
加
女
子
専
門
学
校（

（9
（

は
、
新
た
に
全
員
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
宣
教
師
を
理
事
と
し
て
組
織
さ
れ
、

同
日
に
文
部
省
か
ら
認
可
さ
れ
た
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
公
会

教
育
財
団
の
理
事
た
ち
が
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
系
主
教
た
ち
だ
け
で
な
く
、
英
国
教
会
系
主
教
、
日
本
人
主
教
、
聖
公
会
神
学
院
日

本
人
校
長
た
ち
に
よ
っ
て
混
成
さ
れ
て
い
た
た
め
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
傘
下
に
入
る
よ
り
も
、
単
独
で
ア
メ
リ
カ
系
の
財
団
法
人

を
組
織
し
た
ほ
う
が
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
在
日
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
保
有
す
る
在
日
本
エ
ピ
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
の
資
産
保
持
の
観
点
か

ら
安
全
で
得
策
と
考
慮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

財
団
法
人
立
教
学
院
は
、
こ
の
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
の
先
例
に
な
ら
っ
て
、
聖
公
会
教
育
財
団
か
ら
分
離
独
立
し
て
組
織

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
・
教
会
拡
張
部
門
（
一
九
三
〇
年
以
降
は
国
内
伝
道
・
外
国
伝
道
部
門

に
分
化
）
総
主
事
ジ
ョ
ン
・
W
・
ウ
ッ
ド
は
、
一
九
二
八
年
一
二
月
一
四
日
に
マ
キ
ム
と
会
談
し
、
聖
公
会
教
育
財
団
に
は
ア
メ
リ

カ
聖
公
会
系
の
立
教
大
学
だ
け
で
な
く
、
英
国
教
会
C
M
S
系
の
桃
山
学
院
（
大
阪
）、
英
国
教
会
系
S
P
G
系
の
香
蘭
女
学
校

（
東
京
）、
聖
公
会
神
学
院
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
理
事
で
あ
る
日
本
聖
公
会
の
諸
主
教
た
ち
（
ア
メ

リ
カ
人
主
教
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
や
日
本
人
主
教
も
含
ま
れ
る
）
は
、
日
本
の
法
律
上
資
産
の
保
有
者
と
し
て
大
学
の

学
長
や
他
の
役
員
を
任
命
し
、
そ
の
方
針
を
管
理
統
制
す
る
権
利
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
、
マ
キ
ム
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
た

め
マ
キ
ム
と
し
て
は
、
財
団
の
形
式
と
寄
附
行
為
を
変
更
す
れ
ば
、
立
教
大
学
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
よ
っ
て
完
全
に
管
理
さ
れ
る

立
場
に
な
る
こ
と
、
立
教
の
た
め
の
新
し
い
財
団
を
組
織
す
る
こ
と
が
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
の
た

め
に
組
織
さ
れ
た
財
団
で
あ
る
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
言
及
し
た
の
で
あ
る（

（9
（

。

こ
の
マ
キ
ム
の
所
見
を
受
け
て
、
ウ
ッ
ド
は
一
九
二
九
年
一
月
五
日
の
書
簡
で
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に
以
下
の
よ
う
な
質
問
を
し
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た
。
立
教
の
資
産
は
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
の
か
。
も
し
違
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
聖
路
加
女
子
専

門
学
校
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
単
独
の
財
団
で
あ
る
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
財
団
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
誰

に
な
る
の
か
を
教
え
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

（10
（

。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
同
年
二
月
八
日
に
ウ
ッ
ド
に
宛
て

次
の
よ
う
に
返
信
し
た
。
立
教
の
土
地
は
わ
れ
わ
れ
の
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
お
り
、
永
久
に
ま
た
は

組
織
が
生
命
あ
る
あ
い
だ
は
、
立
教
大
学
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
が
、
立
教
大
学
の
建
物
は
聖
公
会
教
育
財
団
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
「
マ
キ
ム
主
教
と
わ
た
し
（
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
）
は
、
近
い
将
来
単
独
の
立
教
大
学
と
中
学
校
の
財
団
の
組

織
形
成
を
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
単
独
の
財
団
が
よ
り
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
も
し
財
団
が
組
織

さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
財
団
の
寄
附
行
為
の
条
項
と
、
と
て
も
近
い
も
の
に
な
る
で

し
ょ
う
」（

（10
（

。

こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
と
伝
道
局
は
一
九
二
九
年
二
月
九
日
に
、
財
団
法
人
立
教
学
院
寄
附
行
為
の
条
項

ま
た
は
草
案
を
送
付
す
る
よ
う
に
と
の
決
議
を
し
た
が
、
マ
キ
ム
が
寄
附
行
為
の
条
項
を
送
付
で
き
た
の
は
同
年
九
月
中
旬
で
あ
っ

た
。
マ
キ
ム
は
時
間
を
か
け
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
、
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
と
と
も
に
条
項
を
一
つ
ず
つ
検
討
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
考
慮

を
し
て
、
改
良
の
た
め
に
少
し
の
変
更
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
キ
ム
は
財
団
理
事
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
四
人
の
ア
メ
リ
カ
人
主

教
に
加
え
て
、
東
京
教
区
主
教
の
松
井
米
太
郎
主
教
（
財
団
法
人
設
立
時
の
寄
附
行
為
に
は
名
前
な
し
）、
ト
イ
ス
ラ
ー
医
師
と
立

教
学
院
校
友
会
長
の
松
崎
半
三
郎
を
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
全
国
協
議
会
の
決
議
に
し
た
が
っ
て
つ
く
っ
た

条
項
で
あ
り
、
そ
れ
は
可
能
な
限
り
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
の
財
団
法
人
の
寄
附
行
為
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
伝
え
、
伝
道
局
が
こ

れ
を
最
速
で
検
討
す
る
こ
と
を
要
請
し
た（

（10
（

。

一
九
二
九
年
二
月
に
伝
道
局
が
決
議
し
て
い
た
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
北
東
京
伝
道
教
区
主
教
（
日
本
聖
公
会
北
東
京
地
方

部
主
教
）
マ
キ
ム
は
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
（
立
教
学
院
）
の
資
産
を
保
有
す
る
た
め
の
単
独
の
財
団
を
組
織
す
る
準
備
を

し
、
そ
れ
が
聖
路
加
女
子
専
門
学
校
の
資
産
を
保
有
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
財
団
と
同
じ
性
質
に
な
る
こ
と
、
そ
の
財
団
の
役
員
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の
人
選
は
日
本
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
主
教
た
ち
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
他
の
在
日
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
ス
タ
ッ
フ
も
望
ま
し
い
か
も

し
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
聖
職
で
も
信
徒
で
も
聖
公
会
の
日
本
人
メ
ン
バ
ー
も
望
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
北
東
京
伝
道
教
区
主
教
が
、
立
教
学

院
総
理
、
大
学
学
長
、
中
学
校
校
長
、
チ
ャ
プ
レ
ン
、
そ
の
他
の
役
員
を
任
命
す
る
に
際
し
て
は
、
伝
道
局
と
相
談
し
、
伝
道
局
の

確
認
に
し
た
が
う
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

（10
（

。

つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
し
て
は
、
現
在
の
聖
公
会
教
育
財
団
か
ら
分
離
し
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
を
経
営
す
る
新
し

い
財
団
法
人
を
組
織
す
る
に
は
、
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
と
同
じ
よ
う
な
内
容
に
し
、
そ
の
財
団
理
事
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
主

教
お
よ
び
そ
の
関
係
ス
タ
ッ
フ
、
日
本
聖
公
会
関
係
者
か
ら
を
選
び
、
そ
れ
は
理
事
以
外
の
学
院
内
役
員
人
事
も
含
め
て
、
ア
メ
リ

カ
聖
公
会
伝
道
局
の
認
可
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
、
在
日
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
ミ
ッ
シ
ョ
ン
側
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

マ
キ
ム
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
に
送
付
し
た
財
団
法
人
立
教
学
院
寄
附
行
為
の
条
項
に
修
正
を
施
し
た
日
付
の
な
い
資
料
が

二
種
類
あ
る
が（

（10
（

、
い
ず
れ
も
用
語
の
使
い
方
に
関
す
る
修
正
案
で
あ
っ
た
。
日
本
側
の
条
項
案
は
日
本
語
の
翻
訳
で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
で
通
常
使
わ
れ
て
い
る
用
語
か
ら
す
る
と
、
違
和
感
を
も
た
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
修
正
案
に
記
さ
れ
た
用
語
上
の
変
更
を

条
件
に
寄
附
行
為
の
条
項
は
一
九
三
〇
年
二
月
一
一
、
一
二
日
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
局
会
議
で
認
可
さ
れ
た
。
た

だ
し
決
議
文
末
尾
で
は
、
そ
う
し
た
変
更
が
日
本
の
法
律
に
合
わ
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
元
の
用
語
に
戻
す
こ
と
を
マ
キ
ム
主
教
は

裁
可
さ
れ
る
と
も
記
さ
れ
た（

（10
（

。
こ
の
二
種
類
の
修
正
案
の
い
ず
れ
も
が
、
財
団
理
事
は
、
マ
キ
ム
主
教
、
シ
ャ
ー
リ
ー
・
H
・
ニ
コ

ル
ス
主
教
、
ノ
ー
マ
ン
・
S
・
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
主
教
、
C
・
S
・
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
主
教
、
ペ
テ
ロ
松
井
米
太
郎
主
教
、
R
・

B
・
ト
イ
ス
ラ
ー
医
師
、
松
崎
半
三
郎
（
立
教
学
院
校
友
会
長
）
と
し
て
い
た
。
松
井
主
教
は
日
本
聖
公
会
東
京
教
区
主
教
（
元
田

作
之
進
初
代
主
教
の
後
任
）
で
あ
っ
た
が
、
在
日
英
国
教
会
系
神
学
校
（
大
阪
三
一
神
学
校
）
出
身
で
あ
っ
た
た
め
か
、
一
九
三
一

年
の
最
終
的
な
財
団
法
人
設
立
時
の
寄
附
行
為
で
は
名
前
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
が
彼
を
理
事
に
入

れ
る
の
に
難
色
を
し
め
し
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
こ
の
松
井
主
教
以
外
は
、
前
述
の
財
団
法
人
聖
路
加
女
子
学
園
の
理
事
た
ち
と
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同
じ
人
選
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
理
事
全
員
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
系
列
の
関
係
者
で
占
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
一

年
七
月
七
日
に
聖
公
会
教
育
財
団
理
事
会
は
、「
名
称
並
ニ
寄
附
行
為
変
更
ノ
件
」
を
文
部
省
に
申
請
し
、
同
年
八
月
七
日
、
文
部

大
臣
田
中
隆
三
に
よ
っ
て
財
団
法
人
立
教
学
院
寄
附
行
為
が
認
可
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
三
五
年
一
一
月
二
〇
日
の
第
一
三
回
財
団
法
人
立
教
学
院
理
事
会
に
お
い
て
、
マ
キ
ム
は
理
事
辞
任
を
申
し
出
、

承
認
さ
れ
た
。
理
事
補
欠
選
挙
の
結
果
、
マ
キ
ム
の
後
任
と
し
て
日
本
聖
公
会
東
京
教
区
主
教
の
松
井
米
太
郎
が
当
選
し
た
（
任
期

は
向
こ
う
四
年
間
）。
理
事
会
記
録
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ム
は
理
事
辞
任
と
同
時
に
理
事
長
の
職
位
も
辞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

マ
キ
ム
の
後
任
と
し
て
日
本
聖
公
会
北
東
京
地
方
部
主
教
と
な
っ
た
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
、
後
任
の
新
理
事
長
に
就
任
し
た
。
マ

キ
ム
の
後
任
理
事
と
な
っ
た
松
井
米
太
郎
は
、
そ
の
後
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
四
日
の
第
三
五
回
理
事
会
に
お
い
て
理
事
長
を
辞
任

し
た
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
後
任
と
し
て
新
理
事
長
に
就
任
し
た
。
こ
の
松
井
理
事
長
の
も
と
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
（
第
三
編
第

一
章
第
二
節
第
八
項
）
財
団
法
人
立
教
学
院
寄
附
行
為
の
変
更
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二　

立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
原
案

一
九
三
二
年
の
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
を
行
な
い
、
既
述
の
よ
う
に
、
高
等
教
育
分
野
で
は
、
男

子
キ
リ
ス
ト
教
主
義
専
門
学
校
の
統
廃
合
（
連
合
）
を
推
奨
し
た
。
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
が
男
子
「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
大

学
構
想
で
あ
る
。

「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
大
学
構
想
の
問
題
は
、
そ
れ
に
合
流
し
不
成
功
に
終
わ
っ
た
場
合
、
大
学
令
に
よ
る
大
学
と
い
う
現
状
を

喪
失
す
る
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
連
立
大
学
が
設
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
中
国
武
昌
の
諸
派
連
立
大
学
で
あ

る
華
中
大
学
（C

entral C
hina C

ollege

）
に
吸
収
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
文
華
大
学
（Boone C

ollege

）
の
例
を
あ
げ

る
ま
で
も
な
く
、
大
学
令
に
も
と
づ
く
大
学
と
し
て
の
単
独
の
地
位
は
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
に
よ
る
立
教
大
学
を
含
む
日
本
の
高
等
教
育
機
関
の
現
状
分
析
で
は
、
相
対
的
に
キ
リ
ス
ト
教
女
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子
大
学
に
比
べ
て
男
子
大
学
の
評
価
が
低
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
単
立
で
も
連
立
で
も
、「
現
時
点
」
で
の
連
合
大
学
設
立
は
望
ま
し

く
な
い
と
の
分
析
に
は
、
首
都
東
京
で
唯
一
の
大
学
令
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
大
学
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
で
あ
る
立
教
大
学
へ
の
現

状
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
調
査
団
か
ら
指
摘
さ
れ
た
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
な
し
に
は
、
立
教
大
学
は
単
立
大
学
と
し
て

も
存
続
す
る
資
格
が
な
い
と
の
評
価
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
危
機
感
の
も
と
、
立
教
学
院
総
長
C
・
S
・
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
と
日
本
人
首
脳
は
、
男
子
「
連
立
」
キ
リ
ス
ト
教
主

義
大
学
と
は
一
線
を
画
し
つ
つ
、
低
い
現
状
評
価
と
支
援
撤
退
の
勧
告
を
払
拭
し
、
独
自
に
立
教
中
学
校
と
立
教
大
学
の
評
価
を
高

め
る
た
め
、
立
教
学
院
拡
張
「
五マ

マ十
年
」
計
画
を
起
草
し
た（

（10
（

。
立
教
学
院
拡
張
「
五
十
年
」
計
画
は
、
一
九
三
三
年
八
月
二
日
の
財

団
法
人
立
教
学
院
第
七
回
理
事
会
で
初
め
て
提
示
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
外
国
伝
道
部
主
事
J
・
W
・
ウ
ッ
ド
へ
伝

達
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た（

（10
（

。
つ
い
で
、
一
九
三
四
年
一
月
二
四
日
の
第
八
回
理
事
会
で
は
、
拡
張
案
の
ア
メ
リ
カ
母
教
会
へ
の
送

付
と
予
算
書
の
報
告
が
な
さ
れ
た（

（10
（

。
こ
の
理
事
会
報
告
に
よ
る
と
、
拡
張
案
は
日
本
語
で
「
五
十
年
計
画
」
と
あ
る
が
、
英
文
原
案

（
理
事
会
提
出
前
）
で
は
、
五
年
一
期
の
全
三
期
と
い
う
、
事
実
上
「
一
五
年
計
画
」
で
あ
っ
た
。

立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
案
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
拡
張
計
画
の
た
め
に
六
一
五
万
円
が
必
要
で
あ
る
と
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

に
報
告
し
、
近
く
改
訂
す
べ
き
「
覚
書
」
と
題
し
た
、
一
九
三
三
年
七
月
七
日
付
の
原
案
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
の
五
年
一
期
の

開
始
年
を
一
九
三
四
年
と
し
て
い
た（

（10
（

。
も
う
一
つ
は
、
原
案
の
ほ
ぼ
倍
額
の
一
二
五
三
万
五
四
五
〇
円
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
、
作

成
年
月
日
の
な
い
第
二
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
最
初
の
五
年
一
期
の
開
始
年
は
一
九
三
五
年
で
あ
る
が
、
一
九
三
四
～
三
五

年
の
収
支
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
九
三
六
年
の
寄
付
約
束
と
の
書
き
込
み
が
あ
る
の
で
、
一
九
三
五
年
後
半
か
ら

一
九
三
六
年
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る（

（11
（

。
ま
た
、
一
九
三
七
年
六
月
二
八
日
付
の
H
・
S
・
G
・
タ
ッ
カ
ー
書
簡
に
は
、

「
昨
年
提
出
さ
れ
た
一
五
年
計
画
」
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
第
二
案
と
合
致
す
る
第
一
期
要
求
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら（

（11
（

、
一
九
三
六
年
一
一
月
六
日
の
立
教
学
院
第
二
〇
回
理
事
会
に
提
出
し
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
送
付
し
た
拡
張
計
画
案

は
第
二
案
で
あ
っ
た
。
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一
九
三
三
年
の
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
（
原
案
）
は
、「
一
、
大
学
の
概
論
、
二
、
大
学
の
発
展
、
三
、
緊
急
の
物
理
・
財

政
上
の
発
展
、
四
、
学
生
数
の
規
模
」
で
構
成
さ
れ
、
五
年
一
期
の
各
三
期
分
の
要
求
額
を
提
示
し
て
い
た
。

二
の
項
で
は
、
少
な
く
と
も
今
後
五
〇
年
を
見
越
し
た
大
学
政
策
に
言
及
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
学
問
の
高
水
準
を
維
持

す
る
た
め
に
学
生
に
信
頼
さ
れ
る
特
徴
あ
る
建
物
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
②
大
学
の
明
確
な
目
的
は
日
本
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
及
ぶ
指
導
者
を
育
成
す
る
こ
と
、
③
中
学
校
は
大
学
と
組
織
を
合
同
し
、
生
徒
数
を
四
〇
〇
人
に
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
九
三
二
～
三
三
年
の
収
入
は
一
九
万
八
七
四
〇
円
で
、
収
支
は
ほ
ぼ
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
自
給
を
実
現
し
て
い
た
。
さ
ら

に
、
一
九
二
五
～
三
二
年
度
の
収
入
の
増
加
と
八
年
間
の
合
計
利
益
額
（
五
六
八
一
円
）
が
示
さ
れ
、
一
九
二
二
年
以
降
の
大
学
基

金
額
（
累
計
八
二
万
五
〇
〇
〇
円
）
と
一
九
二
八
年
以
降
の
中
学
校
基
金
額
（
累
計
五
万
五
〇
〇
〇
円
）
の
増
加
、
保
護
者
に
よ
る

心
理
学
実
験
室
の
寄
贈
、
校
友
に
よ
る
校
友
会
館
の
建
築
に
触
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
三
二
年
以
降
の
一
〇
年
間
で
毎
年
一
万

円
、
そ
の
後
の
六
年
間
で
毎
年
一
万
五
〇
〇
〇
円
、
合
計
一
六
年
間
で
二
五
万
円
に
の
ぼ
る
政
府
助
成
金
な
ど
の
諸
寄
付
に
つ
い
て

も
報
告
さ
れ
た
。

三
の
項
で
は
、
緊
急
に
必
要
な
建
造
物
と
し
て
、
講
堂
、
大
学
予
科
校
舎
、
現
本
館
の
両
翼
拡
張
、
中
学
校
寄
宿
舎
、
体
育
設
備

を
あ
げ
、
計
一
五
〇
万
円
の
予
算
を
要
求
し
て
い
た
。
ま
た
、
大
学
院
の
新
設
、
非
常
勤
教
員
主
体
の
教
育
指
導
の
改
善
、
中
学
校

基
金
、
研
究
奨
励
金
と
奨
学
金
、
ア
メ
リ
カ
史
・
ア
メ
リ
カ
哲
学
・
ア
メ
リ
カ
文
学
・
世
界
経
済
・
環
太
平
洋
国
際
関
係
・
社
会
学

的
研
究
の
六
講
座
基
金
、
図
書
館
・
産
業
研
究
・
心
理
学
実
験
室
、
教
育
研
究
休
暇
に
計
四
六
五
万
円
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
手
元

の
寄
金
一
一
一
万
円
を
差
し
引
い
た
三
五
四
万
円
を
追
加
の
緊
急
基
金
と
し
て
要
求
し
た
。

四
の
項
で
は
、
学
問
水
準
を
高
め
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
が
増
幅
す
る
よ
う
に
、
中
学
校
の
生
徒
数
を
四
〇
〇
人
、

大
学
予
科
生
を
六
〇
〇
人
、
本
科
生
を
六
〇
〇
人
に
縮
小
す
る
と
し
た
。

こ
う
し
て
、
立
教
学
院
に
よ
る
一
九
三
四
～
四
八
年
の
一
五
年
間
の
ア
メ
リ
カ
母
教
会
へ
の
要
求
額
は
、
建
築
に
一
五
〇
万
円
、

諸
基
金
に
三
五
四
万
円
、
計
五
〇
四
万
円
と
算
出
さ
れ
た（

（11
（

。
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一
九
三
三
年
の
立
教
学
院
拡
張
計
画
（
原
案
）
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
送
付
さ
れ
、
タ
ッ
カ
ー
が
議
長
を
務
め
る
全
国
協
議
会
の

検
討
委
員
会
に
ウ
ッ
ド
か
ら
報
告
さ
れ
た（

（11
（

。

一
九
三
四
年
七
月
二
一
日
に
は
木
村
重
治
大
学
学
長
（
経
済
学
部
長
）、
小
島
茂
雄
中
学
校
校
長
（
文
学
部
長
）、
菅
円
吉
予
科

長
、
高
松
孝
治
大
学
チ
ャ
プ
レ
ン
の
連
名
で
、
一
九
三
五
年
四
月
ま
で
に
大
学
予
科
用
臨
時
バ
ラ
ッ
ク
校
舎
の
新
築
を
求
め
る
長
文

の
声
明
を
立
教
学
院
総
長
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に
送
付
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
一
九
三
四
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
全
国

協
議
会
も
し
く
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
に
向
け
て
、
一
五
年
計
画
推
進
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
①

計
画
案
に
お
け
る
最
初
の
一
期
五
年
の
部
門
が
実
行
さ
れ
る
な
ら
、
こ
れ
に
予
科
校
舎
の
建
築
が
含
ま
れ
る
の
で
、
問
題
は
解
決
す

る
こ
と
、
②
一
五
年
計
画
の
早
急
な
実
現
が
困
難
で
あ
る
な
ら
、
予
科
校
舎
の
た
め
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
木
造
建
築
の
予
算
一
〇
万

円
を
文
部
省
助
成
金
か
ら
拠
出
す
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
解
決
方
法
を
提
示
し
た
。

さ
ら
に
、
声
明
文
の
最
後
で
は
、
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
評
価
委
員
会
と
国
際
宣
教
協
議
会
の
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
に
よ
る

報
告
書
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
報
告
書
は
、
わ
れ
わ
れ
に
一
流
大
学
の
地
位
を
断
念
し
て
二
流
の
模
倣

に
戻
る
か
、
一
流
レ
ベ
ル
へ
の
引
き
上
げ
に
必
要
な
資
源
確
保
を
実
現
す
る
た
め
に
強
力
に
推
進
す
る
か
、
い
ず
れ
の
道
を
選
ぶ
か

を
勧
告
し
て
い
る
と
い
う
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
立
教
学
院
日
本
人
首
脳
の
危
機
感
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
声
明
文
の
複
写

は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
裁
主
教
ペ
リ
ー
（Jam

es D
eW

olf Perry

）
と
ウ
ッ
ド
、
そ
し
て
財
団
法
人
立
教
学
院
理
事
に
も
送
ら
れ

た（
（11
（

。一
方
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
上
海
聖
約
翰
大
学
F
・
L
・
H
・
ポ
ッ
ト
（Francis Lister H

aw
ks Pott

）
学
長
は
、
同
大
学
を

大
組
織
に
す
る
野
心
は
な
く
、
学
生
数
よ
り
も
事
業
の
質
を
重
視
し
て
お
り
、
一
九
三
三
年
に
は
英
語
、
歴
史
・
政
治
、
エ
ン
ジ
ニ

ア
・
数
学
の
三
分
野
で
追
加
教
員
を
要
請
し
た
。
現
状
に
見
合
う
最
低
限
の
人
材
派
遣
を
要
求
す
る
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
キ
リ
ス
ト

教
大
学
と
、
巨
額
の
財
政
拠
出
が
必
要
な
拡
張
計
画
の
実
行
を
求
め
る
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
立
教
大
学
と
い
う
対
照
的
な
路
線
選
択

で
あ
っ
た（

（11
（

。
ま
た
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
立
教
学
院
拡
張
計
画
で
、
政
府
の
諸
規
則
と
要
求
に
応
じ
な
が
ら
、「
卑
屈
に
で
は
な
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く
」、
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
の
た
め
に
日
本
政
府
の
制
度
に
従
う
と
の
方
針
を
示
し
て
い
た
。
中
国
の
私
立
学
校
登
録
問
題
に
お
け

る
政
府
制
定
の
諸
規
則
と
要
求
に
対
し
て
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
な
か
で
も
唯
一
最
後
ま
で
登
録
せ
ず
抵
抗
し
た
上
海
聖
約

翰
大
学
と
は
、
正
反
対
の
道
を
歩
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

三　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
拡
張
計
画
へ
の
反
応

一
九
三
四
年
七
月
二
一
日
の
立
教
学
院
日
本
人
首
脳
に
よ
る
声
明
と
、
同
年
七
月
二
四
日
付
の
木
村
重
治
学
長
の
書
簡
を
受
信
し

た
ウ
ッ
ド
は
、
同
年
九
月
八
日
に
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
、
タ
ッ
カ
ー
、
木
村
の
三
者
に
書
簡
を
送
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
み
る

と
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に
は
、
タ
ッ
カ
ー
と
ウ
ッ
ド
と
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
同
年
秋
に
ア
メ
リ
カ
で
こ
の
問
題
を
協
議
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
伝
え
、
木
村
宛
書
簡
の
写
し
を
同
封
し
た（

（11
（

。
タ
ッ
カ
ー
に
対
し
て
は
、
日
本
人
首
脳
の
声
明
文
と
木
村
学
長
の
書

簡
を
同
封
し
た
う
え
で
、
一
五
年
計
画
の
認
可
を
強
く
求
め
る
声
明
に
現
れ
て
い
る
日
本
人
首
脳
の
焦
慮
に
批
判
的
に
は
な
れ
な
い

と
し
な
が
ら
も
、
立
教
学
院
の
拡
張
は
賢
明
で
は
な
い
と
し
、
こ
の
問
題
が
マ
キ
ム
理
事
長
の
管
理
外
で
あ
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い

る
と
伝
え
た（

（11
（

。
そ
し
て
、
木
村
学
長
に
は
、
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

①�

一
九
三
三
年
六
月
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ウ
ォ
ル
フ
・
ペ
リ
ー
（Jam

es D
eW

olf Perry

）
総
裁
主
教（

（11
（

と
ウ
ッ
ド
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
提
唱
さ
れ
て
い
る
規
模
で
も
縮
小
さ
れ
た
規
模
で
も
、
立
教
大
学
の
将
来
の
た
め
の
努
力
が
ア
メ
リ
カ
で
早
急
に
始
め
ら

れ
る
可
能
性
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
財
政
事
情
か
ら
経
済
的
な
援
助
は
困
難
で
あ
る
こ
と
。

②�

こ
の
財
政
難
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
努
力
を
す
る
こ
と
は
立
教
へ
の
批
判
を
招
き
、
財
政
が
改
善
し
た
と
し
て
も
、
立
教
の
た

め
の
努
力
は
永
久
に
不
本
意
で
あ
る
と
の
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
。

③�

効
果
的
な
事
業
が
困
難
と
い
う
立
教
の
事
情
は
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
近
年
の
立
教
大
学
の
拡
張
に
よ

り
、
学
生
数
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
の
想
定
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
。

④�

立
教
に
と
っ
て
、
現
学
生
数
に
対
応
す
る
た
め
に
設
備
を
拡
充
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
現
設
備
の
み
で
、
ま
た
は
や
や
増
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設
す
る
こ
と
で
、
正
し
く
監
督
で
き
る
学
生
数
に
減
ら
す
こ
と
が
い
い
の
か
は
、
慎
重
な
熟
慮
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
。

⑤
一
九
三
二
年
の
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
評
価
委
員
会
や
国
際
教
育
調
査
団
の
見
解
を
そ
れ
ほ
ど
気
に
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
。

⑥�
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
全
国
協
議
会
は
、
予
科
校
舎
の
た
め
の
一
〇
万
円
を
日
本
で
拠
出
す
る
認
可
を
行
な
う
前
に
、
立
教
の
将

来
に
関
す
る
情
報
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
。

⑦�

直
面
し
て
い
る
問
題
は
、
立
教
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
巨
額
支
援
に
よ
っ
て
漠
然
と
拡
大
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
ま
た
は
妥
当
か

つ
実
際
的
な
予
測
に
も
と
づ
く
将
来
の
需
要
を
満
た
す
た
め
の
方
法
を
見
い
だ
し
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と（

（11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
と
っ
て
、「
賢
明
で
は
な
く
、
成
功
も
保
証
さ
れ
て
い
な

い
」
と
い
う
ウ
ッ
ド
の
判
断
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
木
村
学
長
は
、
ウ
ッ
ド
の
返
書
を
持
参
し
て
マ
キ
ム
立
教
学
院
理
事
長
を
訪
ね
、
そ
の
感
想
と
し
て
、
ウ
ッ
ド

の
批
判
が
正
当
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
立
教
大
学
の
日
本
人
校
友
た
ち
が
自
ら
行
動
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
到
来
し

た
こ
と
、
の
二
点
を
マ
キ
ム
に
伝
え
た
。

一
方
、
マ
キ
ム
は
、
ウ
ッ
ド
の
返
書
を
読
ん
だ
の
ち
、
自
分
が
か
な
り
解
放
さ
れ
、
楽
に
な
っ
た
こ
と
、
ウ
ッ
ド
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
言
葉
で
、
自
分
も
日
本
人
首
脳
の
声
明
を
批
判
し
た
こ
と
、
な
ど
を
ウ
ッ
ド
に
書
き
送
っ
た（

（12
（

。
マ
キ
ム
が
「
解
放
さ
れ
、
楽
に

な
っ
た
」
と
述
べ
た
理
由
は
、
立
教
学
院
理
事
長
の
任
に
あ
る
マ
キ
ム
で
さ
え
、
一
九
三
三
年
の
理
事
会
（
外
国
人
五
人
、
日
本
人

一
人
）
で
拡
張
案
の
承
認
を
押
し
と
ど
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
立
教
学
院
総
長
兼
理
事
の
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ

ダ
ー
と
日
本
人
首
脳
（
大
学
学
長
・
部
長
）
の
共
同
作
成
と
さ
れ
る
拡
張
計
画
案
は
、
作
成
者
の
な
か
で
唯
一
の
理
事
で
あ
っ
た
ラ

イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
主
導
に
よ
っ
て
、
理
事
会
で
の
可
決
が
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
マ
キ
ム
と
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
と
い
う
外
国

人
首
脳
の
間
で
も
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
伝
道
部
主
事
の
ウ
ッ
ド
と
、
立
教
学
院
外
国
人
最
高
首
脳
の
マ
キ
ム
が
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計

画
に
否
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
何
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
深
刻
な
財
政
難
を
憂
慮
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
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一
九
三
三
年
以
降
赤
字
に
転
落
し
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
財
政
難
は
、
支
出
削
減
と
い
う
形
で
外
国
伝
道
地
へ
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
減
少
の
割
合
に
お
い
て
、
北
東
京
伝
道
教
区
は
上
海
伝
道
教
区
と
並
ん
で
も
っ
と
も
打
撃
を
受
け
て
い
た
と
は
い
え
、
立
教

学
院
が
拡
張
の
た
め
に
巨
額
の
資
金
拠
出
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
求
め
る
こ
と
は
、
一
九
三
四
年
に
ウ
ッ
ド
と
マ
キ
ム
が
批
判
し
た

よ
う
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
三
六
年
一
一
月
に
は
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
第
二
案
が
理
事
会
で
可
決

さ
れ
、
再
び
ア
メ
リ
カ
に
送
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
立
教
学
院
の
日
本
人
首
脳
が
交
代
し
、
マ
キ
ム
が
死
去
し
た
の
ち
の
こ
と
で
あ

あ
っ
た
。

拡
張
計
画
の
第
二
案
で
も
、
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
書
と
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
『
伝
道
再
考
』
か
ら
の
文
章
を
多
用
し
、

多
額
に
及
ぶ
要
求
の
正
当
性
を
訴
え
て
い
た（

（12
（

。
そ
の
背
景
に
は
、
一
流
か
二
流
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
思
い
込
ん
だ
ラ
イ

フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
危
機
感
と
動
揺
が
あ
っ
た
。
要
求
額
は
、
緊
急
に
必
要
な
建
造
群
と
し
て
、
一
九
三
三
年
の
拡
張
計
画
原
案
と
ほ

ぼ
同
じ
諸
項
目
（
学
内
キ
リ
ス
ト
教
事
業
基
金
と
年
金
基
金
は
新
設
）
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
総
額
一
二
五
三
万
五
四
五
〇
円
と
拡
張

計
画
原
案
の
ほ
ぼ
二
倍
（
建
築
費
二
四
七
万
四
〇
〇
〇
円
、
基
金
一
〇
〇
六
万
一
四
五
〇
円
）
に
達
し
て
い
た
。

四　

元
総
理
タ
ッ
カ
ー
の
訪
日

日
本
聖
公
会
と
中
華
聖
公
会
が
そ
れ
ぞ
れ
組
織
成
立
五
〇
周
年
と
二
五
周
年
を
迎
え
た
一
九
三
七
年
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
公
式

代
表
と
し
て
タ
ッ
カ
ー
主
教
（
同
年
秋
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
総
裁
主
教
に
選
出
。
着
任
は
一
九
三
八
年
一
月
一
日
）
が
日
本

を
訪
れ
た
。
タ
ッ
カ
ー
は
、
日
本
に
お
け
る
最
初
の
三
週
間
を
東
京
で
過
ご
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
立
教
大
学
の
現
状
調
査
と
研
究

に
費
や
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
六
月
二
八
日
付
で
「
立
教
大
学
に
関
す
る
報
告
書
」（
以
下
、
タ
ッ
カ
ー
勧
告
）（

（12
（

を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

全
国
協
議
会
に
提
出
し
た
。

こ
の
タ
ッ
カ
ー
勧
告
に
よ
る
と
、
立
教
大
学
が
キ
リ
ス
ト
教
運
動
で
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
次
の
四
点
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

①
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
優
秀
な
教
育
機
関
と
し
て
世
論
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
、
模
範
的
な
存
在
と
な
る
こ
と
。
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②�

高
度
な
教
育
水
準
を
維
持
し
、
日
本
の
生
活
に
有
益
性
を
も
た
ら
す
た
め
の
訓
育
を
施
す
こ
と
で
、
卒
業
生
を
通
じ
て
キ
リ
ス

ト
教
原
則
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

③
全
学
生
へ
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
強
く
も
た
ら
す
よ
う
な
信
徒
指
導
者
を
養
成
す
る
こ
と
。

④
改
宗
者
数
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
に
必
要
な
訓
育
を
実
施
し
、
聖
職
者
を
供
給
す
る
こ
と
。

各
項
目
の
要
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
教
育
的
名
声
だ
け
で
は
な
く
、
就
職
に
有
利
な
点
か
ら
も
、
優
秀
な
学
生
は
官
立
学
校
へ
行
く
た
め
、
日
本
の

私
立
学
校
は
官
立
諸
機
関
と
の
競
合
に
勝
つ
こ
と
が
難
し
い
。
私
立
学
校
は
、
適
し
た
設
備
を
持
ち
、
卒
業
後
に
社
会
で
よ
い
地
位

に
つ
か
せ
る
こ
と
で
、
学
生
を
魅
了
す
る
よ
い
教
育
水
準
の
名
声
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
学
生
を
引
き
つ
け
る
手
段
と
し
て
、
多

く
は
世
間
的
に
評
判
の
高
い
運
動
部
を
利
用
し
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
事
業
の
目
的
と
高
い
教
育
水
準
の
維
持
と
い
う
点
か
ら
す

る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
え
る
。
立
教
大
学
は
、
他
の
私
立
学
校
と
同
じ
く
、
学
生
へ
の
教
育
の
質
に
お
け
る
優
秀
さ
で

勝
負
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
②
を
可
能
に
す
る
た
め
、
立
教
大
学
は
教
育
水
準
を
向
上
さ
せ
る
べ
く
、
優
れ
た
教
授
団
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
非

常
勤
教
員
に
依
存
す
る
現
状
の
体
制
で
は
、
高
度
な
教
育
水
準
は
構
築
さ
れ
な
い
。
問
題
は
不
十
分
な
収
入
で
あ
り
、
官
立
大
学
、

早
稲
田
大
学
、
慶
應
義
塾
大
学
よ
り
も
、
立
教
大
学
の
専
任
教
員
の
平
均
給
与
は
か
な
り
低
額
で
あ
る
。
ま
た
、
資
金
難
で
全
教
科

に
専
任
を
雇
用
で
き
ず
、
大
学
院
が
な
い
こ
と
も
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

③
の
た
め
に
は
、
優
秀
な
教
員
だ
け
で
な
く
、
信
徒
の
教
員
が
必
要
で
あ
る
。
他
派
の
諸
機
関
か
ら
信
徒
教
員
を
獲
得
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
の
教
員
を
訓
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
声
を
博
す
教
員
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と

と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
事
業
の
促
進
に
関
心
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
学
生
全
体
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を

も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
立
教
大
学
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
大
の
問
題
で
あ
る
。

④
に
つ
い
て
は
、
立
教
で
は
当
初
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
の
資
質
を
有
す
る
聖
職
信
徒
を
教
育
し
、
日
本
聖
公
会
に
多
大
な
貢
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献
を
果
た
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
将
来
も
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
問
的
能
力
と
キ

リ
ス
ト
教
的
性
格
が
併
存
す
る
教
授
団
が
、
大
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
の
実
行
に
意
欲
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
必
要
と
し

た
。一

方
、
資
金
の
面
で
、
私
立
大
学
は
授
業
料
か
校
友
に
よ
る
寄
付
金
収
入
に
依
存
し
、
定
期
的
な
学
生
数
の
増
加
と
教
員
給
与
の

節
約
に
よ
っ
て
増
収
を
図
っ
て
い
た
。
立
教
大
学
の
日
本
人
教
授
団
の
ほ
と
ん
ど
全
員
は
、
収
入
源
と
し
て
学
生
数
を
三
〇
〇
〇
人

ま
で
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
こ
れ
は
賢
明
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
立
教
大
学
が
慶
應
義
塾
大
学
や
早

稲
田
大
学
の
よ
う
に
、
卒
業
生
か
ら
資
金
援
助
を
得
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
寄
贈
者
が
キ
リ
ス
ト
教
事
業
に
関
心

が
な
け
れ
ば
、
立
教
大
学
の
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
は
失
わ
れ
る
危
険
を
と
も
な
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
教
大
学
の
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格

が
維
持
さ
れ
、
教
会
に
と
っ
て
真
に
有
益
な
機
関
で
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
母
教
会
か
ら
の
財
政
支
援
が
続
く
で
あ

ろ
う
と
の
見
解
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
タ
ッ
カ
ー
は
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
第
二
案
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
項
目
も
理
想
的
に
は
望
ま
し
い
一
方
で
、
要
求
金
額
が
こ
れ
か
ら
の
一
五
年
で
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
か
ら
供
給
さ
れ

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
賢
明
な
方
法
は
、
全
体
と
し
て
の
計
画
の
認
可
を
表
明
し
、
計
画
の
ど
の
部
分
が
、
財

政
的
な
実
行
支
援
を
ア
メ
リ
カ
の
母
教
会
に
期
待
で
き
る
か
を
決
め
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
設
備
に
関
し
て
は
、
講
堂
と

本
館
校
舎
の
両
翼
の
完
成
は
実
質
的
な
二
つ
の
項
目
で
あ
る
。
ま
た
増
収
の
準
備
も
必
要
で
あ
る
。
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
増

収
目
的
で
ア
メ
リ
カ
諸
財
団
か
ら
の
巨
額
の
資
金
贈
与
に
自
信
を
も
っ
て
い
る
が
、
わ
た
し
個
人
と
し
て
は
そ
の
可
能
性
は
疑

わ
し
い
よ
う
に
思
う
。
も
し
こ
の
寄
付
基
金
が
実
現
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
全
国
協
議
会
に
年
度
予
算
を
申
請
す
る
必
要
は
な
く

な
り
、
外
国
人
教
授
の
給
与
も
そ
の
基
金
収
入
か
ら
拠
出
で
き
る
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
考
え
は
理
解
で
き
る
。
疑
い

な
く
、
立
教
の
基
金
構
築
は
、
そ
れ
が
日
本
人
の
手
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
と
き
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
遠

山
（
郁
三
）
学
長
と
他
の
教
授
た
ち
と
の
会
談
に
よ
れ
ば
、
現
収
入
に
追
加
の
一
万
円
が
あ
れ
ば
、
現
在
あ
き
ら
か
な
欠
陥
を
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改
善
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
一
五
年
計
画
で
提
案
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ン
で
の
将
来
の
大
学
発
展
の
た

め
に
は
十
分
で
は
な
い
が
、
基
金
構
築
は
お
そ
ら
く
長
期
間
か
か
り
、
早
急
な
増
収
の
必
要
性
か
ら
、
全
国
協
議
会
は
い
か
に

し
て
立
教
の
収
入
に
追
加
の
一
万
円
が
供
給
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る（

（12
（

。

つ
ま
り
、
緊
急
な
事
項
か
ら
順
次
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に
募
金
運
動
を
ア
メ
リ
カ
で
開
始
す
る
こ
と
を
裁
可
す
る
と
同
時
に
、

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
立
教
大
学
の
年
額
一
定
増
収
方
法
を
考
慮
し
、
将
来
基
金
が
構
築
さ
れ
て
自
立
す
る
ま
で
支
援
す
る
方
針
を
再

確
認
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
外
国
伝
道
信
徒
調
査
団
の
報
告
書
『
伝
道
再
考
』
が
支
援
の
削
減
と
最
終
的
停
止
を
勧
告
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
国

際
宣
教
協
議
会
の
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
書
が
日
本
の
教
会
建
設
に
お
け
る
本
質
的
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て（

（12
（

、
キ
リ
ス
ト

教
大
学
設
立
の
意
義
を
認
め
た
方
向
性
に
タ
ッ
カ
ー
が
同
調
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の

訪
日
前
後
、
そ
の
活
動
に
警
戒
感
を
抱
い
て
い
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
ス
タ
ン
ス
は
反
転
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
が
目
指
し
た
の
は
、
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
が
推
奨
す
る
在
日
諸
派
連
合
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
聖
公

会
単
独
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
で
あ
っ
た
。

一
九
三
七
年
秋
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
、
タ
ッ
カ
ー
が
ペ
リ
ー
総
裁
主
教
の
後
継
者
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
タ
ッ
カ
ー
勧

告
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
指
針
と
な
っ
た
。

こ
の
前
回
の
総
会
（
一
九
三
四
年
）
で
は
、
全
国
協
議
会
の
会
長
職
を
総
裁
主
教
の
職
務
か
ら
分
離
し
て
い
た
が
、
一
九
三
七
年

に
は
再
び
総
裁
主
教
が
全
国
協
議
会
会
長
を
兼
務
す
る
も
の
と
し
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
伝
道
を
主
眼
と
す
る
組
織
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
し
た
。
ま
た
、
総
裁
主
教
の
定
年
が
延
長
さ
れ
、
一
八
七
四
年
生
ま
れ
の
タ
ッ
カ
ー
は
、
六
八
歳
に
な
る
一
九
四
二
年
か
ら

直
近
の
総
会
（
一
九
四
三
年
秋
）
の
の
ち
、
翌
年
元
旦
ま
で
の
二
期
六
年
の
任
期
が
確
定
し
た（

（12
（

。
こ
れ
は
、
緊
迫
す
る
国
際
情
勢
の

な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
命
運
を
タ
ッ
カ
ー
に
託
す
措
置
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
二
期
六
年
の
任
期
が
迫
っ
た
一
九
四
三
年
の
総

会
で
は
、
さ
ら
に
総
裁
主
教
の
定
年
を
七
二
歳
へ
と
再
度
延
長
し
た（

（12
（

。
結
局
、
タ
ッ
カ
ー
の
総
裁
主
教
任
期
は
、
一
九
四
六
年
の
ア
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メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
ま
で
九
年
間
に
及
ん
だ
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
総
裁
主
教
は
、
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
の
八
年
間
、
日
本
を
開
国
さ
せ
た
M
・
C
・
ペ
リ
ー
提

督
の
子
孫
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ウ
ォ
ル
フ
・
ペ
リ
ー
（Jam

es D
eW

olf Perry

）
が
務
め
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
八
年
か
ら

一
九
四
六
年
ま
で
の
九
年
間
は
、
立
教
学
院
総
理
と
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
京
都
伝
道
教
区
（
日
本
聖
公
会
京
都
地
方
部
）
主
教
を
歴
任

し
、
日
本
伝
道
に
四
半
世
紀
を
捧
げ
た
タ
ッ
カ
ー
が
総
裁
主
教
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
三
一
年
以
来
の
一
五
年
戦
争
の
な
か
、

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
親
日
派
指
導
者
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
極
東
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
戦
争
と
太
平
洋

戦
争
を
展
開
し
た
日
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
機
関
の
立
教
学
院
に
と
っ
て
は
幸
運
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。

日
中
戦
争
勃
発
直
後
の
一
九
三
七
年
一
〇
月
五
日
、
英
国
教
会
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
ラ
ン
グ
（C

osm
o G

ordon Lang

）
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
敢
行
さ
れ
た
反
日
抗
議
集
会
に
議
長
と
し
て
参
加
し
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
一
〇
月
一
日
に

日
本
聖
公
会
教
務
院
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
に
抗
議
集
会
へ
の
参
加
の
中
止
を
求
め
る
電
報
を
送
り
、
駐
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
も
事

前
に
同
様
の
電
報
を
打
っ
て
い
た
が
、
大
主
教
は
決
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
〇
月
二
日
か
ら
六
日
ま
で
の
連
日
、
日
本

聖
公
会
教
務
院
は
特
別
高
等
警
察
や
憲
兵
か
ら
事
務
所
で
尋
問
さ
れ
る
な
ど
、
事
実
上
厳
し
い
監
視
下
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
、
日
本
聖
公
会
は
日
本
の
官
憲
に
よ
る
弾
圧
の
危
機
に
瀕
し
た
。

一
〇
月
九
日
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
北
東
京
伝
道
教
区
主
教
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
と
ア
メ
リ
カ
人
常
置
委
員
会
は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー

大
主
教
に
よ
る
対
日
批
判
の
行
動
が
日
本
聖
公
会
に
悪
影
響
と
損
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会

伝
道
部
主
事
ウ
ッ
ド
宛
に
電
報
を
打
ち
、
同
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
反
日
声
明
の
自
制
を
求
め
る
よ
う
要
請
し
た（

（12
（

。

さ
ら
に
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
同
年
一
〇
月
一
八
日
の
ウ
ッ
ド
宛
書
簡
で
、
一
九
一
八
年
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
ア
メ
リ
カ

政
府
の
主
張
に
同
調
し
た
よ
う
に
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の
日
本
聖
公
会
は
日
本
政
府
の
主
張
に
同
調
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
し

て
、
日
本
の
教
会
内
に
日
本
人
に
よ
る
排
外
主
義
の
兆
候
が
あ
る
と
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
京
都
伝
道
教
区
ア
メ
リ
カ
人
常
置
委
員
長

J
・
J
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
（Jam

es Jeffries C
hapm

an

）
の
情
報
を
伝
え
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
の
シ
カ
ゴ
で
の
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演
説
や
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
声
明
で
、
日
本
を
「
侵
略
者
」
と
宣
言
し
た
こ
と
は
不
適
切
で
あ
り
、
教
会
は
政
治
論
争
に
参
加
す

べ
き
で
は
な
い
と
個
人
的
意
見
を
表
明
し
た（

（12
（

。

ウ
ッ
ド
は
、
日
本
か
ら
の
電
報
を
受
信
す
る
と
、
そ
の
日
の
う
ち
に
ペ
リ
ー
総
裁
主
教
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ッ
ク
（Philip 

C
ook

）
全
国
協
議
会
会
長
に
電
報
の
内
容
を
発
信
し
た（

（12
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
三
七
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
は
、

日
本
へ
の
抗
議
や
非
難
を
公
言
せ
ず
、
中
国
救
済
に
尽
力
す
る
と
の
声
明
を
発
す
る
に
と
ど
ま
っ
た（

（13
（

。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

の
対
応
は
、
一
九
三
八
年
に
ア
メ
リ
カ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
の
伝
道
局
年
会
が
日
本
の
中
国
へ
の
軍
事
侵
攻
を
非
難
し
、

一
九
三
九
年
に
も
日
本
に
戦
争
終
結
を
求
め
る
表
明
を
行
な
っ
た（

（13
（

の
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。

タ
ッ
カ
ー
の
貢
献
の
一
つ
は
、
国
際
危
機
へ
の
対
処
で
あ
る
。
日
中
戦
争
の
勃
発
後
、
国
際
連
盟
を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
政
府
や
英

国
教
会
要
人
の
日
本
の
軍
事
侵
攻
に
対
す
る
非
難
の
声
が
強
ま
る
な
か
、
タ
ッ
カ
ー
は
総
裁
主
教
に
選
出
さ
れ
た
一
九
三
七
年
の
総

会
以
降
、
日
本
非
難
の
公
言
を
避
け
る
方
針
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
定
着
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
時
下
に
ス
パ
イ
の
温
床
と
し

て
マ
ー
ク
さ
れ
た
日
本
の
教
会
や
学
校
、
病
院
な
ど
在
日
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
伝
道
事
業
と
、
日
本
聖
公
会
を
迫
害
の

嵐
か
ら
救
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
日
本
聖
公
会
内
の
排
外
主
義
を
抑
制
す
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

信
徒
に
よ
る
軍
事
国
家
日
本
へ
の
道
義
上
の
不
信
感
が
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
へ
向
け
ら
れ
な
い
よ
う
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
総
意
を

形
成
す
る
こ
と
に
努
力
し
た
。

二
つ
め
は
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
機
関
の
重
視
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
会
長
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ッ
ク
は
、
伝
道
事

業
の
東
洋
か
ら
の
撤
退
方
針
を
勧
告
し
た
『
伝
道
再
考
』
へ
の
対
応
と
し
て
、
一
九
三
六
年
の
外
国
伝
道
年
次
報
告
で
、
学
校
や
病

院
な
ど
へ
の
予
算
を
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
廃
止
し
、
排
他
的
に
福
音
伝
道
に
集
中
す
る
と
の
方
針
転
換
を
表
明
し
て
い
た（

（13
（

。
し

か
し
、
一
九
三
七
年
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
の
閉
幕
時
に
発
表
さ
れ
た
諸
主
教
に
よ
る
全
信
徒
へ
の
牧
会
書
簡
で
は
、
伝
道
と
社

会
奉
仕
と
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
い
う
教
会
の
三
つ
の
重
要
な
計
画
の
な
か
で
も
、
と
く
に
社
会
道
徳
を
教
え
る
教
育
が
強
調
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
教
育
責
任
を
持
つ
全
機
関
の
協
力
を
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
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原
則
の
基
礎
を
強
調
す
る
教
会
に
と
っ
て
、
大
学
や
学
校
は
有
益
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る（

（13
（

。

一
九
三
七
年
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
は
、
教
育
分
野
か
ら
教
会
は
撤
退
す
べ
き
と
い
う
内
外
の
思
潮
を
退
け
、
キ
リ
ス
ト
教

教
育
を
前
進
さ
せ
る
方
針
を
固
め
た
。
こ
れ
は
、
タ
ッ
カ
ー
が
立
教
大
学
に
つ
い
て
の
報
告
書
で
勧
告
し
て
い
た
内
容
と
合
致
す
る

方
針
で
も
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
母
教
会
の
こ
の
方
針
転
換
に
よ
っ
て
、
立
教
学
院
は
延
命
し
得
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

三
つ
め
は
、
戦
時
下
の
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
へ
の
財
政
支
援
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
財
政
難
に
見
舞

わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
一
九
二
九
年
度
と
一
九
三
八
年
度
の
日
本
伝
道
へ
の
支
出
額
は
、
北
米
（
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
）
諸
派
の
海

外
伝
道
局
の
な
か
で
最
多
で
あ
っ
た（

（13
（

。
一
九
三
八
年
度
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
よ
る
中
国
伝
道
へ
の
支
出
額
は
、
諸
派
の
な
か
で
は

四
番
目
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
日
本
伝
道
へ
の
支
出
額
を
上
回
っ
て
い
た
。
他
派
の
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
み
る
と
、
中
国
伝
道
へ
の
支

出
額
が
日
本
伝
道
へ
の
支
出
額
を
か
な
り
上
回
っ
て
お
り
、
日
中
戦
争
後
も
日
本
伝
道
へ
最
多
額
を
支
出
し
て
い
た
の
は
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
だ
け
で
あ
っ
た（

（13
（

。

後
述
す
る
よ
う
に
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
の
前
年
、
一
九
四
〇
年
八
月
に
日
本
聖
公
会
は
自
治
自
給
断
行
を
宣
言
し
た
。
け
れ
ど

も
、
早
急
な
財
政
的
独
立
は
困
難
と
す
る
在
日
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
諸
主
教
の
判
断
を
受
け
、
タ
ッ
カ
ー
は
同
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
総
会
で
、
日
本
の
関
係
学
校
や
大
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
護
持
と
、
日
本
の
教
会
に
お
け
る
聖
公
会
護
持
を
条
件
と
し

て
、
日
本
聖
公
会
へ
の
資
産
譲
渡
と
資
金
援
助
を
認
可
し
た（

（13
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
日
本
で
管
理
し
て
い
た
「
在
日

本
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
」
保
有
の
資
産
の
一
部
（
立
教
学
院
が
使
用
し
て
い
た
土
地
・
建
物
）
に
つ
い
て
、
財
団
法
人
立
教

学
院
へ
の
譲
渡
が
可
能
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
に
よ
り
、
危
機
に
陥
っ
て
い
た
英
国
教
会
の
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
一
九
四
〇
年

一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
経
済
支
援
を
決
め
、
一
九
四
一
年
に
諸
教
会
に
よ
る
寄
付
で
三
〇
万
ド
ル
を
英
国
教
会
に
贈
与

し
た（

（13
（

。
そ
の
後
、
一
九
四
二
年
に
三
〇
万
ド
ル
を
支
援
し（

（13
（

、
一
九
四
三
年
に
も
一
五
万
ド
ル
の
寄
贈
を
予
定
し
て
い
た（

（13
（

。
財
政
難
の
な
か

で
も
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
タ
ッ
カ
ー
の
主
導
の
も
と
、
戦
時
下
に
自
給
宣
言
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
日
本
の
教
会
と
、
戦
災
で
事
業
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停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
英
国
教
会
の
海
外
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
双
方
を
経
済
支
援
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
は
、
緊
縮
財
政
に
苦
慮
す
る
な
か
、
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
戦
災
救
済
が
急
務
と
な
る
な

ど
、
厳
し
い
経
済
状
況
が
続
い
た
。
こ
の
た
め
、
日
本
の
教
育
機
関
へ
巨
額
支
援
を
行
な
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

立
教
学
院
拡
張
計
画
の
原
案
に
お
け
る
大
学
予
科
校
舎
の
建
設
は
、
日
本
人
の
立
教
学
院
維
持
会
に
よ
る
寄
付
で
着
工
可
能
と

な
っ
て
い
た
が
、
一
九
三
七
年
に
は
マ
キ
ム
監
督
記
念
講
堂
（
一
九
三
六
年
に
死
去
し
た
マ
キ
ム
の
名
を
冠
す
）
の
建
設
と
本
館
校

舎
両
翼
の
拡
張
に
向
け
た
募
金
が
課
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
完
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
日
本
最
初
の
ア
メ
リ
カ
研
究
所

の
開
設
だ
け
が
実
現
し
た（

（14
（

。

一
九
三
九
年
四
月
の
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
ウ
ッ
ド
宛
書
簡
に
よ
る
と
、
マ
キ
ム
記
念
講
堂
の
建
設
に
先
が
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の

歴
史
・
文
化
研
究
を
行
な
う
図
書
館
の
計
画
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
立
教
内
外
の
日
本
・
外
国
の
要
人
が
関
心
を
示
し
、
後
援

を
約
束
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

（14
（

。
一
九
四
〇
年
三
月
の
立
教
学
院
第
三
三
回
理
事
会
で
は
、
こ
の
図
書
館
を
ア
メ
リ
カ

文
化
研
究
の
た
め
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し（

（14
（

、
さ
ら
に
同
年
五
月
に
は
立
教
学
院
維
持
会
（
の
ち
大
学
維
持
会
）
に
よ
っ
て
募

集
さ
れ
た
一
年
間
の
寄
金
を
研
究
室
と
ア
メ
リ
カ
文
化
研
究
所
の
建
設
に
あ
て
る
こ
と
と
し（

（14
（

、
ア
メ
リ
カ
研
究
所
を
設
立
し
た
。
立

教
学
院
拡
張
計
画
の
原
案
・
第
二
案
に
も
、
寄
金
の
項
目
に
ア
メ
リ
カ
史
・
ア
メ
リ
カ
哲
学
・
ア
メ
リ
カ
文
学
の
諸
講
座
と
図
書
館

が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
一
九
三
九
年
度
の
年
報
で
、
ア
メ
リ
カ
研
究
所
を
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
の

要
点
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る（

（14
（

。
立
教
学
院
で
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
始
動
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
研
究
所
を
、
立
教
学
院
拡

張
一
五
年
計
画
の
一
環
と
し
て
開
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。

五　

立
教
中
学
校
拡
張
計
画
と
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
支
援

立
教
中
学
校
の
拡
張
計
画
は
、
立
教
大
学
の
場
合
と
異
な
り
、
一
九
三
二
年
の
遣
日
国
際
教
育
調
査
団
の
報
告
書
や
外
国
伝
道
信

徒
調
査
団
の
『
伝
道
再
考
』
へ
の
対
応
と
い
う
よ
り
も
、
戦
時
下
の
新
体
制
へ
の
即
応
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
四
〇
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年
九
月
の
基
督
教
々
育
同
盟
会
に
よ
る
「
新
体
制
下
キ
リ
ス
ト
教
関
係
諸
学
校
」
の
申
し
合
わ
せ（

（14
（

を
意
識
し
た
も
の
で
、
外
国
ミ
ッ

シ
ョ
ン
か
ら
の
補
助
を
受
け
ず
、
経
済
的
に
独
立
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。

一
九
四
〇
年
五
月
、
立
教
中
学
校
で
は
、
五
年
後
に
経
済
的
独
立
を
実
現
す
る
た
め
、
立
教
中
学
校
拡
張
後
援
会
を
組
織
し
た（

（14
（

。

そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
の
立
教
学
院
第
三
五
回
理
事
会
は
、
中
学
校
の
生
徒
数
の
増
加
に
と
も
な
う
教
室
の
増
築
費
用
と
し
て
、
後

援
会
が
募
金
し
た
二
万
五
〇
〇
〇
円
に
加
え
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
保
管
す
る
立
教
中
学
校
寄
宿
舎
建
築
費
二
万
三
五
〇
〇
円
の
使
用
許

可
を
得
る
た
め
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
交
渉
す
る
よ
う
求
め
た（

（14
（

。
こ
の
要
請
に
対
し
て
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ

ダ
ー
は
、
立
教
学
院
理
事
会
が
三
年
間
に
同
額
を
基
金
に
加
え
る
こ
と
を
条
件
に
、
寄
宿
舎
建
築
費
二
万
五
〇
〇
〇
円
を
教
室
増
築

に
転
用
す
る
許
可
を
取
り
付
け
、
一
九
四
一
年
七
月
一
〇
日
の
立
教
学
院
理
事
会
で
報
告
し
た
。
こ
う
し
て
、
中
学
校
の
教
室
増
築

が
着
工
さ
れ
た（

（14
（

。

一
方
、
一
九
四
一
年
二
月
一
九
日
の
立
教
学
院
理
事
会
で
は
、
一
九
四
一
年
度
分
の
立
教
中
学
校
へ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
補
助
金
を
同

年
四
月
一
日
以
前
に
支
払
う
こ
と
に
賛
成
す
る
電
報
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

（14
（

。
つ
ま
り
、「
新
体
制
下
キ
リ
ス
ト
教
関
係
諸
学
校
」
の
申

し
合
わ
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
日
外
国
人
の
資
産
が
凍
結
さ
れ
る
間
際
ま
で
、
立
教
中
学
校
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
か
ら
の
資
金
援

助
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
明
治
学
院
で
は
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
二
九
日
の
第
八
七
回
理
事
会
で
、
一
九
四
一
年
度
か
ら
独
立
予
算
へ
の
移
行
を
決

定
し
、
ア
メ
リ
カ
母
教
会
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
経
常
費
補
助
と
校
舎
そ
の
他
の
施
設
拡
充
経
費
を
辞
退
し
た（

（15
（

。
ま
た
、
関
西
学
院
で
も
、

一
九
四
一
年
度
か
ら
ミ
ッ
シ
ョ
ン
援
助
金
に
依
存
し
な
い
予
算
を
編
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

（15
（

。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
所
有
す
る
教
会
、
学
校
、
病
院
、
宣
教
師
住
宅
な
ど
の
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
は
、

一
九
〇
三
年
二
月
一
七
日
に
政
府
（
内
務
大
臣
）
か
ら
法
人
の
資
格
を
得
て
設
立
し
た
「
在
日
本
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
」
が

管
理
し
て
い
た
。
こ
の
在
日
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
社
団
法
人
化
は
、
一
八
九
九
年
の
改
正
条
約
実
施
以
前
に
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
所
有
し

て
い
た
財
産
を
移
転
登
記
す
る
こ
と
で
、
将
来
そ
の
財
産
を
日
本
人
あ
る
い
は
日
本
法
人
名
義
の
教
会
や
学
校
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
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可
能
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

（15
（

。

ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
四
日
の
財
団
法
人
立
教
学
院
第
三
五
回
理
事
会
で
理
事
長
を
退
任
し
（
理
事
と
し

て
は
留
任
）、
在
日
本
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
の
管
理
下
に
あ
る
立
教
学
院
の
土
地
・
建
物
全
部
を
財
団
法
人
立
教
学
院
に
譲

渡
す
る
こ
と
を
表
明
し
た（

（15
（

。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
一
月
五
日
の
立
教
学
院
第
三
六
回
理
事
会
で
松
井
米
太
郎
理
事
長
は
、「
委
ね

ら
れ
た
責
任
を
果
た
す
た
め
、
立
教
学
院
創
立
者
の
理
想
を
銘
記
し
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
を
保
持
し
て
、
神
と
国
の
た
め
に
協
力
す

る
こ
と
を
誓
う
『
誓
詞
』」
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
朗
読
し
た
の
ち
、
日
本
人
理
事
は
全
員
起
立
し
て
誓
書
に
自
筆
署
名

し
た（

（15
（

。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
資
産
譲
渡
は
、
一
九
四
〇
年
秋
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
認
め
ら
れ
た
方
針
で
あ
っ
た（

（15
（

。

六　

キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
よ
る
教
育
の
断
念

一
九
三
一
年
八
月
七
日
に
認
可
さ
れ
た
財
団
法
人
立
教
学
院
設
立
時
の
寄
附
行
為
の
な
か
で
、
確
認
し
て
お
き
た
い
重
要
な
条
項

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
章
「
目
的
及
事
業
」
の
第
二
条
「
財
団
法
人
立
教
学
院
ハ
日
本
ニ
於
テ
基
督
教
主
義
ニ
ヨ
ル
教
育
ヲ
行
フ

ヲ
目
的
ト
シ
学
校
令
ニ
ヨ
ル
立
教
大
学
及
立
教
中
学
校
ヲ
維
持
経
営
ス　

但
本
文
中
ノ
目
的
ハ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
」
で
あ

る
。
先
述
の
寄
附
行
為
条
項
修
正
案
（
第
三
編
第
一
章
第
二
節
第
一
項
参
照
）
の
資
料
中
の
注
記
に
は
、
こ
の
第
二
条
に
つ
い
て
、

財
団
法
人
立
教
学
院
の
理
事
た
ち
は
、
財
団
の
目
的
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
い
う
目
的
を
変
更
す
る
権
限
を
も
た
な
い
で
あ

ろ
う
と
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
が
述
べ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る（

（15
（

。
け
れ
ど
も
、
こ
の
寄
附
行
為
の
根
本
原
則
で
あ
る
目
的
条
項
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
よ
る
教
育
は
、
外
国
人
理
事
が
全
員
国
外
退
去
し
た
の
ち
、
理
事
が
日
本
人
の
み
で
構
成
さ
れ
た
理
事

会
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
条
項
と
し
て
は
、
第
六
章
「
寄
附
行
為
ノ
変
更
及
解
散
」
の
第
二
三
条
に

「
本
法
人
ノ
寄
附
行
為
中
変
更
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ　

ナ
シ
ヨ
ナ
ル　

カ
ウ
ン
シ
ル　

プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト　

エ
ピ
ス
コ
パ
ル　

チ
ヤ
ー
チ　

イ
ン　

ゼ　

ユ
ー
ナ
イ
テ
ツ
ド　

ス
テ
ー
ト　

オ
ブ　

ア
メ
リ
カ
ノ
承
認
ヲ
得
、

主
務
官
庁
ノ
認
可
ヲ
経
ル
ヲ
要
ス
」
や
、
第
二
四
条
に
「
理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
本
法
人
ヲ
解
散
ス
ル
場
合
其
ノ
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残
余
財
産
ノ
処
分
ハ
ナ
シ
ヨ
ナ
ル　

カ
ウ
ン
シ
ル　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト　

エ
ピ
ス
コ
パ
ル　

チ
ヤ
ー
チ　

イ
ン　

ゼ　

ユ
ー
ナ
イ
テ

ツ
ド　

ス
テ
ー
ト　

オ
ブ　

ア
メ
リ
カ
ノ
承
認
ヲ
得
、
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
要
ス
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が（

（15
（

、
両
条
に
記
載
の
寄
附
行
為

の
変
更
や
財
団
法
人
を
解
散
お
よ
び
残
余
財
産
の
処
分
に
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
の
規
定
も
ア

メ
リ
カ
母
教
会
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
と
の
内
容
に
変
更
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
一
年
二
月
一
九
日
の
立
教
学
院
第
三
七
回
理
事
会
で
は
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
、
立
教
学
院
の
使

用
す
る
不
動
産
す
べ
て
が
無
償
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
理
事
会
と
し
て
感
謝
を
も
っ
て
寄
付
受
納
を
表
明
し
た（

（15
（

。
だ
が
、
こ

の
理
事
会
で
は
、
財
団
法
人
立
教
学
院
設
立
時
の
寄
附
行
為
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
理
事
長
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
派
遣
の
北
東
京
地

方
部
主
教
」
と
の
文
言
を
削
除
し
、「
理
事
長
を
理
事
か
ら
の
互
選
に
す
る
」
と
変
更
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
財
団
法
人
解
散
後
の
残

余
財
産
処
分
な
ど
重
要
な
決
議
事
項
に
つ
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
の
承
認
」
の
文
言
を
削
除
し
、「
理
事
全
員
の
四

分
の
三
で
の
承
認
」
と
変
更
し
た
。

一
九
四
一
年
二
月
一
九
日
の
財
団
法
人
立
教
学
院
第
三
七
回
理
事
会
記
録
の
当
該
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
前
略
）

機
構
委
員
ノ
報
告

遠
山
、
杉
浦
両
理
事
ヨ
リ
小
委
員
会
ノ
意
見
ト
シ
テ
、

�

学
校
法
人
法
ガ
遠
カ
ラ
ヌ
将
来
ニ
発
布
サ
ル
ル
趣
キ
ニ
聞
キ
居
ル
故
差
シ
当
ツ
テ
ハ
目
下
急
ヲ
要
ス
ル
点
ノ
改
正
丈
ケ
ニ
止

ム
ル
考
ヘ
ヲ
以
テ
左
記
ノ
通
リ
改
正
ノ
意
見
ヲ
提
出
サ
ル

改
正
ノ
分

第
四
章
第
七
条

�

亜
米
利
加
合
衆
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
教
会
ヨ
リ
派
遣
サ
レ
タ
ル
日
本
聖
公
会
北
東
京
地
方
部
監
督
ヲ
理
事
長

ト
ス
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ト
ア
ル
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

理
事
長
ハ
理
事
会
ニ
於
テ
理
事
中
ヨ
リ
此
レ
ヲ
互
選
ス

又
第
六
章
第
二
十
三
条

�
本
法
人
ノ
寄
附
行
為
中
変
更
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ　

ナ
シ
ヨ
ナ
ル　

カ
ウ
ン
シ
ル　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト　

エ
ピ
ス
コ
パ
ル　

チ
ヤ
ー
チ　

イ
ン　

ゼ　

ユ
ー
ナ
イ
テ
ツ
ド　

ス
テ
ー
ト　

オ
ブ　

ア
メ
リ
カ
ノ
承

認
ヲ
得
、
主
務
官
庁
ノ
認
可
ヲ
経
ル
ヲ
要
ス

ト
ア
ル
ヲ

�

本
法
人
ノ
寄
附
行
為
中
変
更
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
主
務
官
庁
ノ
認
可
ヲ
経
ル
ヲ
要

ス
又
二
十
四
条

�

理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
本
法
人
ヲ
解
散
ス
ル
場
合
其
ノ
残
余
財
産
ノ
処
分
ハ
ナ
シ
ヨ
ナ
ル　

カ
ウ
ン
シ
ル　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト　

エ
ピ
ス
コ
パ
ル　

チ
ヤ
ー
チ　

イ
ン　

ゼ　

ユ
ー
ナ
イ
テ
ツ
ド　

ス
テ
ー
ト　

オ
ブ　

ア
メ
リ
カ
ノ
承

認
ヲ
得
、
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
要
ス

ト
ア
ル
ヲ

�

理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
本
法
人
ヲ
解
散
ス
ル
場
合
其
ノ
残
余
財
産
ノ
処
分
ハ
理
事
総
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ

決
議
ニ
ヨ
リ
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
要
ス

理
事
会
ハ
右
ノ
報
告
ヲ
聞
キ

全
幅
的
ニ
其
ノ
報
告
ヲ
受
ケ
領
レ
右
報
告
通
リ
採
用
、
当
局
ニ
対
ス
ル
手
続
方
ヲ
総
長
ニ
一
任
ス
ル
事
ニ
全
員
一
致
賛
成
ス

こ
う
し
て
、
立
教
学
院
の
経
営
か
ら
外
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
影
響
力
は
一
掃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
半
年
後
の
一
九
四
一
年
八
月
一
日
の
立
教
学
院
第
四
二
回
理
事
会
で
は
、
帰
国
を
前
に
し
た
最
後
の
外
国
人
理
事
ラ
イ
フ
ス
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ナ
イ
ダ
ー
と
ビ
ン
ス
テ
ッ
ド
が
辞
任
し
た
た
め
、
理
事
五
人
が
全
員
日
本
人
と
な
り
、
日
本
人
新
理
事
の
選
出
を
実
施
し
た（

（15
（

。
さ
ら

に
、
同
年
八
月
九
日
の
第
四
三
回
理
事
会
で
も
う
一
人
の
日
本
人
理
事
を
選
出
し（

（16
（

、
理
事
は
七
人
全
員
が
日
本
人
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
外
国
人
の
国
外
退
去
に
よ
り
、
立
教
学
院
か
ら
外
国
人
の
首
脳
お
よ
び
教
員
が
姿
を
消
す
と
、
一
九
四
二
年
九
月
二
九

日
に
立
教
大
学
学
則
の
改
正
と
立
教
学
院
寄
附
行
為
の
変
更
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
学
則
に
つ
い
て
は
第
一
条
の
「
基
督
教
主

義
に
も
と
づ
く
人
格
の
陶
冶
」
と
の
文
言
を
削
除
、
寄
附
行
為
に
つ
い
て
は
第
二
条
の
教
育
の
目
的
で
あ
る
「
基
督
教
主
義
」
と
い

う
言
葉
を
削
除
し
て
「
皇
国
ノ
道
」
に
変
更
し（

（16
（

、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
よ
る
教
育
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る（

（16
（

。

財
団
法
人
立
教
学
院
第
五
四
回
理
事
会
記
録
（
一
九
四
二
年
九
月
二
九
日
）
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
前
略
）

次
デ
大
学
々
則
改
正
ノ
件
ニ
移
リ

　

第�

一
条　

本
大
学
ハ
大
学
令
ニ
依
リ
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
ノ
理
論
及
ビ
応
用
ヲ
教
授
シ
並
ニ
其
蘊
奥
ヲ
攻
究
シ
兼
テ
国
家

思
想
ノ
涵
養
及
ビ
基
督
教
主
義
ニ
基
ク
人
格
ノ
陶
冶
ヲ
旨
ト
ス
ル
教
育
ヲ
施
ス

ト
ア
ル
ヲ

　

第�

一
条　

本
大
学
ハ
大
学
令
ニ
依
リ
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
ノ
理
論
及
ビ
応
用
ヲ
教
授
シ
併
セ
テ
並
ニ
其
蘊
奥
ヲ
攻
究
シ
併

セ
テ
国
家
思
想
ノ
涵
養
及
ビ
皇
国
ノ
道
ニ
ヨ
ル
人
格
ノ
陶
冶
ヲ
旨
ト
ス
ル
教
育
ヲ
施
ス

ト
改
正
、
全
員
異
議
ナ
ク
賛
成
可
決

更
ニ
学
院
寄
附
行
為
改
正
ノ
件
ハ

　

第�

二
条　

財
団
法
人
立
教
学
院
ハ
日
本
ニ
於
テ
基
督
教
主
義
ニ
ヨ
ル
教
育
ヲ
行
フ
ヲ
目
的
ト
シ
学
校
令
ニ
ヨ
ル
立
教
大
学
及

立
教
中
学
校
ヲ
維
持
経
営
ス

　
　

但
本
条
文
中
ノ
目
的
ハ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス

ト
ア
ル
ヲ
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第�

二
条　

財
団
法
人
立
教
学
院
ハ
皇
国
ノ
道
ニ
ヨ
ル
教
育
ヲ
行
フ
ヲ
目
的
ト
シ
学
校
令
ニ
ヨ
ル
立
教
大
学
及
立
教
中
学
校
ヲ

経
営
維
持
ス

ト
改
正

　
（
中
略
）

以
上
慎
重
検
討
ノ
結
果
全
員
改
正
案
ニ
賛
成
可
決
ス

財
団
法
人
立
教
学
院
第
五
十
八
回
理
事
会
記
録
（
一
九
四
三
年
一
月
三
〇
日
）
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
前
略
）

　

次
イ
デ
寄
附
行
為
改
正
ノ
件
ニ
入
リ
全
員
慎
重
審
議
ノ
上
左
記
改
正
案
ヲ
満
場
一
致
可
決
ス

　
　
　
　
　
　
　

寄
附
行
為
改
正
案

　
　

第
二
条
中
「
皇
国
ノ
道
ニ
ヨ
ル
」
ト
ア
ル
ヲ
「
皇
国
ノ
道
ニ
則
ル
」
ト
改
ム

財
団
法
人
立
教
学
院
第
六
十
回
理
事
会
記
録
（
一
九
四
三
年
二
月
二
二
日
）
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
前
略
）

　

�

続
イ
テ
寄
附
行
為
改
正
案
ノ
審
議
ニ
入
リ
全
員
慎
重
検
討
ノ
上
左
記
原
案
通
リ
可
決
直
チ
ニ
当
局
ニ
認
可
申
請
ノ
手
続
ヲ
執

ル
事
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

記

　
　
　
　
　
　
　

財
団
法
人
立
教
学
院
寄
附
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
章　

目
的
及
事
業

　

第�

二
条　

財
団
法
人
立
教
学
院
ハ
皇
国
ノ
道
ニ
則
ル
教
育
ヲ
行
フ
ヲ
目
的
ト
シ
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
及
本
法
人
目
的
達

成
ノ
タ
メ
必
要
ナ
ル
事
業
ヲ
経
営
維
持
ス

（
中
略
）
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次
イ
デ
理
事
長
ヨ
リ

　

寄
附
行
為
改
正
ニ
伴
ヒ
増
員
ス
ベ
キ
理
事
選
任
ニ
関
シ
其
後
ノ
経
緯
報
告
ア
リ
一
同
了
承
ス

　

続
イ
テ
三
邊
理
事
起
ツ
テ
就
任
ノ
挨
拶
ヲ
述
ベ

　
�

御
真
影
奉
安
殿
並
ニ
学
院
礼
拝
堂
ノ
件
ニ
関
シ
懇
談
ニ
入
リ
結
局
其
ノ
善
処
方
ヲ
理
事
長
及
ビ
三
邊
理
事
ニ
一
任
ス
ル
コ
ト

ニ
一
致
決
定
ス

戦
時
下
の
立
教
大
学
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
排
撃
運
動
の
高
揚
と
教
育
方
針
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
し
て
い
た
。
一
九
四
二

年
九
月
初
旬
に
学
生
同
士
の
あ
い
だ
で
起
き
た
暴
力
事
件
を
契
機
に
、
学
内
で
皇
道
主
義
に
も
と
づ
く
教
育
方
針
の
徹
底
を
求
め
る

動
き
が
強
ま
っ
て
お
り
、
九
月
一
五
日
の
立
教
大
学
部
長
会
で
は
、
河
西
太
一
郎
経
済
学
部
長
か
ら
遠
山
郁
三
学
長
に
対
し
、
学
則

か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
文
字
抹
殺
方
」
を
希
望
す
る
申
し
出
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
九
月
二
六
日
の
部
長
会
で
決
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

（16
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
四
二
年
九
月
二
九
日
の
理
事
会
に
お
い
て
「
立
教
学
院
寄
附
行
為
」
の
目
的
条
項

の
第
二
条
中
の
「
日
本
ニ
於
テ
基
督
教
主
義
ニ
ヨ
ル
教
育
ヲ
行
フ
」
を
「
皇
国
ノ
道
ニ
ヨ
ル
教
育
ヲ
行
フ
」（
後
の
理
事
会
で
「
皇

国
ノ
道
ニ
則
ル
」
と
改
正
）
と
改
正
し
、
立
教
学
院
の
チ
ャ
ペ
ル
も
閉
鎖
さ
れ
、
立
教
学
院
の
日
本
人
理
事
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
的

精
神
の
保
持
と
い
う
、
一
九
四
〇
年
一
一
月
五
日
の
理
事
会
に
お
け
る
自
発
的
な
「
誓
詞
」
は
忘
却
さ
れ
た
。
一
九
四
二
年
に
立
教

学
院
が
日
本
人
首
脳
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
駆
逐
し
た
行
為
は
、
日
本
の
大
学
令
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
大
学
の
な
か
で

も
、
母
教
会
に
背
反
し
た
唯
一
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

太
平
洋
戦
争
の
勃
発
後
、
中
国
の
ほ
と
ん
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
が
一
時
避
難
と
し
て
、
四
川
省
や
雲
南
省
な
ど
の
非
占
領
地
に

移
転
す
る
な
か
、
日
本
占
領
下
の
上
海
に
唯
一
と
ど
ま
っ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
上
海
聖
約
翰
大
学
で
あ
っ
た（

（16
（

。
聖
約
翰
大
学

で
は
、
一
九
四
三
年
二
月
に
ア
メ
リ
カ
人
教
員
が
退
去
し
た
の
ち
も
、
中
国
人
理
事
長
に
招
聘
さ
れ
た
日
本
人
教
員
に
よ
っ
て
キ
リ

ス
ト
教
主
義
が
守
ら
れ
た
。
日
本
の
右
翼
と
軍
部
へ
の
防
壁
と
な
っ
た
日
本
人
教
員
の
一
人
は
、
一
九
三
九
年
ま
で
日
本
で
第
二
次

男
子
連
合
キ
リ
ス
ト
教
大
学
設
立
運
動
を
主
導
し
て
い
た
田
川
大
吉
郎
で
あ
っ
た（

（16
（

。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
傷
病
者
と
難
民
で
あ
ふ
れ
る
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戦
禍
の
中
国
に
と
っ
て
希
望
で
あ
っ
た
が（

（16
（

、
皇
国
主
義
と
排
外
主
義
が
浸
潤
し
た
戦
時
下
日
本
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、

「
敵
性
宗
教
」
と
し
て
負
い
目
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
第
二
次
男
子
連
合
キ
リ
ス
ト
教
大
学
設
立
運
動
に
対
し
て
、
単
独
路
線
を
貫
い
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
財
政

難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
教
大
学
の
拡
張
計
画
を
模
索
す
る
立
教
学
院
へ
の
資
金
援
助
と
資
産
譲
渡
を
通
じ
て
、
外
国
人
首
脳
の
国

外
退
去
直
前
ま
で
後
援
し
続
け
た
。
そ
し
て
、
超
教
派
ア
メ
リ
カ
信
徒
海
外
伝
道
調
査
団
が
提
起
し
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育
存
廃
論
議

を
め
ぐ
る
危
機
も
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
堅
持
と
い
う
決
断
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
、
立

教
学
院
は
邦
人
化
し
た
理
事
会
の
戦
時
下
の
排
外
主
義
的
志
向
の
も
と
に
、
建
学
の
精
神
と
目
的
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
自
ら
消
散

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
四
三
年
の
中
国
に
お
け
る
外
国
人
退
去
後
も
、
上
海
で
キ
リ
ス
ト
教
を
護
持
し
た
上
海
聖
約
翰

大
学
と
は
対
極
の
所
業
で
あ
っ
た
。

第
三
節　

校
友
組
織
の
整
備
と
立
教
学
院
維
持
会

一　

立
教
学
院
校
友
会
の
発
足
と
発
展

一
九
三
一
年
に
財
団
法
人
立
教
学
院
が
成
立
し
、
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
は
再
び
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
単
独
で
経
営
す
る
学
校

と
な
っ
た
。
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
の
経
営
を
行
な
っ
て
い
く
に
あ
た
り
、
校
友
の
支
援
や
援
助
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

立
教
に
校
友
会
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
設
立
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
〇
二
年
時
点
で
は
立
教
学
院
校
友
会

が
存
在
し
て
お
り
、「
立
教
学
院
校
友
会
規
約
」
で
会
員
は
、
①
立
教
学
校
卒
業
者
、
②
立
教
学
校
新
旧
教
職
員
、
③
立
教
学
校
に

在
学
し
た
こ
と
が
あ
り
、
校
友
会
員
の
紹
介
に
よ
り
幹
事
の
推
薦
を
受
け
た
者
で
あ
っ
た
。
校
友
会
事
務
所
は
築
地
に
あ
っ
た
立
教

学
校
内
に
設
置
さ
れ
、
一
九
〇
一
～
〇
二
年
の
校
友
会
役
員
は
会
長
に
元
田
作
之
進
、
幹
事
に
浅
越
金
次
郎
、
杉
浦
貞
二
郎
、
貫
民

之
助
、
津
田
守
恕
、
水
田
榮
雄
で
あ
っ
た（

（16
（

。
こ
の
立
教
学
院
校
友
会
規
約
で
は
、
立
教
学
校
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
校
友
会
が
設
立
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さ
れ
た
の
は
一
八
九
六
年
四
月
の
立
教
尋
常
中
学
校
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

一
九
〇
七
年
一
二
月
二
四
日
、
立
教
学
院
増
築
落
成
祝
賀
会
に
来
会
し
た
校
友
の
発
議
に
よ
り
立
教
学
院
校
友
会
が
組
織
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。「
立
教
学
院
校
友
会
規
約
及
細
則
」
に
お
い
て
、
会
員
資
格
に
は
立
教
学
校
、
立
教
大
学
校
、
立
教
学
院
、
立
教

中
学
校
、
立
教
大
学
の
卒
業
者
、
各
校
の
在
学
三
年
以
上
の
者
が
本
会
員
と
な
っ
た
。
ま
た
、
在
学
三
年
未
満
の
者
、
理
事
、
教
職

員
、
か
つ
て
理
事
、
教
職
員
で
あ
っ
た
者
は
校
友
会
の
推
薦
に
よ
り
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
役
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
会
長
に
は
小
林
彦
五
郎
、
幹
事
に
鈴
木
一
、
佐
藤
権
太
郎
、
名
誉
会
員
に
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
J
・
M
・
ガ
ー

デ
ィ
ナ
ー
、
T
・
S
・
テ
ィ
ン
グ
、
A
・
ロ
イ
ド
、
左
乙
女
豊
秋
が
な
っ
た
。

一
九
〇
七
年
一
二
月
に
立
教
学
院
校
友
会
が
組
織
さ
れ
た
の
は
、「
元
来
本
校
同
窓
会
な
る
も
の
数
年
前
に
存
在
せ
し
こ
と
あ
り

し
が
、
其
後
ち
立
消
へ
の
姿
と
成
り
ぬ
」
と
、
一
九
〇
二
年
時
点
で
存
在
し
て
い
た
校
友
会
が
自
然
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
ま
た
「
時
代
を
異
に
し
且
つ
本
校
の
如
く
屡
々
其
学
校
組
織
を
変
更
し
た
る
異
な
り
た
る
時
代
の
校
友
は
互
に
相
会
し
て

昔
話
も
合
は
ざ
る
も
の
故
、
此
の
全
般
に
亘
る
校
友
会
の
他
に
、
時
代
々
々
に
従
つ
て
小
部
会
を
組
織
す
る
は
最
も
適
当
の
こ
と
ゝ

思
は
る
を
以
て
、
既
に
旧
立
教
大
学
〔
校
〕
時
代
の
諸
氏
は
其
団
体
組
織
の
準
備
中
な
り
と
聞
け
り
」
と
、
立
教
学
院
校
友
会
の
ほ

か
に
も
各
種
の
校
友
団
体
の
組
織
を
整
備
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る（

（16
（

。
一
九
一
一
年
四
月
の
時
点
で
立
教
学
院
校
友
会
に
は
京
都

立
教
校
友
会
、
大
阪
立
教
校
友
会
、
神
戸
立
教
校
友
会
、
横
浜
立
教
校
友
会
、
旧
立
教
大
学
校
出
身
者
で
構
成
さ
れ
た
「
カ
ー
デ

ナ
ー
会
」、
英
語
専
修
学
校
校
友
会
、
東
京
高
等
商
業
学
校
進
学
者
に
よ
る
明
石
会
、
早
稲
田
大
学
進
学
者
に
よ
る
六
角
会
、
第
二

高
等
学
校
な
ど
仙
台
の
各
学
校
在
籍
者
に
よ
る
宮
城
野
会
、
慶
應
義
塾
大
学
進
学
者
に
よ
る
三
田
明
石
会
が
あ
り
、
そ
の
他
立
教
中

学
校
の
同
一
年
度
卒
業
者
の
校
友
団
体
（
一
九
〇
五
年
卒
の
三
八
会
、
一
九
〇
七
年
卒
の
五
葉
会
、
一
九
一
一
年
卒
の
春
秋
会
な

ど
）
や
名
称
を
つ
け
な
い
各
上
級
学
校
進
学
者
に
よ
る
校
友
団
体
な
ど
が
あ
っ
た（

（16
（

。

『
立
教
学
院
学
報
』
は
、
校
友
に
対
し
立
教
学
院
の
動
静
な
ど
を
伝
え
る
た
め
に
発
刊
さ
れ
た
。
岩
佐
琢
蔵
が
執
筆
し
た
「
祝
立

教
学
院
学
報
発
刊
」
の
中
で
、「
此
雑
誌
が
今
後
活
躍
し
て
、
校
友
相
互
親
睦
の
機
関
た
る
の
み
な
ら
ず
（
中
略
）
積
極
的
に
母
校
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を
助
く
る
の
機
関
た
る
こ
と
を
得
は
、
校
友
会
の
為
に
も
、
母
校
の
為
に
も
、
此
雑
誌
発
刊
は
極
め
て
祝
す
べ
き
事
で
あ
る
」
と
寄

せ
て
い
る（

（17
（

。
こ
の
『
立
教
学
院
学
報
』
の
編
輯
者
・
発
行
者
の
代
表
者
が
杉
浦
貞
二
郎
で
あ
り
、
杉
浦
が
校
友
会
の
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
。
杉
浦
は
、
一
八
九
二
年
に
立
教
学
校
を
卒
業
し
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
の
ち
、
一
九
〇
三
年
か
ら
陸
軍
大
学
校
教
授

（
一
九
二
三
年
七
月
ま
で
）
を
務
め
、
一
九
〇
七
年
九
月
に
私
立
立
教
学
院
立
教
大
学
が
設
立
さ
れ
る
と
講
師
と
な
っ
た
。

一
九
〇
九
年
三
月
二
五
日
の
校
友
会
総
会
で
、
杉
浦
貞
二
郎
が
校
友
会
長
に
選
出
さ
れ
た（

（17
（

。
一
九
一
一
年
に
杉
浦
は
、
校
友
会
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
、
校
友
間
の
団
結
を
促
進
す
る
た
め
に
校
友
会
館
の
建
設
を
提
議
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
項
で
詳
述
す
る
。

た
だ
し
、
当
時
の
学
校
当
局
は
、
校
友
会
の
動
き
に
「
極
め
て
冷
淡
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
立
教
学
院
八
十
五
年
史
』
で
は
、「
校

友
が
団
結
し
て
力
を
持
つ
こ
と
は
学
校
行
政
上
困
る
と
考
え
た
点
も
あ
っ
た
と
思
う
。
当
時
の
学
校
当
局
と
い
え
ば
米
国
伝
道
協
会

か
ら
派
遣
さ
れ
た
米
国
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
学
校
の
経
営
の
実
権
を
日
本
人
が
持
つ
と
い
う
事
は
考
え
ら
れ
ぬ
事
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る（

（17
（

。

し
か
し
、
立
教
学
院
校
友
会
は
活
発
に
活
動
し
て
は
お
ら
ず
、
一
九
一
八
年
一
一
月
に
杉
浦
を
中
心
に
立
教
学
院
校
友
会
東
京
支

部
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
際
、
校
友
に
対
し
『
立
教　

校
友
会
々
報
』
を
発
刊
し
た
。
杉
浦
は
、
校
友
会
東
京
支
部
を

組
織
し
た
理
由
に
つ
い
て
「
校
友
会
が
其
間
に
し
た
事
と
云
へ
ば
、
僅
か
に
中
学
校
の
四
教
師
の
在
職
二
十
五
年
を
祝
賀
す
る
為
め

に
少
し
ば
か
り
の
金
銭
を
集
め
た
事
の
外
か
、
在
京
の
校
友
す
ら
碌
々
お
互
に
顔
も
見
た
こ
と
が
な
い
位
で
、
又
た
既
に
校
友
会
は

存
在
し
、
且
つ
学
校
で
卒
業
式
の
あ
る
日
に
は
、
校
友
会
総
会
を
開
く
筈
に
な
つ
て
居
る
に
も
関
は
ら
ず
、
其
日
に
集
も
の
は
実
に

僅
少
で
あ
る
。
テ
ン
で
校
友
が
母
校
に
寄
り
附
か
な
い
と
云
ふ
様
な
有
様
で
あ
る
」
と
し
て
、
東
京
在
住
の
校
友
の
親
交
と
団
結
、

奮
起
を
促
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

（17
（

。

ま
た
、
立
教
大
学
が
池
袋
に
移
転
し
た
こ
と
に
よ
り
、
立
教
学
院
校
友
会
内
に
立
教
中
学
校
出
身
者
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
同
窓

会
の
創
立
が
立
教
中
学
校
卒
業
生
に
よ
り
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
築
地
か
ら
池
袋
へ
の
移
転
に
よ
り
発
足
を
延

期
し
、
一
九
二
六
年
五
月
五
日
の
立
教
中
学
校
新
築
校
舎
落
成
式
の
後
に
同
窓
会
総
会
を
開
催
し
て
、
立
教
中
学
校
同
窓
会
の
創
立
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を
決
議
し
た
。
そ
の
際
、
同
窓
会
会
員
で
、
す
で
に
立
教
学
院
校
友
会
の
会
員
で
あ
る
校
友
に
は
入
会
金
を
徴
収
し
な
い
と
の
議
決

を
行
な
っ
た（

（17
（

。
立
教
中
学
校
同
窓
会
の
目
的
は
、「
会
員
相
互
ノ
親
睦
ヲ
図
リ
且
本
校
ノ
発
展
ヲ
期
シ
以
テ
立
教
学
院
ニ
貢
献
ス
ル
」

こ
と
で
、
立
教
中
学
校
卒
業
生
と
修
業
生
が
普
通
会
員
、
立
教
中
学
校
元
職
員
と
現
職
員
が
特
別
会
員
と
な
り
、
名
誉
会
員
を
推
薦

す
る
こ
と
も
で
き
た
。
さ
ら
に
、
総
会
通
知
は
東
京
朝
日
新
聞
と
東
京
日
日
新
聞
の
広
告
で
行
な
う
と
さ
れ
た（

（17
（

。
ち
な
み
に
、
第
一

回
総
会
で
名
誉
会
員
に
推
薦
さ
れ
た
の
は
元
田
作
之
進
と
C
・
S
・
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
学
校
側
の
動
き
は
大
学
関
係
者
を
刺
激
し
、
一
九
二
二
年
四
月
三
〇
日
に
立
教
大
学
の
卒
業
生
だ
け
で
校
友
大
会
が

開
催
さ
れ
た
。
集
ま
っ
た
大
学
卒
業
生
た
ち
は
、
立
教
学
院
校
友
会
は
「
其
の
範
囲
が
余
り
に
広
く
且
其
の
組
織
が
ル
ー
ズ
」
で
あ

る
と
し
て
、
大
学
卒
業
生
の
み
に
よ
る
校
友
組
織
の
設
立
を
決
議
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
名
称
は
立
教
学
院
校
友
会
に
遠
慮
し
て

「
鳳
鳴
会
」
と
さ
れ
た（

（17
（

。
同
会
は
、「
立
教
大
学
第
一
回
卒
業
生
以
来
の
校
友
を
以
て
組
織
」
し（

（17
（

、
会
長
に
大
学
学
長
の
元
田
作
之
進
、

常
任
幹
事
に
第
二
回
文
科
卒
業
生
（
一
九
一
二
年
）
藤
井
隆
太
郎
ら
が
就
任
し
た（

（17
（

。
一
九
二
五
年
四
月
二
四
日
の
鳳
鳴
会
総
会
で
、

「
鳳
鳴
会
と
云
ふ
名
称
は
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
り
此
の
際
之
を
立
教
大
学
同
窓
会
と
改
称
す
る
事
に
決
定
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る

が（
（17
（

、
こ
の
と
き
立
教
大
学
同
窓
会
は
実
際
に
は
設
立
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
、
一
九
二
八
年
三
月
の
立
教
学
院
校
友
会
総
会
で
は
、
今
村
忠
助
ら
が
立
教
学
院
校
友
会
内
に
「
大
学
学
士
会
」
新
設
の

動
議
を
提
出
し
た
。
学
士
会
の
名
称
を
立
教
大
学
同
窓
会
に
変
更
し
て
議
論
が
続
け
ら
れ
た
が
総
会
は
紛
糾
し
、
提
案
者
の
一
人
で

あ
る
藤
井
隆
太
郎
は
「
節
制
統
一
あ
る
立
教
学
院
校
友
会
内
の
一
団
体
と
し
て
創
立
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
目
的
意〔
マ
マ
〕外

に
何
等

の
底
意
を
有
」
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
な
ど
、
立
教
学
院
校
友
会
に
対
す
る
弁
明
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

（18
（

。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
大
学
同
窓
会
設
立
の
動
き
が
顕
在
化
し
た
も
の
の
、
既
存
の
立
教
学
院
校
友
会
と
の
関
係
で
実
現
に

は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
七
年
四
月
、
立
教
学
院
校
友
会
は
規
約
を
改
正
し
、
新
た
に
会
員
か
ら
年
会
費
三
円
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た（

（18
（

。

一
九
二
三
年
一
二
月
に
杉
浦
が
学
長
事
務
取
扱
に
就
任
し
て
以
降
、
校
友
会
長
は
空
席
が
続
い
て
い
た
が
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
七
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日
に
元
田
作
之
進
が
就
任
し
た（

（18
（

。
し
か
し
、
元
田
は
翌
一
九
二
八
年
四
月
に
大
阪
で
病
死
し
、
同
年
一
一
月
三
日
に
は
松
崎
半
三
郎

が
四
代
目
の
校
友
会
長
と
な
っ
た（

（18
（

。

一
方
、
一
九
二
八
年
七
月
に
は
立
教
学
院
後
援
会
が
設
立
さ
れ
た
。
会
長
に
松
崎
半
三
郎
、
副
会
長
に
星
野
辰
雄
が
就
任
し
、
校

友
会
幹
事
一
六
五
名
が
評
議
員
と
し
て
名
を
連
ね
る
な
ど（

（18
（

、
校
友
会
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
立
教
学
院
後
援
会
は
、
総
額

五
〇
万
円
の
募
金
を
目
標
に
掲
げ
、
文
商
両
学
部
の
充
実
や
中
学
校
の
設
備
拡
充
を
打
ち
出
し
て
い
た
が
、
当
面
の
最
大
の
課
題
は

医
学
部
の
新
設
で
あ
っ
た
。
当
時
の
『
立
教
大
学
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
九
年
六
月
ま
で
に
六
万
八
〇
〇
〇
円
の
寄
付
が
集

ま
っ
た
と
さ
れ
る
が（

（18
（

、
後
援
会
の
そ
の
後
の
活
動
や
寄
付
金
の
使
途
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
校
友
に
よ
る
施
設
整
備
の
た
め
の
募
金
は
不
振
で
あ
っ
た
。
煉
瓦
校
舎
群
の
改
修
や
中
学
校
校
舎
の
建
設
と

い
っ
た
震
災
復
興
事
業
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
一
九
三
四
年
に
立
教
学
院
維
持
会
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
に
仮
設
建
築
以
外
で
完
成
し
た

建
物
は
、
心
理
学
実
験
室
（
一
九
三
二
年
一
一
月
）
の
み
で
あ
る（

（18
（

。
こ
れ
は
、
子
息
が
文
学
部
哲
学
科
在
学
中
に
死
去
し
た
三
井
信

託
社
長
米
山
梅
吉
が
「
令
息
の
在
学
を
紀
念
し
て
特
別
基
金
を
寄
贈
」
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で（

（18
（

、
校
友
会
や
後
援
会
の
募
金
活
動

の
成
果
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
三
一
年
に
は
財
団
法
人
立
教
学
院
が
設
立
さ
れ
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
を
と
も
に
経
営
す
る
体
制
に
な
っ
た
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
の
大
学
と
中
学
校
の
設
立
母
体
が
制
度
上
異
な
る
状
態
は
解
消
さ
れ
た（

（18
（

。
財
団
法
人
立
教
学
院
の
設
立
時
に
は
校
友
会
長

の
松
崎
が
同
法
人
の
理
事
に
就
任
し
（
第
三
編
第
一
章
第
二
節
参
照
）、
校
友
会
は
立
教
学
院
に
お
け
る
存
在
感
を
増
す
こ
と
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
一
年
五
月
に
は
機
関
誌
『
立
教
学
院
校
友
会
報
』
の
発
行
を
開
始
し
、
校
友
会
の
活
動
は
活
発
化
し
た
。

一
九
三
三
年
一
一
月
二
九
日
の
校
友
会
総
会
で
一
九
三
二
年
九
月
に
立
教
大
学
学
長
を
辞
任
し
た
杉
浦
貞
二
郎
が
副
会
長
と
な
り（

（18
（

、

一
九
三
六
年
一
二
月
一
七
日
の
立
教
学
院
校
友
会
総
会
で
杉
浦
貞
二
郎
が
再
び
会
長
に
、
柳
田
諒
三
が
副
会
長
と
な
っ
た（

（19
（

。

ち
な
み
に
、
立
教
学
院
校
友
会
は
校
友
会
員
が
若
干
名
居
住
す
る
地
方
に
支
部
を
設
け
て
い
た
が
、
一
九
三
八
年
一
二
月
時
点
で

設
け
ら
れ
て
い
た
支
部
は
、
大
阪
・
京
都
・
神
戸
・
広
島
・
福
岡
・
横
浜
・
川
崎
・
所
沢
・
名
古
屋
・
仙
台
・
札
幌
・
台
北
・
京
城
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（
ソ
ウ
ル
）・
大
連
・
新
京
（
長
春
）・
上
海
で
あ
り
、
設
立
中
の
支
部
が
奉
天
（
瀋
陽
）・
ス
ラ
バ
ヤ
で
あ
っ
た（

（19
（

。

二　

校
友
会
館
の
建
設
と
寄
宿
舎
の
廃
止

一
九
〇
九
年
に
立
教
学
院
校
友
会
を
再
組
織
化
し
た
杉
浦
貞
二
郎
校
友
会
長
は
、
校
友
会
を
さ
ら
に
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
校
友

会
館
の
建
設
を
構
想
し
た
。
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
移
転
構
想
が
進
み
始
め
た
中
で
、
一
九
一
一
年
一
一
月
の
『
立
教
学
院
学
報
』

第
七
号
に
お
い
て
杉
浦
は
、「
校
友
会
館
新
築
の
議
」
を
掲
載
し
、「
由
来
我
校
友
の
散
漫
た
る
は
、
其
団
結
の
中
心
な
き
が
為
な

り
」
と
し
、「
強
固
な
る
校
友
相
互
の
団
結
は
、
今
や
母
校
及
校
友
自
身
の
利
益
の
為
め
に
必
要
な
り
」
と
、
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
に

校
友
会
館
を
建
設
し
、
校
友
会
館
を
校
友
会
事
務
所
や
『
立
教
学
院
学
報
』
の
発
行
所
、
在
学
生
の
各
種
団
体
の
事
務
所
に
提
供

し
、
学
生
生
活
や
校
友
間
の
交
流
の
中
心
と
し
、
同
窓
会
活
動
の
拠
点
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
校
友
の
団
結
」
の
象
徴
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
を
訴
え
た（

（19
（

。

最
初
に
提
案
さ
れ
た
校
友
会
館
計
画
概
案
で
は
、
純
和
風
の
二
階
建
て
の
建
物
を
予
定
し
、
校
友
会
事
務
所
の
ほ
か
、
校
友
の
会

合
や
宿
泊
に
も
応
じ
ら
れ
る
施
設
を
建
設
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
校
友
会
で
は
、
建
設
費
用
と
し
て
一
万
円
を
目
標
に
募
金

を
始
め
た（

（19
（

。
さ
ら
に
、
元
田
作
之
進
大
学
学
長
の
日
本
人
校
友
に
よ
る
建
物
が
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
欲
し
い
と
い
う
思
い
も
含
め
、

一
九
一
九
年
前
後
か
ら
再
び
校
友
会
館
建
設
の
動
き
が
現
れ（

（19
（

、
一
九
二
〇
年
一
月
に
は
設
計
図
が
作
成
さ
れ
た（

（19
（

。
そ
の
際
、
当
初
案
の

和
風
建
築
か
ら
、
瓦
葺
き
赤
煉
瓦
二
階
建
て
の
洋
風
建
築
に
改
め
、
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
他
の
建
物
と
様
式
を
統
一
し
た
。
最
終
的

に
当
初
予
定
を
大
き
く
上
回
る
二
万
二
〇
〇
〇
円
の
工
費
を
要
し
た
が
、
予
算
の
超
過
分
の
多
く
を
寄
付
し
た
の
は
立
教
大
学
校
出

身
で
校
友
で
あ
っ
た
東
京
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
社
長
の
末
延
道
成
（
戦
後
、
立
教
大
学
法
学
部
教
授
と
な
る
末
延
三
次
の
養

父
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
旧
立
教
大
学
校
出
身
某
氏
よ
り
格
別
を
以
て
金
一
万
円
寄
附
被
下
」
た
と
、
当
初
は
匿
名

で
記
載
さ
れ
て
い
た
が（

（19
（

、
後
年
の
一
九
三
二
年
五
月
二
三
日
に
末
延
道
成
が
死
去
し
た
際
の
訃
報
記
事
で
「
我
が
校
友
会
の
顧
問
で

あ
り
、
先
年
校
友
会
館
建
設
の
際
に
、
一
万
円
を
寄
附
さ
れ
た
」
と
、
実
名
が
明
記
さ
れ
た
。
末
延
は
、「
明
治
四
・
五
年
頃
、
大
阪
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に
英
和
学
舎
の
あ
つ
た
頃
ウ
イ
リ
ア
ム
監
督
に
師
事
さ
れ
た
事
が
あ
つ
て
、
当
時
末
延
さ
ん
が
何
か
志
を
立
て
、
そ
の
為
に
必
要
な

金
を
監
督
か
ら
貰
は
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
当
時
の
末
延
さ
ん
に
は
余
程
の
大
金
と
見
え
て
、
成
功
さ
れ
て
後
も
そ
の
事

を
思
出
し
て
は
感
謝
さ
れ
同
時
に
、
ウ
イ
リ
ヤ
ム
監
督
の
徳
を
慕
は
れ
て
居
ら
れ
」、
立
教
大
学
が
池
袋
に
移
転
し
た
際
、
日
本
人

の
手
に
よ
る
建
物
を
大
学
構
内
に
造
り
た
い
と
す
る
運
動
が
起
こ
っ
た
際
、
末
延
が
快
く
寄
付
を
し
た
。
こ
れ
は
末
延
の
「
ウ
イ
リ

ア
ム
監
督
へ
の
報
恩
の
志
か
ら
で
あ
」
る
と
、
杉
浦
は
述
べ
て
い
る（

（19
（

。

こ
う
し
た
校
友
や
末
延
の
寄
付
金
に
よ
っ
て
、
一
九
二
二
年
二
月
に
校
友
会
館
は
落
成
し
た（

（19
（

。
し
か
し
、
建
物
の
み
は
完
成
し
た

も
の
の
内
装
な
ど
を
整
備
す
る
費
用
が
な
か
っ
た
こ
と
や
、
大
学
の
慢
性
的
な
教
室
不
足
の
た
め
校
友
会
館
を
借
用
し
教
室
と
し
て

利
用
さ
れ
た（

（19
（

。
ま
た
、
関
東
大
震
災
後
は
築
地
の
住
居
を
焼
け
出
さ
れ
た
マ
キ
ム
主
教
の
事
務
所
と
な
る
な
ど（

（20
（

、
当
初
の
目
的
に
は
長

ら
く
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
一
年
の
校
友
会
理
事
会
で
校
友
会
館
の
返
還
に
つ
い
て
の
議
が
起
き
、
大
学
側
と
の
折

衝
の
結
果
、
心
理
学
実
験
室
の
落
成
を
期
し
て
、
一
九
三
二
年
に
校
友
会
館
が
校
友
会
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
本
来
の
目
的

で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（20
（

。

池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
に
建
設
さ
れ
た
寄
宿
舎
は
、
東
西
の
二
寮
（
現
在
の
二
号
館
、
三
号
館
）
に
分
か
れ
、
寄
宿
舎
食
堂
（
現
在
の

第
一
食
堂
）
を
備
え
、
二
棟
を
合
わ
せ
て
八
五
室
が
設
け
ら
れ
た
。
築
地
校
地
で
の
寄
宿
舎
の
室
数
は
一
七
室
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
寄
宿
舎
の
室
数
が
八
五
室
へ
と
大
幅
に
増
加
し
た（

（20
（

。
舎
室
は
広
さ
が
六
畳
の
西
洋
室
で
、
一
人
一
部
屋
、

戸
棚
、
ベ
ッ
ド
、
テ
ー
ブ
ル
、
椅
子
、
ス
チ
ー
ム
暖
房
を
完
備
し（

（20
（

、
さ
ら
に
「
外
人
教
師
室
」、
社
交
室
が
東
西
各
寮
一
つ
ず
つ
置
か

れ（
（20
（

、
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
設
備
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
食
堂
に
付
属
し
た
建
物
は
一
階
に
台
所
、
二
階
は
日
本
風

の
寝
室
八
部
屋
が
置
か
れ
、「
小
使
賄
及
び
汽
関
士
」
の
部
屋
で
あ
っ
た（

（20
（

。
一
九
一
九
年
の
「
立
教
大
学
寄
宿
舎
規
則
」
で
は
、
舎
生

に
チ
ャ
ペ
ル
で
の
朝
祷
式
、
日
曜
礼
拝
式
の
出
席
と
寄
宿
舎
内
で
行
な
わ
れ
る
晩
祷
式
、
聖
書
講
義
の
出
席
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

舎
費
は
毎
月
三
円
、
食
費
は
毎
月
一
二
円
と
さ
れ
、
物
価
の
変
動
に
よ
っ
て
増
減
す
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
た（

（20
（

。

寄
宿
舎
に
は
、
学
長
が
任
命
す
る
舎
監
が
置
か
れ
、
舎
生
の
互
選
に
よ
る
幹
事
、
委
員
が
舎
監
を
補
佐
し
て
、
舎
務
を
行
な
っ
た（

（20
（

。
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舎
生
に
よ
る
役
員
と
し
て
置
か
れ
た
の
は
、
幹
事
四
名
、
図
書
委
員
四
名
、
郵
便
委
員
二
名
、
炊
事
委
員
四
名
で
あ
っ
た
。
幹
事
は

入
退
舎
の
考
査
、
器
具
の
整
頓
掃
除
の
監
督
、
室
割
、
門
限
、
起
床
時
間
を
定
め
た
。
図
書
委
員
は
東
西
各
寮
二
名
ず
つ
置
か
れ
、

新
聞
雑
誌
、
図
書
の
購
入
、
整
理
、
保
存
な
ど
を
、
郵
便
委
員
は
東
西
各
寮
一
名
ず
つ
置
か
れ
、
郵
便
物
の
受
理
、
配
達
の
監
督

を
、
炊
事
委
員
は
賄
方
と
の
交
渉
一
切
を
担
当
し
、
賄
方
の
雇
用
や
解
雇
に
つ
い
て
は
大
学
事
務
局
と
協
議
を
行
な
っ
た（

（20
（

。
こ
の
よ

う
に
、
寄
宿
舎
は
学
生
の
自
治
が
重
視
さ
れ
た
た
め
、
舎
生
と
な
る
に
は
、「
他
ノ
監
督
鞭
撻
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
自
彊
不
息
ノ
用
意
ナ

カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
故
ニ
自
立
自
治
ノ
精
神
乏
シ
キ
者
ハ
入
舎
ヲ
許
サ
ズ
」
と
さ
れ
た（

（20
（

。

ま
た
、
寄
宿
舎
で
の
宗
教
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
寄
宿
舎
入
寮
の
先
入
権

は
予
科
文
科
の
神
学
候
補
生
に
あ
り
、
本
科
で
は
聖
公
会
神
学
院
と
二
重
学
籍
を
持
つ
文
学
部
宗
教
学
科
の
学
生
が
予
科
か
ら
そ
の

ま
ま
入
寮
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
立
教
開
学
以
来
の
寄
宿
舎
で
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
実
践
を
図
る
考
え
の
も

と
、
寄
宿
舎
内
で
舎
生
が
寝
食
を
共
に
し
、
舎
内
や
チ
ャ
ペ
ル
で
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
や
宗
教
活
動
な
ど
を
通
じ
て
舎
生
の
信
仰
心

の
深
化
を
目
的
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
一
九
二
八
年
夏
に
は
聖
公
会
神
学
院
に
寄
宿
舎
が
新
築
さ
れ
、
神
学
生
の
多
く
は
聖
公
会

神
学
院
寄
宿
舎
に
移
動
し
た
が（

（21
（

、
神
学
候
補
生
が
入
寮
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
他
に
入
寮
で
き
る
予
科
生
徒
、
本
科
学
生
は
寮
室
の

空
き
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
入
寮
が
許
さ
れ
た
た
め
、
入
寮
が
で
き
な
か
っ
た
学
生
の
中
に
は
「
神
学
院
の
寄
宿
舎
か
大
学
の
寄
宿

舎
か
わ
か
ら
ぬ
と
不
平
を
い
ふ
も
の
」
も
多
か
っ
た（

（21
（

。

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
一
九
三
〇
年
前
後
か
ら
寄
宿
舎
の
廃
止
を
求
め
る
議
論
が
学
生
内
か
ら
盛
ん
と
な
っ
た
。『
立
教
大

学
新
聞
』
で
は
、「
学
園
を
行
く
―
3
―
勉
強
は
止
め
ろ
遊
ん
で
暮
せ　
『
エ
ツ
ヘ
ヘ
ヘ
寄
宿
舎
と
は
見
損
な
っ
た
よ
』
春
か
ら
夏
へ

寮
生
活
」
と
い
う
記
事
や（

（21
（

、「
寄
宿
舎
を
廃
止
し
ろ
の
声　

漸
く
学
園
に
充
つ
」
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（21
（

。
と
り
わ

け
、「
寄
宿
舎
を
廃
止
し
ろ
の
声　

漸
く
学
園
に
充
つ
」
と
の
記
事
で
は
、
英
文
学
会
や
経
済
学
会
、
史
学
会
な
ど
の
学
内
研
究
団

体
や
学
友
会
学
芸
各
部
が
寄
宿
舎
を
廃
止
し
研
究
室
へ
の
改
造
を
強
く
主
張
し
た
。
記
事
中
で
は
「
ジ
ヤ
ズ
に
合
せ
て
踊
り
狂
ふ
舎

生　

舎
監
を
馬
鹿
と
怒
鳴
る　

寄
宿
舎
の
怪
事
い
ろ
〳
〵
」
と
の
見
出
し
を
つ
け
、
一
部
寄
宿
生
の
生
活
態
度
を
問
題
視
す
る
と
と
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も
に
、「
現
在
の
寄
宿
舎
及
び
付
属
食
堂
は
時
代
の
推
運
と
共
に
存
在
の
意
義
を
衰〔
マ
マ
〕失
し
た
、
こ
の
機
に
当
り
研
究
室
設
置
の
要
求

は
妥
当
で
あ
り
学
園
内
の
諸
研
究
団
体
の
正
常
的
発
展
を
も
た
ら
す
所
以
と
な
ら
う
」
と
寄
宿
舎
に
代
え
て
研
究
室
を
設
置
す
べ
き

と
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
取
材
に
応
じ
た
岩
佐
琢
蔵
舎
監
は
、
寄
宿
舎
の
実
状
や
学
生
の
訴
え
を
認
め
つ
つ
、「
寄
宿
室
を
移
転

し
て
教
室
や
研
究
室
に
当
た
い
と
は
願
つ
て
ゐ
る
が
、
寄
宿
舎
を
全
然
廃
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
し
、
財
源
が
な
い
状
況
で

寄
宿
舎
の
移
転
も
で
き
な
い
と
述
べ
た（

（21
（

。

こ
の
寄
宿
舎
内
の
不
行
状
を
掲
載
し
た
同
紙
の
記
事
は
問
題
と
な
り
、
翌
号
で
寄
宿
舎
内
で
の
不
行
状
行
為
は
「
過
去
現
在
に
お

い
て
そ
の
例
を
見
な
い
程
で
そ
の
他
誇
張
的
に
よ
り
直
接
舎
生
々
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
如
き
記
事
は
事
実
誤
記
に
付
き
取
消
す
」

と
記
事
の
訂
正
を
行
な
う
と
と
も
に
、
前
号
に
掲
載
し
た
岩
佐
舎
監
の
話
に
つ
い
て
も
、
岩
佐
は
「
実
際
あ
の
時
寄
宿
舎
乱
痴
気
騒

の
話
は
全
く
な
か
つ
た
、
僕
が
寄
宿
舎
の
事
を
よ
く
心
得
て
ゐ
る
と
い
つ
た
言
葉
を
丁
度
寄
宿
舎
の
記
事
の
直
後
に
載
せ
て
あ
た
か

も
寄
宿
舎
の
紊
乱
を
保
証
さ
せ
た
の
は
ヒ
ド
イ
」
と
述
べ
た
記
事
を
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

（21
（

。
ま
た
、
同
号
で
の
寄
宿
生
か
ら
の

投
稿
記
事
で
は
、
一
部
舎
生
の
過
去
の
問
題
行
動
を
全
体
の
行
動
と
見
な
す
こ
と
は
迷
惑
で
あ
り
、
現
在
で
は
そ
う
し
た
問
題
行
動

は
な
い
と
反
論
し
て
い
る（

（21
（

。

た
だ
し
、
チ
ャ
ペ
ル
で
の
礼
拝
式
に
出
席
し
な
い
な
ど
寄
宿
舎
規
則
に
従
わ
な
い
寄
宿
生
が
い
た
こ
と
も
大
学
側
は
把
握
し
て
お

り
、
大
学
チ
ャ
プ
レ
ン
で
も
あ
る
高
松
孝
治
舎
監
長
は
大
学
と
し
て
は
寄
宿
舎
を
「
た
だ
よ
い
ク
リ
ス
チ
ア
ン
ゼ
ン
ト
ル
マ
ン
を
作

る
の
が
目
的
で
、
舎
生
中
に
問
題
と
な
る
の
は
中
途
か
ら
入
舎
し
た
者
が
多
い
様
で
」
あ
る
と
し
、
寄
宿
舎
の
改
善
を
図
っ
た（

（21
（

。
そ

の
背
景
に
は
、
初
期
に
多
数
を
占
め
た
神
学
生
が
、
聖
公
会
神
学
院
に
も
寄
宿
舎
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
退
寮
し
、
宗
教
的
雰
囲
気

が
失
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た（

（21
（

。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
宗
教
的
雰
囲
気
を
取
り
戻
す
た
め
、
寄
宿
舎
へ
の
入
舎
は
原
則
と
し
て
予
科
生
に
限
る
こ
と
な
ど
の
改
善
策

を
検
討
し
た
が（

（21
（

、
結
局
、
一
九
三
二
年
三
月
に
寄
宿
舎
を
閉
鎖
し
た（

（22
（

。
寄
宿
舎
閉
鎖
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
舎
生
の
賄
料
の
未
納
問
題

が
あ
り
、
食
堂
を
委
託
し
て
い
た
外
部
業
者
へ
の
負
債
が
累
積
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た（

（22
（

。
寄
宿
舎
の
建
物
は
改
築
さ
れ
、
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一
九
三
三
年
度
か
ら
小
教
室
、
中
教
室
、
学
生
ホ
ー
ル
、
研
究
室
な
ど
と
な
り（

（22
（

、
寄
宿
舎
食
堂
は
学
生
食
堂
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

ま
た
、
東
寮
（
現
・
二
号
館
）
は
文
学
部
研
究
室
に
、
西
寮
（
現
・
三
号
館
）
は
経
済
学
部
研
究
室
と
な
っ
た
。

ち
な
み
に
、
戦
後
「
昭
和
前
期
の
立
教
」
と
題
し
て
海
老
沢
有
道
文
学
部
教
授
を
司
会
に
武
藤
重
勝
（
一
九
三
〇
年
文
学
部
哲
学

科
卒
・
当
時
立
教
大
学
図
書
館
副
館
長
）、
秦
二
郎
（
一
九
三
一
年
経
済
学
部
経
済
学
科
卒
・
当
時
立
教
学
院
事
務
局
長
）
ら
が
出

席
し
て
座
談
会
が
開
か
れ
、
こ
の
中
で
寄
宿
舎
の
生
活
に
触
れ
て
い
る
。
座
談
会
で
は
、
寄
宿
生
は
傑
出
し
て
い
た
と
話
す
一
方
、

最
後
は
寄
宿
舎
が
乱
れ
て
い
た
と
述
べ
る
者
も
い
た
が
、
そ
れ
は
一
部
変
わ
っ
た
人
も
い
た
か
ら
だ
と
の
反
論
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

寄
宿
舎
の
部
屋
を
見
た
大
倉
喜
八
郎
か
ら
「
君
た
ち
は
ぜ
い
た
く
だ
」
と
言
わ
れ
た
話
や
サ
ン
セ
ッ
ト
・
パ
ー
テ
ィ
ー
を
行
な
っ
て

い
た
と
い
う
話
も
出
て
い
る
。
チ
ャ
ペ
ル
で
の
礼
拝
に
つ
い
て
、
武
藤
は
「
初
め
は
チ
ャ
ペ
ル
は
震
災
で
い
た
ん
で
ま
し
て
、
寮
の

ま
ん
中
に
ち
ょ
っ
と
し
た
広
間
が
あ
っ
て
コ
モ
ン
ル
ー
ム
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
祭
壇
が
あ
っ
て
、
礼
拝
を
や
っ
て
い
ま
し

た
。
あ
と
で
チ
ャ
ペ
ル
が
復
旧
し
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
礼
拝
を
し
た
ん
で
す
」
と
回
顧
し
て
お
り
、
当
時
の
寄
宿
舎
が
キ

リ
ス
ト
教
の
信
仰
心
を
育
む
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い（

（22
（

。

三　

財
団
法
人
立
教
学
院
の
諸
機
構
の
整
備
と
立
教
学
院
維
持
会
の
設
立

一
九
三
〇
年
七
月
、
大
学
の
議
事
機
関
で
あ
る
大
学
評
議
会
が
設
け
ら
れ
た
。
大
学
評
議
会
は
、
大
学
学
長
が
議
長
と
な
り
、
大

学
評
議
員
で
構
成
さ
れ
、
立
教
学
院
総
長
、
立
教
大
学
学
長
の
諮
問
に
あ
た
っ
た
。
審
議
事
項
は
、
①
大
学
の
職
制
、
学
則
、
内
規

の
制
定
改
廃
、
②
学
年
行
事
、
③
学
生
募
集
、
入
学
試
験
、
④
職
員
の
任
免
、
⑤
そ
の
他
の
一
般
学
務
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ

り
、
大
学
評
議
会
で
の
決
議
事
項
の
実
施
に
は
学
院
総
長
の
認
可
を
要
し
た
。
大
学
評
議
員
は
（
甲
）
チ
ャ
プ
レ
ン
、
学
部
長
、
予

科
長
、
事
務
長
、
図
書
館
長
、
学
生
主
事
課
長
（
後
、
学
生
課
長
）
と
、（
乙
）
在
職
三
〇
年
以
上
の
職
員
か
ら
大
学
学
長
の
推
薦

に
よ
っ
て
学
院
総
長
が
委
嘱
し
た
者
と
さ
れ
た（

（22
（

。
審
議
事
項
は
満
場
一
致
を
も
っ
て
即
決
す
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
二
回
の
会
議

を
経
て
決
定
さ
れ
た（

（22
（

。
大
学
評
議
会
は
、
一
九
三
二
年
九
月
頃
に
は
解
消
さ
れ
、
新
た
に
学
院
総
長
、
学
長
、
学
部
長
、
予
科
長
、
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チ
ャ
プ
レ
ン
、
図
書
館
長
、
学
生
人
事
課
長
、
会
計
課
長
、
学
生
課
長
、
庶
務
課
長
か
ら
な
る
大
学
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た（

（22
（

。

一
九
三
一
年
に
立
教
学
院
が
設
立
さ
れ
、
大
学
組
織
も
整
備
さ
れ
始
め
る
と
、
一
九
三
二
年
八
月
一
二
日
の
第
三
回
立
教
学
院
理

事
会
で
「
立
教
大
学
行
政
事
務
改
革
」
の
一
環
と
し
て
、「
学
院
事
務
最
高
諮
問
機
関
設
置
ノ
件
」
が
協
議
さ
れ
、
既
存
の
組
織
と

は
別
に
立
教
学
院
参
与
会
の
設
置
が
決
定
し
た
。
立
教
学
院
参
与
会
は
、
立
教
学
院
に
関
す
る
「
最
高
枢
機
諮
問
機
関
」
で
あ
り
、

総
長
の
諮
問
に
応
じ
総
長
に
建
言
を
行
な
い
、
総
長
は
必
要
に
応
じ
理
事
会
に
提
議
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
諮
問
事
項
は
、
①
立
教

大
学
、
立
教
中
学
校
幹
部
の
任
免
、
②
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
の
予
算
決
算
、
③
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
の
職
制
、
④
そ
の

他
、
総
長
が
必
要
と
認
め
た
重
要
事
項
で
あ
っ
た
。
会
長
は
立
教
学
院
総
長
が
務
め
、
参
与
員
に
は
立
教
大
学
学
長
、
立
教
中
学
校

校
長
、
文
学
部
長
、
経
済
学
部
長
、
予
科
長
と
総
長
が
立
教
学
院
理
事
会
の
同
意
を
得
て
推
薦
す
る
校
友
二
名
（
第
六
回
立
教
学
院

理
事
会
で
五
名
に
増
員
）
が
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
立
教
大
学
の
議
事
諮
問
機
関
で
あ
る
大
学
評
議
会
（
後
に
大
学
協
議
会
）、

立
教
学
院
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
立
教
学
院
参
与
会
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
七
月
七
日
の
第
六
回
立
教
学
院
理
事
会
に
、
立
教
学
院
参
与
会
は
「
立
教
学
院
維
持
後
援
会
ノ
件
」
を
提
議
し
た

が
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
全
国
協
議
会
の
立
教
大
学
新
講
堂
建
設
に
対
す
る
意
向
を
待
っ
て
、
協
議
を
延
期
し
た
。
翌
年
一
月
二
四
日

の
第
八
回
立
教
学
院
理
事
会
で
は
、
こ
の
件
に
加
え
、
立
教
学
院
顧
問
、
評
議
員
推
薦
の
件
が
審
議
さ
れ
た
。

立
教
学
院
顧
問
は
「
名
望
地
位
共
ニ
高
キ
人
々
ニ
顧
問
ト
シ
テ
当
学
院
ノ
為
メ
後
援
ヲ
願
」
う
と
さ
れ
、
定
員
を
一
〇
名
以
内
と

し
、
徳
川
家
達
公
爵
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ク
ラ
ー
ク
・
グ
ル
ー（Joseph C

lark G
rew

）
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
、
樺
山
愛
輔
伯
爵
、
福
井

菊
三
郎
三
井
合
名
常
務
理
事
が
就
任
し
た
。
ま
た
、
評
議
員
会
を
設
置
し
、
校
友
な
ど
か
ら
五
〇
名
以
内
の
評
議
員
を
選
出
し
、
理

事
会
に
よ
っ
て
必
要
と
認
め
た
重
要
事
項
（
学
校
行
政
事
項
を
除
く
）
が
諮
問
さ
れ
た
。
第
一
回
評
議
員
に
選
出
さ
れ
た
の
は
二
六

名
で
あ
っ
た
。
な
お
、
一
九
三
四
年
五
月
一
八
日
に
開
か
れ
た
第
一
回
立
教
学
院
評
議
員
会
で
会
長
に
杉
浦
貞
二
郎
が
、
副
会
長
に

水
田
榮
雄
が
就
任
し
た（

（22
（

。
一
九
三
四
年
時
点
で
の
立
教
学
院
の
主
要
人
事
の
一
覧
は
表
3
―

6
で
あ
る
。

第
八
回
立
教
学
院
理
事
会
に
お
い
て
、
番
外
出
席
で
あ
っ
た
木
村
重
治
学
長
が
立
教
学
院
維
持
会
の
設
置
に
つ
い
て
の
趣
旨
を
説
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明
し
た
。
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
総
長
ら
理
事
か
ら
は

「
ミ
ツ
シ
ヨ
ン
ノ
学
院
ニ
対
ス
ル
補
助
ガ
年
々
減
額
ノ

方
針
ナ
ル
事
自
然
此
ノ
如
キ
維
持
会
ノ
組
織
ハ
実
際

上
学
院
ノ
財
政
ヲ
援
ケ
又
其
レ
ガ
学
院
自
給
ニ
至
ル

首
途
ト
シ
テ
誠
ニ
悦
バ
シ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
米
国
方

面
ニ
モ
非
常
ニ
好
感
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ナ
ル
事
ヲ
信
ズ
」

と
賛
成
意
見
が
表
明
さ
れ
、
立
教
学
院
維
持
会
の
設

置
が
決
議
さ
れ
た
。
一
九
三
四
年
三
月
に
ラ
イ
フ
ス

ナ
イ
ダ
ー
総
長
、
木
村
重
治
学
長
、
小
島
茂
雄
中
学

校
校
長
の
連
名
で
出
さ
れ
た
「
立
教
学
院
維
持
会
趣

意
書
」
で
は
、「
近
き
将
来
に
於
て
立
教
学
院
が
財
政

上
の
援
助
を
米
国
人
士
の
み
に
依
頼
す
る
こ
と
を
得

ざ
る
情
勢
に
逢
着
す
れ
ば
其
維
持
上
に
於
け
る
困
難

の
到
底
免
れ
ざ
る
は
火
を
瞭
る
よ
り
も
明
か
な
り
」

と
し
、
維
持
会
を
設
置
す
る
こ
と
で
立
教
学
院
経
営

の
費
用
を
得
る
こ
と
が
設
立
の
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
た（

（22
（

。

ま
た
、「
立
教
学
院
維
持
会
規
則
」
で
会
員
は
五
年

間
、
毎
年
六
円
を
拠
出
し
、
会
員
に
は
毎
月
『
立
教

学
院
学
報
』
が
送
付
さ
れ
、
同
誌
に
は
立
教
学
院
や

立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
、
校
友
の
動
静
、
拠
金
の

表3-6　1934年時点の財団法人立教学院の主要人事一覧
立教学院理事会
理事 ジョン・マキム（理事長）、C・S・ライフスナイ

ダー、S・H・ニコルス、N・S・ビンステッド、
R・B・トイスラー、松崎半三郎、C・H・エバ
ンス

立教学院顧問
顧問 徳川　家達、J・グルー、樺山　愛輔、福井

菊三郎

立教学院評議員会
評議員 石井　亮一、濱口儀兵衛、早川喜四郎、落

合吉之助、菅　円吉、吉田　榮右、田邊加
多丸、竹田　義蔵、園部　潜、中村左衛門
太郎、梅原　健吉（常務員）、久保田富次
郎、柳田　諒三、松村松次郎、松村　松
年、前田　多門、小林彦五郎、小島　茂雄
（常務員）、斎藤　守圀（常務員）、阪井徳
太郎、木村　重治（常務員）、水田　榮雄
（副会長）、平澤　三郎、関口　眞静、膳桂　
之助、杉浦貞二郎（会長）

出典：�『立教学院学報』（第1巻第7号、1934年7月）24～25頁よ
り作成。

立教学院
立教学院総長 C・S・ライフスナイダー
大学付チャプレン 高松　孝治
中学付チャプレン 前島　潔
会計並書記 大平　芳男

立教大学
学長 木村　重治
文学部長 小島　茂雄
経済学部長 木村　重治
予科長 菅　円吉
宗教学科長 落合吉之助
哲学科長 菅　円吉
史学科長 小林　秀雄
英文学科長 岡倉由三郎
商学科長 須藤吉之祐
経済学科長 河西太一郎
教務課長 武藤　安雄
学生課長 飯田　堯一
人事課長 根岸由三郎
会計課長兼庶務課長 矢澤　賢一

立教中学校
校長 小島　茂雄
会計課長兼秘書 奥田　政市
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収
入
会
計
な
ど
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（22
（

。

立
教
学
院
維
持
会
が
設
置
さ
れ
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
杉
浦
貞
二
郎
学
長
事
務
取
扱

を
中
心
に
立
教
大
学
を
現
状
の
文
学
部
、
商
学
部
（
経
済
学
部
）
の
二
学
部
に
加
え
、
医
学
、
法
学
、
理
工
学
部
門
の
学
部
を
設
置

し
、
総
合
大
学
と
し
て
の
発
展
を
構
想
し
て
お
り
（
第
三
編
第
一
章
第
一
節
第
三
項
、
第
三
編
第
二
章
第
二
節
参
照
）、
そ
れ
が

一
九
三
三
年
の
「
立
教
学
院
拡
張
計
画
案
摘
要
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
立
教
学
院
維
持
会
が
設
置
さ
れ
た
第
八
回
立
教
学
院
理
事

会
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
へ
送
付
し
た
立
教
学
院
拡
張
一
五
年
計
画
案
と
予
算
案
の
説
明
が
行
な
わ
れ
た
（
第
三
編
第
一
章
第

二
節
参
照
）。
ま
た
、
世
界
恐
慌
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
財
政
状
況
の
悪
化
に
よ
り
、
立
教
大
学
が
帰
属
す
る
北
東
京
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
対
す
る
伝
道
支
出
が
一
九
三
三
年
度
か
ら
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
い
た
（
第
三
編
第
一
章
第
一
節
第
四
、五
項
参
照
）。
こ
の

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
か
ら
の
財
政
支
援
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
立
教
学
院
の
拡
張
を
図
ろ
う
と
す
る
に
は
金
銭
面
で
の

校
友
の
支
援
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
四
月
二
二
日
の
第
一
一
回
立
教
学
院
理
事
会
に
お
い
て
、
校
友
会
補
助
費
と
立
教
学
院
維
持
会
の
収
入
金
の
割
当
額

の
決
定
が
な
さ
れ
た
。
立
教
学
院
理
事
会
は
、
学
院
の
収
入
減
少
を
理
由
に
校
友
会
補
助
費
全
廃
の
意
向
を
示
し
て
い
た
。
し
か

し
、
校
友
会
に
学
院
か
ら
の
補
助
金
交
付
が
な
い
場
合
、
校
友
会
か
ら
中
学
学
友
会
に
交
付
す
る
予
算
運
営
に
支
障
が
出
る
場
合
を

考
慮
し
て
、
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
総
長
が
一
九
三
五
年
度
に
限
り
三
〇
〇
円
の
補
助
金
支
出
を
決
議
し
た
。
ま
た
、
同
日
の
理
事
会

で
立
教
学
院
維
持
会
の
一
九
三
四
年
度
収
入
金
（
五
二
七
七
円
九
八
銭
）
を
立
教
学
院
が
受
け
入
れ
、
理
事
会
は
学
報
諸
費
用

（
一
七
〇
一
円
三
八
銭
）、
維
持
会
経
常
費
（
九
四
七
円
八
銭
）、
大
学
交
付
金
（
六
二
九
円
五
二
銭
）、
中
学
交
付
金
（
二
〇
〇
〇

円
）
を
割
当
額
と
し
、
立
教
学
院
維
持
会
の
残
額
金
（
二
六
二
九
円
五
二
銭
）
を
定
期
預
金
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
立
教
学
院
維
持
会
の
収
入
が
立
教
大
学
や
立
教
中
学
校
の
経
営
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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四　

立
教
学
院
維
持
会
の
改
組

一
九
三
八
年
四
月
に
立
教
中
学
校
は
、
立
教
中
学
校
同
窓
会
員
に
向
け
て
『
い
し
ず
ゑ
別
報
』
を
創
刊
し
た
。
そ
れ
ま
で
立
教
中

学
校
同
窓
会
員
に
は
事
務
連
絡
を
主
な
内
容
と
す
る
『
立
教
中
学
校
同
窓
会
端
書
通
信
』
が
送
付
さ
れ
て
い
た
が
、『
い
し
ず
ゑ
別

報
』
を
発
刊
す
る
こ
と
で
、
立
教
中
学
校
同
窓
生
と
の
連
絡
を
よ
り
密
に
し
、「
学
校
側
と
し
ま
し
て
も
、
一
層
同
窓
諸
兄
に
接
近

し
て
諸
兄
の
直
接
、
間
接
の
御
支
援
を
仰
ぎ
た
い
」
と
し
て
い
た（

（23
（

。
こ
の
『
い
し
ず
ゑ
別
報
』
は
、
一
九
三
九
年
四
月
か
ら
『
立
教

中
学
校
同
窓
会
々
報
』
と
名
称
を
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
創
刊
号
に
、「
立
教
中
学
校
同
窓
会
会
費
の
徴
収
に
就
て
」
と
い
う
記
事

が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
去
三
月
十
日
丸
ノ
内
精
養
軒
ニ
於
テ
催
サ
レ
タ
ル
立
教
学
院
校
友
会
当
局
ト
、
立
教
中
学
校

同
窓
会
及
立
教
大
学
同
窓
会
各
交
渉
委
員
ト
ノ
懇
談
会
」
の
席
上
、
杉
浦
貞
二
郎
校
友
会
長
か
ら
「
立
教
中
学
校
同
窓
会
ガ
会
費
徴

収
ヲ
開
始
セ
バ
、
立
教
学
院
校
友
会
ト
シ
テ
ハ
会
費
徴
収
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ヲ
適
当
ト
ス
」
と
の
発
言
が
あ
り
、
立
教
中
学
校
同
窓
会
は

年
三
円
の
会
費
を
徴
収
し（

（23
（

、
一
九
三
九
年
度
に
つ
い
て
は
立
教
学
院
校
友
会
へ
の
納
入
金
と
し
て
三
〇
〇
円
を
収
め
る
こ
と
と
な
っ

た（
（23
（

。
帆
足
秀
三
郎
立
教
中
学
校
校
長
は
、「
直
接
校
友
の
支
援
を
受
け
る
た
め
に
、
立
教
中
学
校
の
同
窓
会
の
更
新
と
発
展
」
を
唱
え

た（
（23
（

。一
九
三
八
年
二
月
九
日
、
立
教
大
学
初
期
の
卒
業
生
の
ク
ラ
ス
会
「
立
教
つ
き
ぢ
会
」
が
発
起
人
と
な
り
、「『
校
友
相
互
の
よ
り

よ
き
聯
絡
と
強
化
』
と
『
よ
り
よ
き
立
教
の
発
展
へ
の
後
援
』」
と
を
目
標
と
す
る
大
学
同
窓
会
の
設
立
に
つ
い
て
の
会
合
を
開
催

し
、
久
保
田
正
次
と
中
曾
根
正
三
郎
が
準
備
委
員
と
な
っ
た
。
立
教
中
学
校
同
窓
会
が
独
自
に
会
費
を
徴
収
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

こ
と
を
受
け
て
、「
大
学
側
と
し
て
も
、
や
は
り
独
自
の
立
場
よ
り
会
費
も
取
立
て
、
種
々
の
活
動
に
移
つ
た
方
が
よ
い
で
は
な
い

か
と
い
ふ
」
議
論
が
起
こ
り
、
立
教
大
学
も
立
教
大
学
同
窓
会
の
設
立
を
快
諾
し
た
。
一
九
三
九
年
三
月
一
八
日
、
立
教
大
学
同
窓

会
創
立
総
会
を
開
き
、
立
教
大
学
同
窓
会
が
創
立
さ
れ
た（

（23
（

。
通
常
会
員
を
①
一
九
一
一
年
以
降
の
立
教
大
学
卒
業
者
、
②
立
教
学
校
、

旧
立
教
大
学
校
、
大
阪
英
和
学
舎
、
東
京
英
語
専
修
学
校
出
身
者
、
③
か
つ
て
立
教
大
学
に
学
籍
を
有
し
、
理
事
会
の
承
認
を
得
た

者
と
さ
れ
た
。
名
誉
会
長
に
遠
山
郁
三
立
教
大
学
学
長
、
会
長
に
平
沢
三
郎
、
副
会
長
に
小
島
茂
雄
、
河
北
林
吾
、
山
中
喜
一
が
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な
っ
た（

（23
（

。
立
教
学
院
校
友
会
は
立
教
大
学
同
窓
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
新
ニ
立
教
大
学
同
窓
会
設
立
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
雖
モ
、
学
院

校
友
会
ノ
存
続
セ
ラ
ル
ベ
キ
ハ
更
メ
テ
云
フ
迄
モ
ナ
シ
。
然
レ
共
、
非
常
時
局
ノ
折
柄
会
費
ノ
二
重
負
担
ニ
ツ
キ
テ
ハ
十
分
ノ
考
慮

ヲ
要
ス
ベ
ク
、
杉
浦
会
長
個
人
ノ
御
意
見
ト
シ
テ
ハ
、
昭
和
十
四
年
度
以
降
ノ
校
友
会
費
ハ
徴
収
セ
ザ
ル
ヲ
可
ト
ス
」
と
し（

（23
（

、
立
教

学
院
校
友
会
か
ら
は
会
費
の
徴
収
を
行
な
わ
ず
、
立
教
大
学
同
窓
会
は
会
員
か
ら
年
三
円
の
会
費
を
徴
収
し
、
一
九
三
九
年
度
に
つ

い
て
は
立
教
学
院
校
友
会
へ
の
納
入
金
と
し
て
三
〇
〇
円
を
収
め
る
こ
と
と
な
っ
た（

（23
（

。

こ
こ
に
、
立
教
学
院
校
友
会
の
下
に
立
教
大
学
同
窓
会
と
立
教
中
学
同
窓
会
が
置
か
れ
、
立
教
学
院
校
友
会
は
各
校
同
窓
会
の
納

入
金
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（23
（

。
た
だ
し
、
杉
浦
貞
二
郎
立
教
学
院
校
友
会
長
は
各
校
同
窓
会
の
設
立
に
つ
い
て
「
屋

上
屋
を
築
く
や
う
な
も
の
で
、
無
用
の
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
、
立
教
学
院
校
友
会
の
理
事
会
は
「
誰
し
も
断
じ

て
校
友
会
が
活
動
を
中
止
し
て
解
散
す
る
如
き
こ
と
を
欲
せ
ず
、
校
友
会
は
永
く
存
続
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
併
し
同
窓
会
と
の
関

係
は
、
自
然
の
成
り
行
き
に
任
す
よ
り
他
な
し
と
云
ふ
大
体
の
意
向
」
で
あ
っ
た（

（23
（

。
こ
の
よ
う
に
、
杉
浦
本
人
と
し
て
は
大
学
同
窓

会
の
設
立
は
不
服
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
一
九
三
九
年
一
一
月
二
七
日
の
立
教
学
院
校
友
会
の
総
会
で
杉
浦
は
校
友
会
長
を
辞
任
し
、

新
た
に
小
林
彦
五
郎
が
校
友
会
長
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

（24
（

。

日
中
戦
争
の
長
期
化
に
よ
る
日
米
関
係
の
悪
化
に
よ
り
、
立
教
学
院
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
か
ら
の
支
援
を
絶
っ
て
、
経
済
的
自
立

を
志
向
し
て
い
く
。
一
九
三
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
立
教
中
学
校
同
窓
会
の
発
展
運
動
は
、
一
九
四
〇
年
三
月
九
日
、
立
教
中
学
校
同

窓
会
内
に
立
教
中
学
校
拡
張
後
援
会
を
成
立
さ
せ
た
。
帆
足
校
長
は
「
本
校
の
如
く
海
外
の
同
情
者
の
支
援
の
み
に
依
つ
て
、
同
窓

生
と
の
関
係
が
直
接
的
で
な
か
つ
た
事
柄
が
、
或
る
意
味
に
於
て
母
校
の
発
展
を
遅
ら
し
め
た
事
は
事
実
で
あ
る
と
思
ふ
。（
中
略
）

私
は
当
局
者
の
一
人
と
し
て
同
窓
諸
氏
を
信
じ
、
そ
の
協
力
に
よ
つ
て
偉
大
な
る
立
教
中
学
校
の
出
現
を
希
望
す
る
者
で
あ
る
」
と

記
し
、
立
教
中
学
校
の
経
済
的
自
立
の
た
め
の
学
校
拡
張
計
画
を
行
な
っ
て
い
く（

（24
（

（
第
三
編
第
三
章
第
一
節
参
照
）。

こ
う
し
た
立
教
中
学
校
独
自
の
経
済
的
自
立
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
立
教
学
院
は
立
教
学
院
維
持
会
を
大
学
の
財
政
的
支
援
を
目

的
と
す
る
組
織
に
改
組
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
四
〇
年
四
月
一
九
日
、
遠
山
郁
三
学
長
は
帆
足
秀
三
郎
中
学
校
校
長
、
財
団
法
人
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立
教
学
院
の
会
計
担
当
で
あ
っ
た
奥
田
政
市
・
大
平
芳
男
・
矢
澤
賢
一
と
会
合
し
、
立
教
学
院
維
持
会
を
廃
止
し
、
立
教
大
学
は
立

教
大
学
維
持
会
を
組
織
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
立
教
学
院
維
持
会
は
、
財
団
法
人
立
教
学
院
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
成
立
し
た

た
め
、
解
散
に
つ
い
て
も
理
事
会
の
決
議
が
必
要
で
あ
っ
た（

（24
（

。
立
教
大
学
維
持
会
の
組
織
結
成
に
関
す
る
実
務
を
担
当
し
た
の
は
河

西
太
一
郎
経
済
学
部
教
授
で
あ
っ
た（

（24
（

。
五
月
七
日
の
第
三
四
回
立
教
学
院
理
事
会
に
お
い
て
、「
従
来
ノ
維
持
会
ヲ
改
組
シ
大
学
維
持

会
ト
シ
テ
ノ
幹
事
会
ヲ
開
キ
タ
ル
結
果
今
後
ノ
一
ケ
年
ニ
金
参
万
円
也
ヲ
目
標
ト
シ
テ
募
集
此
レ
ヲ
研
究
室
並
ニ
米
国
文
化
研
究
所

ノ
為
メ
充
当
ス
ル
事
、
此
レ
ニ
対
シ
松
崎
理
事
ヨ
リ
維
持
会
々
長
ト
シ
テ
付
加
説
明
ア
リ
、
理
事
一
同
其
ノ
募
金
ヲ
承
認
ス
」
と
決

議
さ
れ
た
。
ま
た
、
立
教
中
学
校
拡
張
後
援
会
に
つ
い
て
は
「
立
教
中
学
校
ガ
五
ケ
年
後
ニ
ハ
経
財
的
ニ
独
立
シ
得
ル
方
途
ノ
一
案

ト
シ
テ
立
教
中
学
校
拡
張
後
援
会
ノ
組
織
サ
レ
タ
ル
事
ヲ
悦
ビ
此
レ
ヲ
承
認
ス
ル
事
ニ
全
員
賛
成
確
定
」
し
た
。

河
西
は
、
立
教
大
学
維
持
会
の
会
長
に
松
崎
半
三
郎
、
副
会
長
に
小
林
武
彦
立
教
大
学
父
兄
会
幹
事
長
と
平
沢
三
郎
立
教
大
学
同

窓
会
会
長
を
充
て
る
案
を
遠
山
学
長
に
提
出
し
、
遠
山
か
ら
依
頼
を
受
け
た
松
崎
は
大
学
維
持
会
会
長
を
快
諾
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

（24
（

。

立
教
大
学
維
持
会
は
、
七
月
一
日
付
で
立
教
学
院
維
持
会
か
ら
そ
の
残
余
金
の
六
七
〇
一
円
一
〇
銭
を
受
領
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

（24
（

。

『
立
教
学
院
学
報
』
で
は
、「
学
院
維
持
会
は
、
今
回
当
事
者
間
の
議
に
よ
り
大
学
維
持
会
と
改
組
さ
れ
た
が
、
そ
の
組
織
は
大
学
同

窓
会
と
学
生
父
兄
及
び
有
志
か
ら
な
り
、
大
学
の
財
政
的
援
助
の
中
枢
機
関
と
し
て
強
力
な
る
基
礎
的
存
在
と
な
つ
た
。
こ
れ
を
機

会
に
維
持
会
は
中
学
を
除
く
従
来
の
事
業
に
加
へ
て
、
特
に
ア
メ
リ
カ
研
究
所
事
業
達
成
を
当
面
の
問
題
と
し
全
力
を
挙
げ
る
」

と
、
維
持
会
が
大
学
の
財
政
的
支
援
の
中
核
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（24
（

。

こ
う
し
た
大
学
と
中
学
校
と
の
関
係
の
変
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
財
団
法
人
で
経
営
す
る
構
想
に
ま
で
発
展
し
た
。
一
九
四
〇

年
一
〇
月
四
日
の
第
三
五
回
立
教
学
院
理
事
会
で
理
事
長
が
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
か
ら
松
井
米
太
郎
に
代
わ
り
、
日
本
人
理
事
が
多

数
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、「
立
教
学
院
ノ
機
構
ニ
ツ
キ
研
究
ス
ベ
キ
必
要
ヲ
認
メ
協
議
」
の
た
め
の
小
委
員
会
が
行

な
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
理
事
の
杉
浦
貞
二
郎
、
遠
山
郁
三
学
長
、
帆
足
秀
三
郎
中
学
校
校
長
の
三
名
が
委
員
と
な
っ
た
。
一
〇
月

八
日
の
部
長
会
で
は
、「
将
来
の
意
向
を
聞
く
に
、
立
教
中
学
と
大
学
と
財
団
を
別
に
す
る
か
、
又
は
附
属
中
学
部
と
す
る
を
可
と
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す
と
い
ふ
意
向
に
一
致
」
し（

（24
（

、
翌
九
日
の
課
長
会
も
部
長
会
と
同
意
見
と
な
っ
た（

（24
（

。

遠
山
学
長
は
、
こ
う
し
た
大
学
幹
部
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
一
〇
月
一
〇
日
、
新
た
な
立
教
学
院
の
機
構
研
究
を
行
な
う
小

委
員
会
に
臨
ん
だ
。
ま
ず
杉
浦
か
ら
「
近
頃
中
学
と
大
学
と
財
団
を
別
に
す
べ
し
と
の
意
見
を
聞
き
、
自
分
に
も
申
し
来
れ
る
も
の

あ
り
」
と
、
大
学
と
中
学
校
と
を
別
々
の
財
団
法
人
で
経
営
す
る
意
見
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
遠
山
は
、
学
院
機
構
を
従
来

通
り
の
ま
ま
で
存
続
さ
せ
、
財
団
法
人
の
分
離
を
望
ま
な
い
と
発
言
し
た
上
で
、「
中
学
が
兎
角
大
学
と
無
交
渉
に
事
を
運
ひ
、
之

を
軽
視
し
、
入
学
生
は
低
能
と
中
学
職
員
か
唱
な
ふ
る
を
聞
く
。
余
は
人
材
を
立
大
に
等〔
投
〕す
る
事
急
な
れ
は
、
斯
の
態
度
は
改
め
ね

は
な
ら
ぬ
」
と
、
中
学
校
側
の
態
度
を
批
判
し
た
。
帆
足
は
、
遠
山
の
学
院
機
構
存
続
の
意
見
に
同
意
し
た
上
で
、「
過
去
の
大
学

は
低
級
で
あ
っ
た
為
に
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
学
出
身
者
の
成
効〔
功
〕者
は
中
学
卒
業
者
で
あ
り
、
又
中
学
の
良
い
卒
業
生
が
イ

ヂ
メ
ラ
レ
タ
リ
し
た
」
と
、
遠
山
の
中
学
校
批
判
に
反
駁
し
た（

（24
（

。
こ
の
よ
う
に
、
大
学
と
中
学
校
と
が
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
認
識
に
は
大

き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。

一
一
月
五
日
の
第
三
六
回
理
事
会
で
杉
浦
か
ら
小
委
員
会
で
の
議
論
の
結
論
が
報
告
さ
れ
、
杉
浦
、
遠
山
、
帆
足
の
各
委
員
は
従

来
通
り
大
学
と
中
学
校
を
一
つ
の
財
団
法
人
で
経
営
す
る
こ
と
で
一
致
し
、
新
た
な
立
教
学
院
総
長
を
選
任
し
た
上
で
、
新
総
長
の

下
で
将
来
の
立
教
学
院
の
機
構
を
研
究
す
べ
き
で
あ
る
と
答
申
し
た
。
こ
の
際
、
遠
山
は
、
立
教
学
院
の
機
構
改
編
だ
け
で
は
な
く

「
寄
附
行
為
改
変
の
為
と
解
し
居
れ
り
」
と
補
足
説
明
し
、
松
崎
理
事
も
「
単
に
機
構
の
変
革
丈
け
で
は
不
十
分
な
る
べ
し
。
結
局

寄
附
行
為
に
及
ふ
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
る
」
と
発
言
し
、
理
事
会
は
小
委
員
会
に
研
究
の
継
続
と
報
告
を
求
め
た（

（25
（

。
以
上
の
よ
う
に
、

立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
財
団
法
人
を
設
立
す
る
事
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
立
教
学
院
の
機

構
改
編
の
議
論
が
立
教
学
院
寄
附
行
為
の
変
更
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
第
三
編
第
一
章
第
二
節
第
六
項
参

照
）。立

教
学
院
校
友
会
が
立
教
大
学
同
窓
会
、
立
教
中
学
校
同
窓
会
の
納
入
金
で
運
営
さ
れ
、
立
教
学
院
維
持
会
が
立
教
大
学
維
持
会

に
改
組
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
立
教
学
院
維
持
会
の
事
業
達
成
の
た
め
、
立
教
学
院
や
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
の
状
況
、
学
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生
生
徒
・
校
友
の
動
静
を
伝
え
る
出
版
物
と
し
て
発
行
さ
れ
て
き
た
『
立
教
学
院
学
報
』
も
そ
の
性
格
や
編
集
体
制
に
変
化
が
表
れ

た
。
一
九
三
九
年
に
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
立
教
学
院
総
長
、
遠
山
郁
三
学
長
、
帆
足
秀
三
郎
中
学
校
校
長
の
連
名
で
書
か
れ
た
立
教

学
院
維
持
会
の
文
書
に
は
、「
立
教
学
院
学
報
は
継
続
発
行
す
る
も
之
を
縮
少
し
、
月
刊
を
改
め
一
年
二
、三
回
程
度
に
止
め
る
こ

と
」
と（

（25
（

、『
立
教
学
院
学
報
』
の
一
年
の
発
行
回
数
を
減
ら
す
処
置
が
取
ら
れ
た
。

一
九
三
九
年
一
一
月
三
〇
日
発
行
の
『
立
教
学
院
学
報
』
の
「
編
輯
後
記
」
に
は
、「
本
号
は
七
月
末
遅
く
も
九
月
初
旬
に
は
発

行
の
運
び
に
致
度
予
定
で
原
稿
も
集
め
た
の
で
す
が
、
其
の
後
編
輯
者
の
更
迭
や
ら
何
や
ら
で
順
繰
に
遅
れ
て
誠
に
申
訳
な
く
存
じ

て
居
り
ま
す
」
と
記
し
て
い
る（

（25
（

。
一
九
三
八
年
一
〇
月
に
発
行
さ
れ
た
『
立
教
学
院
学
報
』
第
五
巻
第
八
号
か
ら
一
九
三
九
年
一
一

月
に
発
行
さ
れ
た
第
五
巻
秋
季
号
に
は
一
年
ほ
ど
の
期
間
が
空
い
て
お
り
、
こ
の
間
の
様
子
が
一
九
四
〇
年
五
月
二
八
日
発
行
の

『
立
教
学
院
学
報
』
の
「
学
報
欄
」
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
十
月　

学
部
三
年
（
当
時
）
の
中
島
一
男
先
輩
を
総
務
と
し
て
新
に
成
立
を
見
た
立
教
学
院
学
報
編
輯
所
は
遠
山
郁
三

学
長
の
直
属
機
関
と
し
小
山
榮
三
教
授（

（25
（

の
指
導
の
下
に
本
年
更
に
そ
の
活
動
を
続
行
し
て
居
る
大〔

マ

マ

〕

立
教
大
学
の
学
生
文
化
の
啓

発
機
関
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
し
て
居
る
所
は
新
聞
紙
面
に
見
受
ら〔
マ
マ
〕

ら
れ
る
立
教
学
生
の
親
睦
と
啓
発
と
に
あ
る
。

斯
る
重
大
任
務
の
達
成
の
た
め
編
輯
所
員
た
る
学
生
は
そ
の
学
業
の
大
半
を
活
用
し
学
報
発
行
の
事
業
に
邁
進
し
て
居
る
の

で
あ
る
か
ら
希
く
ば
学
生
諸
君
の
絶
大
な
る
援
助
を
仰
が
れ
ん
事
を
編
輯
員
と
し
て
切
望
し
て
居
る
。
勿
論
そ
の
業
拙
し
と
雖

ど
も
揮〔
マ
マ
〕身

の
努
力
を
捻
出
し
て
斯
道
斯
学
の
本
快
に
近
づ
か
ん
事
を
切
願
し
て
居
る
も
の
で
あ
る（

（25
（

。

こ
の
よ
う
に
、『
立
教
学
院
学
報
』
編
集
部
は
、
遠
山
郁
三
立
教
大
学
学
長
の
直
属
機
関
と
し
て
学
生
が
主
体
と
な
っ
て
運
営
さ

れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
一
九
四
〇
年
一
〇
月
一
七
日
発
行
の
『
立
教
学
院
学
報
』
の
「
編
輯
室
よ
り
」
に
は
、「
幸
ひ
に
し
て
学

報
編
輯
部
は
大
学
当
局
の
文
書
発
行
事
務
の
一
機
関
で
あ
つ
て
学
報
の
発
行
は
す
べ
て
大
学
庶
務
課
で
行
ふ
（
中
略
）
学
報
編
輯
部

は
大
学
当
局
の
一
機
関
で
あ
つ
て
単
な
る
学
内
の
学
生
団
体
で
は
な
い
事
を
よ
く
知
つ
て
い
た
ゞ
き
た
い
と
思
ふ
」
と
記
載
さ
れ
て

お
り
、
学
報
編
集
部
が
単
な
る
学
生
団
体
で
は
な
く
、「
大
学
当
局
の
一
機
関
」
で
あ
る
と
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る（

（25
（

。
こ
れ
は
『
立
教
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学
院
学
報
』
の
編
集
が
学
生
課
の
監
督
下
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（

（25
（

。
ま
た
、
同
年
一
一
月
一
八
日
発
行
の
『
立
教
学
院
学
報
』

の
「
部
告
」
で
は
「
本
年
来
学
院
学
報
の
編
輯
は
ミ
ツ
シ
ヨ
ン
事
務
所
よ
り
学
生
の
編
輯
に
移
」
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
、『
立
教

学
院
学
報
』
は
第
六
巻
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
冊
子
体
か
ら
新
聞
紙
体
へ
と
発
行
形
態
が
変
化
し
た（

（25
（

。
さ
ら
に
、
定
期
発
行
が
大
学
当

局
の
好
意
に
よ
る
予
算
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、「
発
送
向
も
略
々
大
学
同
窓
会
、
学
生
、
父
兄
、
大
学
関
係
者
立
教
学
院
関
係
者
等

の
全
部
に
送
付
さ
れ
る
予
定
と
な
つ
」
た
と
も
記
さ
れ
て
お
り（

（25
（

、
一
九
三
八
年
か
ら
三
九
年
の
間
に
日
米
関
係
の
悪
化
に
よ
る
ア
メ

リ
カ
聖
公
会
と
立
教
学
院
と
の
関
係
の
変
化
や
、
前
述
の
立
教
学
院
維
持
会
の
改
組
な
ど
に
よ
り
、『
立
教
学
院
学
報
』
の
大
学
内

で
の
位
置
づ
け
が
変
わ
り
、
立
教
学
院
維
持
会
の
動
静
を
伝
え
る
出
版
物
か
ら
、
主
に
立
教
大
学
の
動
静
・
動
向
を
伝
え
る
機
関
紙

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
〇
年
五
月
一
七
日
、
新
聞
雑
誌
用
紙
統
制
委
員
会
が
発
足
し
、
六
月
一
七
日
、「
新
聞
雑
誌
用
紙
配
給
ト
言
論
報
道
政
策

ト
ノ
調
和
」
が
決
定
さ
れ
、
新
聞
・
雑
誌
に
対
す
る
用
紙
配
給
の
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（25
（

。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
同
月

二
六
日
に
新
聞
雑
誌
用
紙
統
制
委
員
会
は
「
新
聞
用
紙
統
制
要
綱
」
を
決
定
し（

（26
（

、
こ
の
方
針
に
も
と
づ
き
商
工
省
は
用
紙
の
供
給
制

限
を
強
化
し
た（

（26
（

。
政
府
の
新
聞
・
雑
誌
へ
の
用
紙
配
給
統
制
に
対
し
、
立
教
大
学
は
『
立
教
学
院
学
報
』、『
立
教
文
学
』、『
山
岳

部
々
報
』、『
経
済
学
会
誌
』、『
青
年
基
督
者
』、『
英
米
文
学
』、『
史
苑
』、『
哲
学
年
報
』、『
英
文
学
会
々
報
』、『
経
済
学
研
究
』
の

各
雑
誌
を
存
続
し
、『
演
劇
研
究
会
々
報
』、『
史
学
同
好
会
々
報
』、『
映
研
』、『
ど
ん
ぐ
り
（
級
誌
）』、『D

aw
n

（
級
誌
）』、『
東

亜
研
究
会
々
誌
』、『
学
友
会
報
』（『
立
教
学
院
学
報
』
と
合
併
）
の
各
雑
誌
を
廃
止
す
る
措
置
を
と
っ
た（

（26
（

。

一
九
四
一
年
四
月
、
立
教
大
学
は
、『
立
教
学
院
学
報
』
を
『
立
教
大
学
新
聞
』
と
改
編
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
父

兄
に
講
読
義
務
と
し
て
購
読
料
一
円
を
納
付
さ
せ（

（26
（

、「
学
校
の
家
庭
と
の
連
絡
機
関
」
と
し
て
、
年
六
～
七
回
の
発
行
を
企
図
し
た
も

の
で
あ
っ
た（

（26
（

。
し
か
し
、
新
聞
紙
法
に
も
と
づ
く
『
立
教
大
学
新
聞
』
の
発
行
に
関
し
、
警
視
庁
、
内
閣
情
報
部
の
承
諾
を
得
ら
れ

た
が
、
調
査
の
結
果
『
立
教
学
院
学
報
』
が
定
期
刊
行
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
新
た
に
新
聞
紙
法
に
よ
る
届
出
許
可
が

必
要
と
な
っ
た（

（26
（

。
し
か
し
、
戦
時
下
の
新
聞
統
制
に
よ
る
新
聞
の
統
廃
合
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
新
た
に
届
出
許
可
を
得
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る
こ
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
三
年
に
発
行
が
途
絶
し
て
い
た
『
立
教
大
学
新
聞
』
を
再
発
行
す
る
手
続
き

を
と
り（

（26
（

、『
立
教
学
院
学
報
』
は
、
一
〇
月
一
日
に
改
め
て
『
立
教
大
学
新
聞
』
第
一
号
と
し
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

立
教
中
学
校
が
独
自
に
立
教
中
学
校
拡
張
後
援
会
を
組
織
し
、
立
教
中
学
校
の
拡
張
を
始
め
た
の
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
る
被
害

か
ら
の
復
興
の
た
め
、
文
部
省
か
ら
「
震
災
応
急
施
設
費
貸
付
金
」
を
借
入
し
て
い
た
こ
と
も
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。
一
九
二
四

年
三
月
二
〇
日
に
小
島
茂
雄
立
教
中
学
校
校
長
か
ら
江
木
千
之
文
部
大
臣
に
対
し
一
回
目
の
申
請
を
出
し
、
二
万
七
七
二
五
円
を
借

り
入
れ
、
さ
ら
に
同
年
八
月
に
二
回
目
の
申
請
を
行
な
い
、
五
万
四
二
七
五
円
を
借
り
入
れ
た
。
こ
の
借
入
金
の
返
済
は
一
九
二
九

年
か
ら
一
九
五
九
年
ま
で
の
三
〇
年
間
に
及
び
、
年
賦
償
還
期
間
中
は
年
利
率
五
％
が
課
せ
ら
れ
、
一
回
目
の
年
賦
金
額
が
一
七
九
三

円
九
九
銭
、
二
回
目
の
年
賦
金
額
が
三
五
一
一
円
九
六
銭
と
年
間
に
合
計
五
三
〇
五
円
九
五
銭
の
償
還
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
借
入
金
の
担
保
と
し
て
は
在
日
本
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
の
所
有
す
る
不
動
産
が
充
て
ら
れ
て
い
た（

（26
（

。

し
か
し
、
立
教
中
学
校
は
不
況
下
に
あ
っ
て
一
九
二
九
年
度
か
ら
の
償
還
が
で
き
ず
、
一
九
三
四
年
九
月
一
一
日
に
は
立
教
中
学

校
、
財
団
法
人
立
教
学
院
理
事
ラ
イ
フ
ス
ナ
イ
ダ
ー
の
連
名
で
震
災
応
急
施
設
費
貸
付
金
の
償
還
延
滞
理
由
を
文
部
省
に
提
出
し

た
。
こ
こ
で
は
、
立
教
中
学
校
の
収
入
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
か
ら
の
補
助
金
を
加
え
て
も
支
出
と
ほ
ぼ
同
額
で
、
償
還
年
賦
金
を
用

意
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
立
教
中
学
校
以
外
の
教
会
、
病
院
、
学
校
な
ど
の
施
設
経
営
に
多

額
の
経
費
が
か
か
り
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
立
教
学
院
へ
の
補
助
金
も
減
額
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
立
教
中
学
校
の
生
徒
定
員

五
〇
〇
名
の
授
業
料
収
入
で
は
財
政
状
況
の
改
善
が
見
込
め
な
い
の
で
、
立
教
学
院
維
持
会
を
設
立
し
て
経
費
の
募
金
に
着
手
す
る

と
し
て
い
た（

（26
（

。
こ
う
し
た
状
況
は
、
震
災
応
急
施
設
費
貸
付
金
の
交
付
を
申
請
し
た
他
校
も
同
様
で
あ
り
、
一
九
三
三
年
一
〇
月

三
一
日
に
は
罹
災
校
六
二
校
の
う
ち
五
八
校
が
集
ま
っ
て
「
罹
災
校
恩
借
低
資
返
納
方
に
関
す
る
協
議
会
」
を
開
き
、
そ
の
後
の
協

議
の
結
果
、
貸
付
金
の
返
納
方
法
と
し
て
無
利
子
と
す
る
こ
と
や
貯
蓄
預
金
に
よ
る
信
託
証
書
を
政
府
に
供
託
し
、
さ
ら
に
償
還
期

間
の
延
長
を
求
め
る
こ
と
を
決
議
し
た（

（26
（

。
こ
う
し
た
運
動
の
結
果
、
一
九
三
五
年
三
月
三
〇
日
に
は
「
政
府
貸
付
金
処
理
ニ
関
ス
ル

法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
公
共
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
貸
し
付
け
条
件
や
元
利
金
の
変
更
な
ど
が
行
な
え
る
こ
と
に
は
な
っ
た（

（27
（

。
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し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
財
政
問
題
を
解
決
で
き
ず
、
立
教
中
学
校
は
生
徒
定
員
の
大
幅
増
員
を
図
る
た
め
、
校
舎
建
設
な
ど
の
立

教
中
学
校
拡
張
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
た
め
に
立
教
中
学
校
同
窓
会
と
の
関
係
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
立
教
中
学
校

拡
張
後
援
会
を
組
織
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
を
財
政
面
で
支
援
し
て
き
た
立
教
学
院
維
持
会
は
、
立
教
大
学
の
財
政
的
支
援
を
目
的
と

す
る
立
教
大
学
維
持
会
に
改
組
さ
れ
、
立
教
中
学
校
の
財
政
的
支
援
が
目
的
で
あ
る
立
教
中
学
校
拡
張
後
援
会
と
合
わ
せ
、
両
校
が

そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
校
友
か
ら
の
直
接
的
な
支
援
を
受
け
る
体
制
が
で
き
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
節　

軍
国
主
義
・
教
学
刷
新
と
立
教
大
学
の
動
向

一　

学
生
運
動
の
急
進
化
と
取
り
締
ま
り
強
化

第
二
編
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
、
全
国
で
軍
事
教
練
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
立
教
大
学
で
も
こ
れ
に

呼
応
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
が
、
大
学
当
局
に
よ
っ
て
抑
え
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
軍
事
教
練
反
対
運
動
に
続
く
全
国
的
な
学
生
運
動

の
高
ま
り
は
、
そ
れ
に
対
す
る
内
務
省
＝
警
察
及
び
文
部
省
に
よ
る
抑
圧
・
取
り
締
ま
り
を
一
層
呼
び
起
こ
し
て
い
く
こ
と
と
な

り
、
立
教
大
学
も
そ
う
し
た
状
況
の
中
に
お
か
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

一
九
二
八
年
の
三
・
一
五
事
件
、
そ
し
て
、
一
九
二
九
年
の
四
・
一
六
事
件
（
日
本
共
産
党
に
対
す
る
検
挙
事
件
）
を
受
け
、
文

部
省
は
、
専
門
学
務
局
内
の
一
課
と
し
て
設
け
ら
れ
た
学
生
課
を
拡
充
し
、
同
年
六
月
二
九
日
に
文
部
大
臣
直
属
の
学
生
部
と
し
て

独
立
さ
せ
た（

（27
（

。
学
生
部
は
学
生
課
と
調
査
課
の
二
課
か
ら
な
り
、
学
生
課
は
「
学
生
生
徒
ノ
思
想
的
運
動
ノ
取
締
並
ニ
指
導
ニ
関
ス

ル
事
務
」
を
、
調
査
課
は
「
学
生
生
徒
ノ
思
想
的
運
動
ノ
一
般
的
調
査
」
を
担
っ
た（

（27
（

。
従
来
か
ら
の
学
生
運
動
の
取
り
締
ま
り
に
重

点
が
置
か
れ
た
が
、
厳
罰
主
義
一
辺
倒
か
ら
、
機
構
上
も
「
思
想
善
導
」
が
重
視
さ
れ
始
め
て
い
っ
た（

（27
（

。

他
方
、
三
・
一
五
事
件
お
よ
び
四
・
一
六
事
件
の
弾
圧
で
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
（
全
）
日
本
学
生
社
会
科
学
聯
合
会
（
学
聯
）
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は
急
進
化
し
、
一
九
二
九
年
一
一
月
七
日
に
学
生
に
よ
る
学
生
の
た
め
の
「
学
生
運
動
」
を
否
定
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
へ
の
従

属
を
目
指
す
日
本
共
産
青
年
同
盟
へ
の
改
組
の
た
め
、
自
ら
組
織
を
解
消
し
た（

（27
（

。

当
時
、
日
本
経
済
は
世
界
恐
慌
の
影
響
で
深
刻
な
不
況
に
陥
り
、
失
業
者
が
増
大
す
る
な
ど
、
労
働
運
動
の
激
化
を
惹
起
す
る
要

因
が
多
く
存
在
し
た
。
学
生
運
動
も
激
し
さ
を
増
し
、
一
九
二
九
年
秋
以
降
、「
各
地
の
高
校
を
中
心
に
ス
ト
ラ
イ
キ
や
騒
擾
も
頻

繁
に
発
生
」
し
て
い
た（

（27
（

。
こ
の
よ
う
な
事
態
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
文
部
省
は
、
一
九
三
〇
年
二
月
に
学
生
生
徒
主
事
協
議
会
を
開

催
し
、
そ
の
後
も
高
等
学
校
長
会
議
な
ど
の
各
種
会
議
を
開
い
て
い
っ
た
。

一
九
三
〇
年
一
二
月
か
ら
一
九
三
一
年
一
月
に
か
け
て
は
、「
日
大
・
関
西
大
・
早
大
・
明
大
・
立
大
な
ど
で
ス
ト
ラ
イ
キ
・
騒

擾
が
連
続
し
て
起
こ
っ
た
」
こ
と
に
対
応
し（

（27
（

、
私
立
大
学
総
長
学
長
協
議
会
、
私
立
大
学
学
生
監
会
議
、
関
東
及
関
西
私
立
大
学
学

生
監
打
合
会
な
ど
、
私
立
大
学
関
係
の
諸
会
議
が
開
催
さ
れ
た（

（27
（

。
た
と
え
ば
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
一
一
、
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
第

一
回
私
立
大
学
総
長
学
長
協
議
会
で
は
、「
学
生
左
傾
問
題
ニ
関
ス
ル
指
導
、
監
督
、
取
締
並
ニ
同
盟
休
校
事
件
等
ニ
関
ス
ル
当
面

ノ
措
置
、
対
策
ニ
付
協
議
ヲ
ナ
シ
タ
リ
」
と
文
部
省
学
生
部
が
説
明
し
て
い
た（

（27
（

。
こ
の
時
点
で
文
部
省
は
、「
帝
国
大
学
や
官
立
大
学

に
比
べ
教
育
環
境
や
条
件
に
差
が
あ
る
私
大
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
・
騒
擾
の
起
こ
る
可
能
性
が
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
連

鎖
的
に
他
校
に
飛
火
す
る
と
い
う
危
惧
」
を
持
ち
、
厳
し
い
取
り
締
ま
り
姿
勢
を
と
る
と
と
も
に
、
大
学
間
の
相
互
情
報
交
換
を

図
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（27
（

。

一
九
三
〇
年
九
月
に
は
「
思
想
問
題
に
関
係
す
る
各
省
当
局
者
、
学
校
・
教
育
関
係
者
」
に
よ
る
学
生
思
想
問
題
懇
談
会
が
開
か

れ
た
。
こ
れ
は
、
内
務
省
・
司
法
省
と
文
部
省
・
学
校
当
局
と
の
連
携
が
始
ま
る
契
機
と
な
っ
た（

（28
（

。

そ
し
て
、
文
部
省
は
、
一
九
三
〇
年
度
か
ら
官
立
高
等
学
校
、
一
九
三
一
年
度
か
ら
は
官
立
専
門
学
校
・
実
業
専
門
学
校
・
高
等

師
範
・
大
学
予
科
を
対
象
と
し
て
、
指
導
教
官
制
度
、
特
別
講
義
制
度
、
学
生
福
利
施
設
の
充
実
、
学
内
の
「
穏
健
ナ
ル
」
修
養
団

体
等
の
奨
励
事
業
を
開
始
し
た（

（28
（

。
こ
の
う
ち
指
導
教
官
制
度
は
、
ク
ラ
ス
担
任
と
は
別
に
、「
生
活
と
思
想
面
の
指
導
監
督
の
役
割
」

を
担
う
教
官
を
置
く
制
度
で
、
指
導
す
る
生
徒
数
は
約
二
〇
名
を
基
準
と
し
た
。
ま
た
、
特
別
講
義
は
、「
国
体
観
念
の
涵
養
と
マ



593

第一章　財団法人立教学院の設立

ル
ク
ス
主
義
の
排
撃
を
第
一
に
意
図
」
し
た
も
の
で
、
各
校
で
著
名
な
人
物
を
講
師
に
招
い
て
毎
学
年
一
定
時
間
実
施
す
る
と
さ
れ

た
。
し
か
し
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
、
高
等
学
校
で
も
ス
ト
ラ
イ
キ
・
騒
擾
が
頻
発
す
る
状
況
の
も
と
で
、
こ
の
よ
う
な
「
い
わ
ゆ

る
名
士
の
訓
育
論
は
、
そ
れ
自
体
が
格
好
の
批
判
と
攻
撃
の
的
」
に
な
っ
た（

（28
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
方
で
厳
し
い
取
り
締
ま
り
・
監
視
を
続
け
、
も
う
一
方
で
「
思
想
善
導
」
と
い
う
〝
善
い
方
向
〟
へ
と
学

生
・
生
徒
を
誘
導
す
る
文
部
省
の
思
想
統
制
策
は
、
一
九
三
〇
～
三
一
年
ご
ろ
に
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
学
生
部
か

ら
思
想
局
、
教
学
局
へ
と
統
制
組
織
が
拡
大
す
る
な
か
で
、
こ
の
方
針
は
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
続
け
た
。

一
九
三
〇
年
四
月
、
文
部
省
学
生
部
は
「
学
生
部
報
告
例
ニ
関
ス
ル
通
牒
」
を
発
し
、
各
学
校
に
対
し
て
学
生
・
生
徒
の
思
想
的

活
動
に
関
す
る
報
告
な
ど
を
求
め
た
。
そ
の
要
請
事
項
は
、
学
校
・
寄
宿
舎
・
校
友
会
な
ど
に
お
け
る
学
生
・
生
徒
の
思
想
的
活
動

状
況
の
報
告
、「
思
想
上
注
意
ヲ
要
ス
ル
学
生
生
徒
」
に
関
す
る
「
身
上
調
査
表
」
の
作
成
と
報
告
、
学
生
・
生
徒
の
図
書
閲
覧
の

取
り
締
ま
り
と
報
告
で
あ
っ
た（

（28
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
学
生
・
生
徒
の
言
動
は
学
内
外
の
日
常
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
調
査
・
監
視
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
学
生
主
事
・
生
徒
主
事
そ
の
も
の
が
学
内
で
『
警
察
権
』
を
持
つ
存
在
」（

（28
（

と
し
て
、
下
宿
や
寄
宿
舎

に
無
断
侵
入
し
て
読
書
傾
向
を
調
査
し
た
り
郵
便
物
を
検
閲
し
た
り
す
る
こ
と
、
警
察
署
や
憲
兵
隊
と
連
絡
を
と
る
こ
と
な
ど
も
行

わ
れ
た
。
そ
し
て
、
学
生
・
生
徒
が
思
想
問
題
に
よ
る
「
事
件
」
を
起
こ
し
た
場
合
、「
寛
大
な
処
分
や
復
学
の
可
能
性
、『
父
兄
恩

愛
』
を
慈
悲
的
に
、
あ
る
い
は
脅
迫
的
に
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
学
生
生
徒
に
左
傾
運
動
か
ら
の
離
脱
＝
『
転
向
』
が
迫
ら
れ
」

る
こ
と
と
な
っ
た（

（28
（

。

三
・
一
五
事
件
の
際
に
は
、
放
校
や
退
学
な
ど
の
一
律
的
な
厳
罰
主
義
で
の
対
応
が
多
数
見
ら
れ
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
る

と
、
文
部
省
は
「『
改
悛
』
＝
転
向
へ
の
誘
導
」
を
有
効
な
対
応
策
と
し
て
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

（28
（

。
文
部
省
学
生
部
の
「
思
想
的

理
由
に
よ
る
学
校
処
分
調
」
に
よ
り
、
処
分
の
変
化
を
み
る
と
、
放
学
、
除
名
、
退
学
、
諭
旨
退
学
、
無
期
停
学
、
停
学
、
其
他
の
六

項
目
の
う
ち
、
放
学
か
ら
諭
旨
退
学
ま
で
の
四
項
目
に
該
当
す
る
学
生
数
（
大
学
の
み
）
の
割
合
の
推
移
を
見
る
な
ら
ば
、
一
九
三
〇

年
度
ま
で
は
放
学
や
除
名
、
退
学
と
い
っ
た
大
学
か
ら
排
除
す
る
処
分
の
割
合
が
高
か
っ
た
が
、
以
後
は
学
校
当
局
の
処
分
の
あ
り
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方
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る（

（28
（

。

学
生
思
想
運
動
の
高
揚
・
激
化
に
対
し
て
、
文
部
省
学
生
部
は
内
務
省
・
司
法
省
と
も
連
携
し
つ
つ
、「
教
育
警
察
」
と
し
て
の

本
領
を
発
揮
し
、
学
内
の
左
翼
運
動
の
摘
発
と
取
り
締
ま
り
を
行
な
う
と
と
も
に
、「
思
想
善
導
」
の
徹
底
を
図
っ
た（

（28
（

。
学
生
思
想
運

動
の
検
挙
者
数
は
一
九
三
二
年
度
、
起
訴
者
数
で
は
一
九
三
三
年
度
に
最
大
を
記
録
、
学
校
全
体
を
巻
き
込
む
ス
ト
ラ
イ
キ
（
同
盟

休
校
）
や
騒
擾
の
件
数
は
一
九
三
〇
・
三
一
年
度
に
ピ
ー
ク
と
な
り
、
そ
の
後
は
激
減
傾
向
で
推
移
し
た（

（28
（

。

一
九
三
二
年
八
月
、
文
部
省
は
国
民
精
神
文
化
研
究
所
を
設
立
し
、
そ
の
も
と
に
研
究
部
と
事
業
部
を
置
い
た（

（29
（

。
こ
の
う
ち
事
業

部
は
教
員
研
究
科
と
研
究
生
指
導
科
か
ら
な
り
、
教
員
研
究
科
は
小
学
校
教
員
を
中
心
に
思
想
再
教
育
を
担
っ
た
。
ま
た
、
研
究
生

指
導
科
は
「
大
学
、
高
等
学
校
、
専
門
学
校
ノ
学
生
又
ハ
生
徒
ニ
シ
テ
思
想
上
ノ
理
由
ニ
依
リ
其
ノ
学
籍
ヲ
喪
ヒ
タ
ル
モ
ノ
」（

（29
（

を
研
究

生
と
し
て
入
所
さ
せ
、
指
導
・
転
向
さ
せ
る
事
業
を
担
当
し
た
。

二　

思
想
動
員
体
制
確
立
へ
の
道
―
思
想
局
、
そ
し
て
教
学
局
の
設
置
へ
―

一
九
三
四
年
五
月
三
一
日
の
官
制
中
改
正
を
も
っ
て
、
文
部
省
の
学
生
部
は
廃
止
さ
れ
、
思
想
局
が
設
置
さ
れ
た（

（29
（

。
予
算
措
置
を

伴
わ
な
い
局
へ
の
昇
格
で
あ
り
、
学
生
部
の
機
構
・
人
員
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
が
、
学
生
部
学
生
課
は
思
想
局
で
は
思

想
課
と
な
っ
た（

（29
（

。
思
想
局
は
、
左
翼
学
生
運
動
へ
の
抑
圧
・
取
り
締
ま
り
の
手
を
緩
め
ず
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
非
合
法
国
家
主

義
運
動
へ
の
警
戒
を
背
景
と
し
て
右
翼
学
生
運
動
へ
の
監
視
も
行
な
っ
た（

（29
（

。

一
九
三
五
年
二
月
に
は
天
皇
機
関
説
事
件
が
起
こ
り（

（29
（

、
同
年
八
月
に
岡
田
啓
介
内
閣
は
「
国
体
明
徴
」
声
明
（
第
一
次
）
を
発
表

し
た
。
さ
ら
に
、
一
〇
月
に
は
第
二
次
「
国
体
明
徴
」
声
明
が
出
さ
れ
、「
天
皇
機
関
説
は
我
国
体
に
反
す
る
」
と
の
宣
言
が
な
さ

れ
た
。
こ
の
第
二
次
「
国
体
明
徴
」
声
明
を
受
け
る
形
で
設
置
さ
れ
た
の
が
教
学
刷
新
評
議
会
で
あ
る
。

教
学
刷
新
評
議
会（

（29
（

は
、「
国
体
観
念
、
日
本
精
神
ヲ
根
本
ト
シ
テ
学
問
、
教
育
刷
新
ノ
方
途
ヲ
議
」
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

一
九
三
五
年
一
一
月
一
八
日
に
設
置
さ
れ
た
。
軍
部
か
ら
の
強
い
圧
力
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で（

（29
（

、「
学
問
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
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「
教
育
ニ
関
ス
ル
事
項
」
を
審
議
し
、
二
・
二
六
事
件
の
勃
発
に
よ
る
半
年
ほ
ど
の
中
断
を
は
さ
み
つ
つ
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
に

答
申
を
提
出
し
た
。
こ
の
答
申
で
は
、「
国
体
・
日
本
精
神
ニ
基
ク
教
育
的
学
問
的
涵
養
創
造
」、「
国
体
・
日
本
精
神
ノ
真
義
ノ
闡

明
」
と
い
っ
た
文
言
が
掲
げ
ら
れ
、「
教
学
刷
新
ノ
中
心
機
関
ノ
設
置
」
の
必
要
が
盛
り
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、「
教
学
刷
新
ノ
実
施

上
必
要
ナ
ル
方
針
」「
教
学
刷
新
上
必
要
ナ
ル
実
施
事
項
」
の
検
討
が
求
め
ら
れ
た（

（29
（

。

教
学
刷
新
評
議
会
の
設
置
自
体
は
文
部
省
の
発
意
で
は
な
く
、
岡
田
内
閣
と
し
て
の
天
皇
機
関
説
問
題
へ
の
「
応
急
的
対
応
」
と

し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
審
議
の
過
程
を
通
し
て
教
学
刷
新
評
議
会
を
「
文
相
の
管
理
の
下
に
置
く
と
い
う
結
論

を
導
き
出
」
し
、
文
部
省
に
と
っ
て
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
成
果
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
文
部
省
の
思
想
動

員
か
ら
教
学
統
制
へ
の
跳
躍
、
す
な
わ
ち
思
想
局
か
ら
外
局
の
教
学
局
へ
の
拡
充
が
可
能
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
る（

（29
（

。

す
で
に
、
こ
の
答
申
以
前
の
一
九
三
六
年
七
月
、
文
部
省
思
想
局
長
か
ら
直
轄
学
校
長
宛
に
「
日
本
文
化
講
義
」
と
「
日
本
文
化

教
官
講
習
会
」
の
実
施
を
要
請
す
る
通
牒
が
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
年
九
月
に
は
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、

「
教
学
刷
新
」
に
向
け
た
具
体
的
な
施
策
が
始
動
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
思
想
局
か
ら
教
学
局
の
事
業
へ
と
引
き
継
が
れ
、
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
戦
争
末
期
ま
で
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る（

（30
（

。

一
九
三
七
年
三
月
に
は
「
教
学
刷
新
」
施
策
の
一
環
と
し
て
、
高
等
学
校
高
等
科
の
「
修
身
」、「
国
語
及
漢
文
」、「
歴
史
」、「
地

理
」、「
哲
学
概
説
」、「
法
制
及
経
済
」
を
は
じ
め
、
師
範
学
校
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
、
実
科
高
等
女
学
校
の
「
修
身
」、「
公
民

科
」、「
国
語
漢
文
」、「
歴
史
」、「
地
理
」
な
ど
文
科
系
学
科
目
の
教
授
要
目
が
改
定
さ
れ
、
実
業
学
校
教
授
要
目
が
定
め
ら
れ
た（

（30
（

。

こ
れ
ら
の
教
授
要
目
、
と
く
に
修
身
科
教
授
要
目
の
教
授
方
針
に
掲
げ
ら
れ
た
「
我
ガ
国
体
ノ
本
義
」
の
闡
明
（
高
等
学
校
高
等
科

修
身
科
教
授
要
目
）、
あ
る
い
は
明
徴
（
師
範
学
校
、
中
学
校
、
高
等
女
学
校
及
実
科
高
等
女
学
校
、
実
業
学
校
の
修
身
科
教
授
要

目
）
が
、
一
九
三
七
年
前
後
か
ら
の
教
育
政
策
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
文
部
省
で
は
、
同
年
三
月
（
実
際
に
は
四
月

中
旬
）
に
「
国
体
明
徴
の
国
定
教
科
書
と
も
い
う
べ
き
地
位
を
占
め
る
」（

（30
（

こ
と
に
な
る
『
国
体
の
本
義
』
を
刊
行
し
た（

（30
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
、
文
部
省
当
局
の
学
生
思
想
対
策
は
、
抑
圧
・
取
り
締
ま
り
か
ら
指
導
・
監
視
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へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
五
年
の
天
皇
機
関
説
事
件
を
契
機
に
、「
国
体
明
徴
」
の
方
針
に
沿
う
あ
り
方
が
文
部

省
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
方
針
を
具
体
化
し
た
施
策
が
「
教
学
刷
新
」
の
か
け
声
の
も
と
に
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。

三　

立
教
大
学
に
お
け
る
学
生
思
想
運
動

軍
事
教
練
反
対
運
動
が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
の
ち
、
立
教
大
学
で
も
社
会
科
学
研
究
会
、
日
本
反
帝
同
盟
立
教
班
な
ど
に
よ
る

左
翼
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
末
時
点
で
関
東
学
生
社
会
科
学
聯
合
会
の
構
成
員
は
全
体
で
約
六
〇
〇

名
を
数
え
た
。
立
教
大
学
社
会
科
学
研
究
会
は
早
稲
田
地
区
に
属
し
、
会
員
数
は
二
五
名
で
あ
っ
た（

（30
（

。

立
教
大
学
社
会
科
学
研
究
会
の
設
立
や
活
動
に
つ
い
て
、
一
九
二
九
年
一
一
月
の
憲
兵
司
令
部
『
思
想
彙
報
』
は
、
次
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る
。

立
教
大
学
社
会
科
学
研
究
会
（
立
大
読
書
会
と
も
称
す
）
は
昭
和
二
年
一
月
頃
同
大
学
々
生
橋
本
信
明
、
西
川
輝
（
両
名
共

四
、一
六
事
件
に
依
り
収
監
中
）
の
提
唱
に
基
き
学
生
社
会
科
学
聯
合
会
の
指
導
に
依
り
組
織
せ
ら
れ
学
内
或
は
会
員
の
家
宅

等
を
集
合
場
所
と
な
し
毎
週
一
回
若
く
は
二
回
宛
会
合
研
究
し
つ
ゝ
あ
り
て
本
年
五
月
頃
よ
り
機
関
紙
「
立
大
読
書
会
ニ
ユ
ー

ス
」
を
発
行
（
二
回
程
発
行
）
各
メ
ン
バ
ー
に
配
布
し
つ
ゝ
あ
り
。

尚
本
年
五
月
頃
メ
ン
バ
ー
獲
得
の
た
め
「
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
研
究
し
ろ
―
反
動
的
教
育
政
策
絶
対
反
対
―
」
と

題
す
る
檄
文
三
百
五
六
十
枚
印
刷
学
内
に
撒
布
宣
伝
煽
動
せ
り
。

同
研
究
会
は
発
禁
処
分
に
附
せ
ら
れ
た
る
戦
旗
二
十
五
部
同
無
産
者
新
聞
三
百
八
十
部
位
反
帝
ニ
ユ
ー
ス
若
干
（
無
新
を
通

し
）
等
を
受
け
各
メ
ン
バ
ー
に
配
布
し
つ
ゝ
あ
り
。（

（30
（

立
教
大
学
社
会
科
学
研
究
会
が
学
聯
の
指
導
の
も
と
、
一
九
二
七
年
一
月
ご
ろ
に
組
織
さ
れ
た
こ
と（

（30
（

、
そ
し
て
読
書
会
の
開
催
、

機
関
紙
の
発
行
、
檄
文
の
撒
布
、『
無
産
者
新
聞
』
な
ど
の
配
布
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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学
生
運
動
に
お
け
る
「
読
書
会
」
は
、
学
生
を
集
め
、
左
翼
学
生
へ
と
養
成
す
る
〝
温
床
〟
と
見
な
さ
れ
、
官
憲
が
つ
ね
に
目
を

光
ら
せ
る
対
象
で
あ
っ
た
。
立
大
読
書
会
は
、
社
会
科
学
研
究
会
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
そ
の
な
か
の
）
活
動
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
〇

年
に
立
教
大
学
弁
論
部
内
に
組
織
さ
れ
た
読
書
会
に
つ
い
て
も
、
そ
の
詳
細
な
活
動
内
容
が
文
部
省
学
生
部
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て

い
た
。

一
九
三
一
年
八
月
の
文
部
省
学
生
部
『
思
想
調
査
資
料
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
左
傾
学
生
生
徒
の
研
究
コ
ー
ス
に
就
い
て
」
と
い
う

記
事
で
は
、
立
教
大
学
、
日
本
大
学
、
慶
應
義
塾
大
学
の
読
書
会
で
の
「
左
傾
学
生
生
徒
」
育
成
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ

の
う
ち
「
立
教
大
学
読
書
会
の
研
究
コ
ー
ス
」
に
関
し
て
は
、「
社
会
問
題
研
究
の
基
本
書
」
を
用
い
て
第
一
期
か
ら
第
三
期
ま
で

段
階
を
踏
ん
で
学
ん
で
い
く
様
子
が
紹
介
さ
れ
、
佐
野
学
『
日
本
歴
史
』、
河
上
肇
『
経
済
学
大
綱
』、
猪
俣
津
南
雄
『
金
融
資
本

論
』、
ブ
ハ
ー
リ
ン
『
史
的
唯
物
論
』、
レ
ー
ニ
ン
『
国
家
に
就
い
て
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
が
列
挙
さ
れ
て
い
る（

（30
（

。

日
本
反
帝
同
盟
立
教
班
の
創
立
年
月
日
は
不
明
と
さ
れ
る
が
、
反
帝
同
盟
日
本
支
部
の
創
立
は
一
九
二
九
年
一
一
月
七
日
で
あ

り
、
中
心
メ
ン
バ
ー
の
検
挙
な
ど
を
経
つ
つ
も
、
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
の
満
洲
事
変
の
勃
発
に
対
し
て
、「
満
蒙
侵
略
反
対
闘

争
日
報
ヲ
発
行
」
す
る
な
ど
の
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
大
学
、
高
等
学
校
、
専
門
学
校
な
ど
の
学
生
・
生
徒
も
、
そ
の
活
動
の
相

当
重
要
な
担
い
手
に
な
っ
て
い
た
模
様
で
、
一
九
三
一
年
一
二
月
に
は
大
規
模
な
検
挙
が
行
な
わ
れ
た（

（30
（

。
立
教
班
は
東
京
地
方
委
員

会
の
北
部
地
区
に
属
し
、
同
年
一
二
月
時
点
と
思
わ
れ
る
一
覧
に
は
学
生
三
名
と
あ
る（

（30
（

。
ま
た
、
一
九
三
二
年
一
二
月
の
内
務
省
警

保
局
「
学
内
左
翼
団
体
調
」
一
覧
に
よ
る
と
、
立
教
大
学
内
の
「
左
翼
団
体
」
は
日
本
反
帝
同
盟
立
教
班
の
み
で
あ
る
。
そ
の
活
動

概
況
と
し
て
は
、「
反
帝
新
聞
ノ
配
布
、
及
反
帝
班
ノ
ニ
ユ
ー
ス
学
内
配
布
ノ
外
特
異
ノ
モ
ノ
ナ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

（31
（

。
た
だ
し
、

翌
一
九
三
三
年
一
二
月
の
「
学
内
左
翼
団
体
調
」
一
覧
で
は
、
立
教
大
学
は
日
本
反
帝
同
盟
立
教
班
を
含
め
て
消
え
て
お
り（

（31
（

、
三
二

年
か
ら
三
三
年
の
間
に
は
立
教
班
の
活
動
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

内
務
省
警
保
局
編
『
社
会
運
動
の
状
況
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
覧
表
に
よ
れ
ば
、
立
教
大
学
の
学
生
の
検
挙
取
調
人
数
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
全
国
の
学
生
・
生
徒
の
検
挙
取
調
人
数
）。
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一
九
二
九
年
一
一
月
～
一
九
三
〇
年
一
二
月　
　

三
名
（
一
一
六
八
名
）

一
九
三
一
年　

一
月
～
一
九
三
一
年
一
二
月　

一
二
名
（
一
五
一
九
名
）

一
九
三
二
年　

一
月
～
一
九
三
二
年
一
二
月　

一
六
名
（
一
二
三
九
名
）

一
九
三
三
年　

一
月
～
一
九
三
三
年
一
二
月　
　

六
名
（
一
六
八
九
名
）（

（31
（

検
挙
さ
れ
た
立
教
大
学
の
学
生
は
一
九
三
二
年
の
一
六
名
（
治
安
維
持
法
違
反
に
よ
る
検
挙
で
、
起
訴
一
名
、
釈
放
一
五
名
）
を

ピ
ー
ク
と
し
て
、
以
後
急
速
に
減
少
し
、
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
検
挙
者
数
は
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
学
生
の
左
翼
運
動
を

含
め
た
左
翼
運
動
全
般
へ
の
弾
圧
が
徹
底
的
に
行
な
わ
れ
る
な
か
で
、
立
教
大
学
に
お
け
る
左
翼
学
生
運
動
も
退
潮
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

一
九
三
〇
年
前
後
に
は
私
立
大
学
も
含
め
て
同
盟
休
校
や
学
校
紛
擾
事
件
が
頻
発
し
た
が
、
文
部
省
学
生
部
は
こ
れ
ら
が
左
翼
運

動
と
連
動
・
発
展
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
沈
静
化
に
注
力
し
て
い
た
。
憲
兵
司
令
部
や
内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
は
掲
載
さ
れ
て

お
ら
ず
、
文
部
省
学
生
部
の
資
料
「
同
盟
休
校
・
紛
擾
事
件
」
に
の
み
登
場
す
る
立
教
大
学
の
出
来
事
と
し
て
、「
立
教
大
学
野
球

部
紛
擾
事
件
」
が
あ
っ
た
（
第
二
編
第
三
章
第
五
節
第
二
項
参
照
）。
た
だ
し
、
学
生
思
想
運
動
と
の
連
動
・
発
展
と
は
な
ら
な

か
っ
た
模
様
で
、
文
部
省
学
生
部
の
資
料
で
も
短
期
間
に
収
束
し
た
騒
擾
事
件
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

内
務
省
警
保
局
の
「
学
内
左
翼
団
体
調
」
欄
は
、
一
九
三
三
年
、
一
九
三
四
年
と
立
教
大
学
に
つ
い
て
は
空
白
で
あ
っ
た
が
、

一
九
三
五
年
か
ら
立
教
大
学
劇
研
究
会
が
、
一
九
三
六
年
か
ら
は
こ
れ
に
加
え
て
立
教
大
学
弁
論
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
団
体

は
、
一
九
四
一
年
の
学
内
報
国
団
結
成
と
と
も
に
解
散
す
る
ま
で
、「
学
内
左
翼
団
体
」
と
し
て
注
視
さ
れ
る
状
況
が
続
い
た
。
他

方
、
内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
は
、「
国
家
（
農
本
）
主
義
運
動
」
の
学
生
団
体
一
覧
も
あ
り
、
立
教
大
学
に
関
し
て
は
、
一
九
四
〇

年
に
国
防
研
究
会
が
「
国
家
（
農
本
）
主
義
運
動
」
の
学
生
団
体
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
。
一
九
三
三
年
一
〇
月
創
立
の
国
防
研
究
会

が
一
九
四
〇
年
の
内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
掲
載
さ
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
右
翼
学
生
運
動
へ
の
監
視
と
い
う
文
脈
で
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
心
人
物
は
和
田
正
俊
（
大
学
予
科
の
教
授
で
漢
文
担
当
）（

（31
（

と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
九
四
一
年
に
は
劇
研
究
会
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や
弁
論
部
と
同
様
に
、
報
国
団
結
成
と
と
も
に
解
散
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
立
教
大
学
劇
研
究
会
は
、
一
九
二
九
年
五
月
に
創
立
さ
れ
た
が
、
一
九
三
五
年
に
「
学
内
左
翼
団
体
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
の
は
、
同
年
か
ら
内
務
省
警
保
局
で
演
劇
・
映
画
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
へ
の
警
戒
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ

と
と
関
係
し
て
い
た
。
立
教
大
学
に
限
ら
ず
、
高
等
教
育
機
関
の
演
劇
や
映
画
関
係
の
部
・
研
究
会
が
官
憲
の
監
視
対
象
と
な
っ
た（

（31
（

。

内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
五
年
に
お
け
る
立
教
大
学
劇
研
究
会
の
会
員
数
は
三
〇
名
で
、
同
年
六
月
の
築
地
小
劇

場
観
劇
会
や
一
一
月
の
滝
沢
修
の
講
演
会
・
座
談
会
開
催
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
翌
一
九
三
六

年
二
月
に
結
成
さ
れ
た
「
学
生
新
劇
ク
ラ
ブ
」
に
は
、
立
教
大
学
を
含
む
一
七
校
の
学
生
・
生
徒
が
参
加
し
、「
築
地
小
劇
場
に
於

け
る
左
翼
劇
の
『
天
佑
丸
』
の
観
劇
会
、
或
は
同
じ
く
小
劇
場
に
上
演
さ
れ
た
る
『
女
人
哀
詞
』
に
関
す
る
座
談
会
を
開
催
し
て
、

同
志
の
糾
合
に
努
め
て
ゐ
る
」
と
の
記
載
が
あ
る（

（31
（

。
一
九
三
七
年
時
点
で
学
生
新
劇
ク
ラ
ブ
の
参
加
校
は
一
九
校
（
二
九
九
名
）
で
、

立
教
大
学
か
ら
の
参
加
者
は
一
三
名
で
あ
っ
た（

（31
（

。

弁
論
部
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
「
学
内
左
翼
団
体
調
」
欄
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
部
内
に
読
書
会

が
組
織
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
官
憲
が
そ
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
同
年
一
一
月
に
は
立
教
大
学
の
講
堂
で
全

国
大
学
高
専
雄
弁
会
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
明
治
学
院
で
開
か
れ
た
同
校
と
青
山
学
院
、
立
教
大
学
の
三
校
に
よ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス

ク
ー
ル
合
同
雄
弁
大
会
に
弁
士
を
派
遣
し
た
こ
と
が
内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る（

（31
（

。

一
九
三
四
年
か
ら
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
た
立
教
大
学
の
学
生
の
検
挙
取
調
人
数
は
、
一
九
三
八
年
に
一
名
と
な
り
、
一
九
三
九
年
以

降
は
植
民
地
出
身
者
を
中
心
に
増
加
し
た
。
そ
の
状
況
を
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
全
国
の
学
生
・
生
徒
の
検

挙
取
調
人
数
）。

一
九
三
八
年　

一
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
四
名
）

一
九
三
九
年　

一
名
、「
朝
鮮
人
」
学
生
一
名
（
二
二
五
名
、「
朝
鮮
人
」
学
生　

一
四
名
）

一
九
四
〇
年　
　
　
　
「
朝
鮮
人
」
学
生
三
名
（
一
四
二
名
、「
朝
鮮
人
」
学
生　

八
八
名
、「
台
湾
人
」
学
生
三
名
）
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一
九
四
一
年　
　
　
　
「
朝
鮮
人
」
学
生
四
名
（
一
四
三
名
、「
朝
鮮
人
」
学
生
一
七
三
名
、「
台
湾
人
」
学
生
九
名
）

一
九
四
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（　

三
八
名
、「
朝
鮮
人
」
学
生　

六
〇
名
、「
台
湾
人
」
学
生
一
名
）（

（31
（

植
民
地
出
身
学
生
、
こ
と
に
朝
鮮
人
学
生
が
官
憲
の
取
り
締
ま
り
・
監
視
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
日
中
戦
争
開
始
前
後
か
ら
植
民
地
で
皇
民
化
政
策
が
強
行
さ
れ
た
結
果
、
植
民
地
支
配
へ
の
抵
抗
の
動
き
が
散
発
し
、
植
民
地

支
配
か
ら
の
独
立
を
目
指
す
動
き
も
根
強
く
展
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
日
本
側
に
よ
る
弾
圧
も
激
化
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
検
挙
さ
れ
た
立
教
大
学
の
朝
鮮
人
学
生
（
留
学
生
）
と
し
て
は（

（31
（

、
次
の
よ
う
な
人
た
ち
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

・�

一
九
四
〇
年
二
月
～
五
月
に
検
挙
さ
れ
た
「
朝
鮮
農
民
の
啓
蒙
運
動
を
志
し
た
東
京
の
朝
鮮
人
留
学
生
検
挙
事
件
」
に
お
け
る

史
学
科
学
生
の
金キ
ム
・
ホ
ン
ジ
ン

洪
振
（
徳
山
洪
振
）
と
李イ
・
サ
ン
ホ

相
昊

・�

一
九
四
一
年
六
月
～
八
月
に
検
挙
さ
れ
た
「
朝
鮮
独
立
を
目
的
と
し
た
朝
鮮
人
留
学
生
の
結
社
竹
馬
楔
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
具ク
・
チ
ョ
ル
フ
ェ

喆
会
（
結
城
喆
会
）

・�

一
九
四
一
年
一
〇
月
に
「
朝
鮮
の
独
立
を
目
標
に
意
識
の
高
揚
、
同
志
の
獲
得
に
奔
走
し
て
い
た
」
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と

し
て
検
挙
さ
れ
た
予
科
商
科
生
徒
の
元
ウ
ォ
ン
・
ヨ
ン
ハ
ク

容
鶴
（
元
村
容
鶴
）（

（32
（

。

「
遠
山
郁
三
日
誌
」
に
は
、
文
部
省
が
朝
鮮
・
台
湾
な
ど
「
外
地
」
学
生
の
統
制
を
強
め
、
そ
の
方
策
を
私
立
大
学
長
会
議
の
場

や
通
牒
な
ど
に
よ
っ
て
指
示
し
て
い
る
様
子
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、「
文
部
省
、
朝
鮮
奨
学
会
、
在
日
朝
鮮
人
統
制
団
体
で
あ
る
中

央
協
和
会
、
検
察
当
局
、
大
学
が
一
体
と
な
っ
て
、
朝
鮮
人
留
学
生
の
監
視
を
徹
底
」
す
る
状
態
と
な
っ
て
い
っ
た（

（32
（

。

四　
「
チ
ャ
ペ
ル
事
件
」

一
九
三
六
年
に
起
こ
っ
た
「
チ
ャ
ペ
ル
事
件
」
は
、
木
村
重
治
学
長
が
「
四
月
の
天
長
節
祝
賀
礼
拝
後
、
チ
ャ
ペ
ル
聖
壇
の
下
段

で
教
育
勅
語
を
捧
読
〔
奉
読
〕
し
た
の
は
不
敬
で
あ
る
、
と
い
う
非
難
が
配
属
将
校
に
使
嗾
さ
れ
た
一
部
学
生
・
校
友
の
間
か
ら
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起
っ
て
、
そ
の
責
任
を
取
っ
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
っ
た（

（32
（

。
こ
れ
に
関
連
す
る
事
象
と
し
て
、
大
学
学
長
改
選

を
め
ぐ
る
小
島
茂
雄
と
木
村
重
治
の
派
閥
抗
争
や
、
木
村
学
長
の
辞
任
を
求
め
る
学
生
た
ち
の
ス
ト
ラ
イ
キ
も
起
こ
っ
た
こ
と
が
当

時
、
新
聞
報
道
さ
れ
た（

（32
（

。
木
村
へ
の
非
難
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
立
教
大
学
文
学
部
長
兼
立
教
中
学
校
長
小
島
茂
雄
の
辞
任
の
背
景

に
は
、「
小
島
の
思
想
と
立
教
の
教
育
方
針
と
の
不
一
致
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
島
は
、
一
九
二
九
年
に
立
教
中
学
校
の

学
校
教
練
視
察
が
行
な
わ
れ
た
際
、
近
衛
歩
兵
第
三
聯
隊
長
と
し
て
来
校
し
た
東
久
邇
宮
稔
彦
王
へ
の
御
前
報
告
の
な
か
で
、「『
国

の
た
め
』
と
『
神
の
た
め
』
と
は
完
全
に
一
致
し
、『
神
の
た
め
』
と
い
う
信
念
か
ら
『
国
の
た
め
』
に
犠
牲
献
身
出
来
る
者
が
愛

国
者
で
あ
る
、『
国
の
た
め
』
と
は
『
皇
室
の
た
め
』
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
た
」
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
た（

（32
（

。「
チ
ャ
ペ
ル
事
件
」

に
よ
る
木
村
学
長
の
辞
任
後
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
に
立
教
大
学
は
「
御
真
影
」
の
「
下
賜
」
を
申
請
し
、「
奉
戴
」
し
た（

（32
（

。

「
チ
ャ
ペ
ル
事
件
」
に
は
配
属
将
校
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（

（32
（

。
こ
こ
で
改
め
て
「
チ
ャ
ペ
ル
事
件
」
と
関
連
す

る
事
柄
と
し
て
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
①
一
九
三
六
年
四
月
に
立
教
大
学
で
は
「
天
長
節
祝
賀
礼
拝
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
②
学

生
た
ち
の
木
村
学
長
へ
の
攻
撃
が
教
育
勅
語
奉
読
の
際
に
お
け
る
「
不
敬
な
態
度
」
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と（

（32
（

、
の
二
点
で
あ
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
四
年
末
の
早
稲
田
大
学
調
査
課
『
昭
和
九
年　

早
稲
田
大
学
学
生
運
動
年
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
御
真

影
奉
戴
ノ
有
無
及
四
大
節
式
典
挙
行
各
学
校
別
調
査
」
が
注
目
さ
れ
る（

（32
（

。
こ
れ
は
東
京
府
下
の
一
六
大
学（

（32
（

に
つ
い
て
、「
御
真
影
奉
戴

ノ
有
無
」、「
四
大
節
ニ
式
ヲ
挙
行
ス
ル
ヤ
否
ヤ
」、「
上
記
ノ
時
教
育
勅
語
ヲ
奉
読
ス
ル
ヤ
否
ヤ
」、「
入
学
式
卒
業
式
ニ
教
育
勅
語
ヲ

奉
読
ス
ル
ヤ
否
ヤ
」
を
調
査
し
、
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
覧
表
に
よ
る
と
、「
御
真
影
」
を
奉
戴
し
て
い
る
の
は
東
京
帝
国
大
学
と
國
學
院
大
學
の
二
校
で
、
入
学
式
・
卒
業
式
で

「
教
育
勅
語
」
奉
読
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
は
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
四
大
節
で
式
を
挙
行
し
て
い
る
大
学

は
、
立
教
大
学
と
國
學
院
大
學
の
二
校
で
（
中
央
大
学
は
紀
元
節
の
み
）、
他
の
一
四
校
は
式
を
挙
行
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
上

記
ノ
時
教
育
勅
語
ヲ
奉
読
ス
ル
ヤ
否
ヤ
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
は
、
國
學
院
大
學
は
奉
読
し
、
立
教
大
学
は
奉
読
し
て
い
な
か
っ

た
。
中
央
大
学
は
紀
元
節
に
式
を
挙
行
し
、
奉
読
も
行
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
調
査
結
果
か
ら
、
一
九
三
四
年
の
時
点
で
四
大
節
式
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典
を
挙
行
す
る
大
学
は
か
な
り
少
数
派
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
立
教
大
学
は
そ
の
少
数
派
の
一
校
で
あ
っ
た
。
な
お
、
一
覧
表

に
お
け
る
立
教
大
学
の
備
考
欄
に
は
、「
チ
ャ
ペ
ル
モ
四
大
節
ニ
合
セ
テ
行
フ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
四
大
節
に
合
わ

せ
て
礼
拝
を
挙
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（

（33
（

。

他
方
で
、
入
学
式
・
卒
業
式
に
お
け
る
「
教
育
勅
語
」
奉
読
は
、
立
教
大
学
も
含
め
て
調
査
一
覧
表
に
あ
が
っ
て
い
る
大
学
で
広

く
実
施
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
四
年
の
時
点
で
立
教
大
学
で
は
、
四
大
節
式
典
で
の
「
教
育
勅
語
」
奉
読
は
実
施
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
調
査
内
容
が
正
確
で
あ
れ
ば
、「
天
長
節
祝
賀
礼
拝
後
」
に
学
長
が
「
教
育
勅
語
を
捧
読
」
す
る
こ
と（

（33
（

が
行
な
わ
れ

始
め
た
の
は
、
一
九
三
五
年
か
、
事
件
と
な
っ
た
一
九
三
六
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
学
校
儀
式
の
際
、「
不
敬
」
を
理
由
に
生
徒
・
学
生
が
教
職
員
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
、
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
中
等
教
育
機
関
・
高
等
教
育
機
関
で
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、「
チ
ャ
ペ
ル
事
件
」
に
お

け
る
学
生
た
ち
の
木
村
学
長
へ
の
攻
撃
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

木
村
が
学
生
た
ち
の
攻
撃
を
受
け
た
の
は
、
木
村
に
よ
る
小
島
茂
雄
立
教
中
学
校
長
の
排
斥
の
動
き
が
要
因
と
な
っ
て
い
た
。

一
九
二
九
年
時
点
で
小
島
は
、「
国
の
た
め
」
と
「
神
の
た
め
」
は
完
全
に
一
致
し
、「
国
の
た
め
」
と
は
「
皇
室
の
た
め
」
と
同
じ

で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
三
四
年
の
立
教
中
学
校
の
入
学
式
式
辞
で
は
、「
吾
国
に
於
い
て
は
『
天
皇
の
た
め
』
と

『
国
の
た
め
』
と
『
神
の
た
め
』
と
は
三
位
一
体
不
二
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
神
道
は
勿
論
儒
教
仏
教
基
督
教
等
の
如
き
外

来
の
宗
教
も
亦
我
が
文
化
に
根
づ
く
に
つ
れ
て
自
ら
か
ゝ
る
『
天
皇
』
の
観
念
を
明
澂
に
し
、
飽
く
ま
で
こ
れ
を
擁
護
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
私
の
所
謂
天
皇
中
心
主
義
で
あ
り
ま
す
」（

（33
（

と
挨
拶
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
持
つ
小
島
を

立
教
大
学
の
多
く
の
学
生
が
支
持
し
た
の
は
（
木
村
学
長
の
辞
職
を
求
め
る
学
生
集
会
に
は
約
八
〇
〇
名
が
参
加
し
た（

（33
（

）、
軍
国
主
義

を
よ
し
と
す
る
考
え
方
、
政
府
・
軍
部
が
進
め
て
い
た
「
国
体
明
徴
」
を
推
進
す
る
考
え
方
に
か
な
り
の
程
度
ま
で
親
和
的
に
な
っ

て
い
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
。

一
九
二
〇
年
代
に
隆
盛
し
た
左
翼
学
生
運
動
（
反
体
制
的
運
動
）
は
、
厳
し
い
取
り
締
ま
り
・
監
視
の
対
象
と
し
て
、
徹
底
的
な
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弾
圧
が
加
え
ら
れ
、
一
九
三
二
～
三
三
年
ご
ろ
に
は
退
潮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
他
方
で
、
左
翼
学
生
運
動
に
対
抗
し
て
勢
い
を
得

た
右
翼
学
生
運
動
（
国
家
主
義
的
運
動
）
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。「
国
体
明
徴
」
運
動
を
推
進
し
、
天
皇
機
関
説
を
唱
え
る
学
者

た
ち
を
攻
撃
し
た
の
は
、
軍
部
や
右
翼
思
想
家
だ
け
で
な
く
、
学
生
た
ち
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
、
そ
の
動
き
に
加
担
し
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

内
務
省
警
保
局
の
資
料
に
よ
る
と
、
立
教
大
学
内
の
右
翼
学
生
運
動
団
体
は
、
一
九
四
〇
年
の
国
防
研
究
会
の
み
で
あ
る（

（33
（

。
立
教

大
学
は
、
他
大
学
と
比
べ
て
も
右
翼
学
生
運
動
が
活
発
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
木
村
学
長
の
「
不
敬
」
な
態
度
を
問
題
と
し

て
攻
撃
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
国
家
主
義
的
運
動
が
敵
対
者
を
攻
撃
す
る
や
り
方
と
共
通
し
て
い
た
。

ひ
と
た
び
軍
事
教
練
の
導
入
を
許
し
た
な
ら
ば
、「
大
学
の
使
命
は
全
く
蹂
躙
せ
ら
れ
学
問
の
独
立
研
究
の
自
由
は
永
遠
に
そ
の

姿
を
没
し
一
切
の
教
育
機
関
を
挙
げ
て
軍
国
主
義
的
色
彩
の
下
に
抹
殺
し
さ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
」（

（33
（

と
い
う
、
一
九
二
五
年
の
軍
事
教
練

に
反
対
す
る
三
大
学
の
「
共
同
宣
言
」
に
記
さ
れ
て
い
た
予
見
は
、
立
教
大
学
で
は
ほ
ぼ
一
〇
年
後
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。


